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９． 議事日程及び付議事件並びに結果 

議事日程 付  議  事  件  等 結  果 

日程第１ 議席の変更について 変更 

日程第２ 会議録署名議員の指名について １０番 安東哲矢

 ３番 山本 稔

日程第３ 会期の決定について １５日間 

日程第４ 諸般の報告 議長、町長 

日程第５ 議員報告第１号 

厚生産業常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告について 

厚生産業常任委員長

報告 

日程第６ 選挙第１号 

田原用水組合議会議員の選挙について 
推選 

日程第７ 諮問第１号 

人権擁護委員の推薦について 
適任 

諮問第２号 

人権擁護委員の推薦について 
適任 

日程第８ 議案第１号 

和気町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変 

更について 

説明 

議案第２号 

和気町立学校・園統廃合整備基本計画の変更について 
説明 

日程第９ 議案第３号 

平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）について 
説明 

議案第４号 

平成２９年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 
説明 

議案第５号 

平成２９年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）につ 

いて 

説明 

議案第６号 

平成２９年度和気町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 
説明 

議案第７号 

平成２９年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
説明 

議案第８号 

平成２９年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２ 

号）について 

説明 

議案第９号 

平成２９年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につい 

て 

説明 

議案第１０号 

平成２９年度和気町駐車場事業特別会計補正予算（第２号）について 
説明 

議案第１１号 

平成２９年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 
説明 
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議事日程 付  議  事  件  等 結  果 

 議案第１２号 

平成２９年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３ 

号）について 

説明 

議案第１３号 

平成２９年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第３号）につ 

いて 

説明 

議案第１４号 

平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 

説明 

議案第１５号 

平成２９年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第２号）について 
説明 

議案第１６号 

平成２９年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）について 
説明 

議案第１７号 

平成２９年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）について 
説明 

日程第１０ 議案第１８号 

和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

について 

説明 

議案第１９号 

和気町公民館条例の一部を改正する条例について 
説明 

議案第２０号 

和気町公民館使用条例の一部を改正する条例について 
説明 

議案第２１号 

和気町立体育館条例の一部を改正する条例について 
説明 

議案第２２号 

和気町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 
説明 

議案第２３号 

和気町介護保険条例の一部を改正する条例について 
説明 

議案第２４号 

和気町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の 

制定について 

説明 

議案第２５号 

和気町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

を定める条例の制定について 

説明 

議案第２６号 

和気町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準を定める条例の制定について 

説明 

議案第２７号 

和気町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

の制定について 

説明 
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議事日程 付  議  事  件  等 結  果 

日程第１１ 議案第２８号 

平成３０年度和気町一般会計予算について 
説明 
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               午前９時００分 開会 

（開会・開議の宣告） 

○議長（当瀬万享君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、９名、欠席１名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、ただいまから平成３０年第１回和気町議会定例会を開会します。 

 なお、野津地方創生課長が体調不良のため欠席しておりますので、ご了承願います。 

 これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（当瀬万享君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

（日程第１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１、議席の変更についてを議題とします。 

 草加信義君から議員の辞職願が提出され、本年２月２８日をもって辞職の許可を行っています。これにより議

員２名の欠員を生じております。 

 また、４月には議会議員の補欠選挙が執行予定のため、会議規則第４条第３項の規定により、議席を変更いた

します。 

 １番 山本 稔君の議席を３番に、２番 居樹 豊君の議席を４番に、３番 万代哲央君の議席を５番に、４

番 山本泰正君の議席を６番に、５番 尾﨑忠信君の議席を７番に、６番 西中純一君の議席を８番に、７番 

広瀬正男君の議席を９番に、９番 安東哲矢君の議席を１０番に、１０番 柴田淑子君の議席を１１番に、１１

番 私、当瀬万享の議席を１２番にそれぞれ変更します。 

 ここで暫時休憩といたします。 

               午前９時０２分 休憩 

               午前９時０３分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（日程第２） 

○議長（当瀬万享君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１０番 安東哲矢君及び３番 山本 稔君を指名しま

す。 

（日程第３） 

○議長（当瀬万享君） 日程第３、会期の決定についてを議題にします。 

 ここで、去る２月２２日、議会運営委員会を開き、今期定例会の運営について協議した結果を委員長から報告

を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本泰正君） おはようございます。 

 それでは、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 去る２月２２日午前９時から本庁舎３階第２会議室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。委員

会には、議会運営委員全員、町長、副町長、関係部・課長出席のもと、平成３０年第１回和気町議会定例会の会

期、日程、案件等を協議いたしました。その結果を報告いたします。 

 まず、会期でありますが、３月２日、本日金曜日から３月１６日金曜日までの１５日間でございます。 

 日程でありますが、第１日、３月２日金曜日午前９時、本日でございますが、本会議、議事日程の報告、会議

録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、施政方針、委員会の閉会中の調査研究結果の報告、諮問の上程、
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説明、質疑、討論、採決、議案の上程、説明。本日は、２９年度の補正予算、条例改正、３０年度の一般会計当

初予算であります。本会議終了後、議会運営委員会を予定いたしております。なお、一般質問の通告期限は本日

午後１時であります。 

 第２日、３月３日土曜日、第３日、３月４日日曜日は、休会でございます。 

 第４日、３月５日月曜日午前９時、本会議開催で、議案の上程、説明、３０年度の特別会計、当初予算及びそ

の他でございます。なお、本会議終了後、議会全員協議会を予定いたしております。ご存じかと思いますが、尾

水尾池改修工事の件でございますので、よろしくお願いいたします。 

 第５日、３月６日火曜日、休会でございます。 

 第６日、３月７日水曜日午前９時から本会議で、議案の質疑、委員会付託でございます。請願の上程、説明、

質疑、委員会付託を終了後行います。 

 第７日、３月８日木曜日午前９時、本会議は休会でございまして、委員会の現地視察を予定いたしておりま

す。総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会、各委員会ごとに現地視察を行い、昼食後ごみ処理施設整備事業

特別委員会でごみ処理施設の視察を予定いたしております。 

 第８日、３月９日金曜日、本会議は休会で、特別委員会を予定いたしております。午前９時からごみ、温泉、

学校の順でございます。 

 第９日、３月１０日土曜日、第１０日、３月１１日日曜日は、いずれも休会でございます。 

 第１１日目、３月１２日月曜日、本会議は休会でございまして、午後１時から総務文教常任委員会を予定いた

しております。 

 第１２日、３月１３日火曜日、本会議は休会でございまして、午後１時から厚生産業常任委員会を予定いたし

ております。 

 第１３日、３月１４日水曜日午前９時、本会議で一般質問でございます。本会議終了後、議会運営委員会及び

議会広報編集委員会を予定いたしております。 

 第１４日、３月１５日木曜日午後１時から一般質問の予備日に充てております。 

 第１５日、３月１６日金曜日午後１時、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決で閉会の予定でございます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１５日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から３月１６日までの１５日間に決定しました。 

（日程第４） 

○議長（当瀬万享君） 日程第４、諸般の報告をします。 

 議長の諸般の報告は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

 次に、町長から諸般の報告とあわせて、平成３０年度町政執行に当たり施政方針演説がございます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、皆さんおはようございます。 
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 諸般の報告をさせていただきます。 

 本日ここに、平成３０年第１回和気町議会定例会を招集しましたところ、議員各位におかれましては早速ご参

集賜りまことにありがとうございます。 

 それでは、ここで平成２９年第９回議会定例会以降の諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、１月４日に、和気武道館において５０名の参加のもと鏡開き式が行われました。寒さを吹き飛ば

す稽古初めの後、各スポーツ少年団代表と中学校柔道部の代表により誓いの言葉が述べられました。 

 次に、１月７日、学び館サエスタにおいて平成３０年和気町成人式が盛大に開催されました。今回の対象者は

１３２人のうち１０４人が出席し、同級生や恩師との久しぶりの再会で楽しいひとときを過ごすとともに、決意

を新たに大人への第一歩を踏み出しました。 

 次に、１月１１日、文部科学省、厚生労働省、経済産業省主催で開催される平成２９年度キャリア教育推進連

携シンポジウムで和気閑谷高等学校を中心とした産官学が連携したキャリア教育の取り組み、「和気閑谷高校魅

力化プロジェクト」が「第７回キャリア教育推進連携表彰」 優秀賞を受賞しました。これは、文部科学省、経

済産業省が共同で実施する表彰で、全国のキャリア教育の取り組みの中から日本一に選ばれたということです。

今回の受賞は、町が高校に派遣する地域おこし協力隊による総合的な学習の時間、「閑谷學」をコーディネート

するほか、商工会でのインターンシップ及び商品開発等、町ぐるみで生徒の生きる力を育む取り組みが評価され

たことによるものであります。シンポジウムの中で和気閑谷高校の生徒による事例発表も行われました。今後

も、和気閑谷高校と連携し、「教育のまち和気」の取り組みが人材育成の拠点として和気町発展の柱になること

を期待しているところでございます。 

 次に、友好都市であります中国上海市嘉定区との交流についてですが、今年度は交流開始から３０周年、友好

都市縁組から２５周年、嘉定藤公園開園から２０周年の節目を迎え、嘉定外事弁公室の顧春華副主任が１月１０

日から１４日まで和気町に滞在され、藤公園の管理について研修されました。１２日には歓迎会を行い、交流を

深めたところでございます。 

 次に、１月２１日、和気町体育館において第２１回和気町長杯小学生バレーボール大会が町内４チーム、町外

１０チームの参加により開催され、熱戦が繰り広げられました。 

 次に、１月２４日、Ｂ＆Ｇ全国サミットが笹川記念館で開催され、出席をいたしました。本町は、利用者の

増、インストラクターの充実等が認められ、平成２８年度の評価は 高評価である特Ａに昇格し、今後小さいな

がらも施設の活用をより充実し、人材育成の場とすべく今後の努力に期待しているところであります。 

 次に、１月２８日、百間川河川敷で第７回「晴れの国岡山」駅伝競走大会が開催され、本町は中学生から社会

人の１５名でチーム編成をし、これまで練習に励んできました。当日、インフルエンザ等の影響もあり、総合１

５位で、町村ではトップの奈義町と同タイムで２位という成績でありました。 

 次に、１月３１日、平成２９年度第１回岡山都市圏連携協議会が開催されました。平成２９年度の主な取り組

みの報告や平成３０年度の取り組み概要案、連携協約の変更等について協議をいたしました。平成３０年度の取

り組みとしては、移住相談窓口であるおかやまぐらし移住の窓口の相談体制の充実や図書館の相互利用の拡充な

どが承認され、圏域全体の発展に向けた事業の加速化を確認したところであります。なお、沿線で山陽本線岡山

姫路間の活性化と利便性の向上が今後の課題であり、関係機関でＪＲに対し沿線地域の活性化を要請してまいる

ことになっております。 

 次に、２月３日、学び館サエスタにおいて平成２９年度和気町青少年健全育成推進大会を開催しました。町内

小・中学生の明るい家庭づくり作文、ポスター、善行児童・生徒の表彰が行われ、県入賞者の作文発表が行わ

れ、参加者一同今後の活動と補導員等関係者がなお一層努力し、青少年の健全育成に努めるよう誓ったところで

あります。 
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 次に、２月５日、超高密度気象観測システム、「ポテカ」情報共有の協定に係る調印式を行いました。東京に

本社があります株式会社千代田組が気象情報を計測し、全国のサーキット関係者に情報提供するため設置してい

るものですが、このたび一般へも供用されることとなりました。これにより、細かい地域での気象情報が把握さ

れることとなります。本荘小学校、佐伯小学校、旧石生小学校、旧日笠小学校、旧山田小学校の５カ所に計測器

を設置しており、スマートフォンやパソコンから簡単に閲覧ができることから、町民に対してもお知らせするこ

ととしています。 

 次に、２月１１日に、町内の独身者に対して出会いの場を提供するなど、若者の定住及び人口増を目的に、赤

磐市と合同でカップリングパーティーを開催しました。当日は、和気鵜飼谷温泉に男性１９名、女性１７名の計

３６名が参加いたしました。めでたく成立したカップルは６組で、そのうち和気町在住、在勤の男性が２名でし

た。 

 次に、２月１３日、備前警察署長から平成２９年中の犯罪及び交通事故の発生状況について説明がありまし

た。刑法犯の発生状況については、備前署管内で対前年度比マイナス６１件の２２３件と、減少傾向にありま

す。和気町内では対前年比マイナス３５件の５６件でありました。しかし、和気駅前交番管内での発生は減少傾

向にあるものの、備前警察署管内では 多の３９件という状況であります。また、交通事故の発生状況につきま

しては、備前警察署管内の人身事故は昨年１２３件発生しております。そのうち本町では３３件が発生している

という状況で、特に本荘地区で多く発生しておる状況でございます。 

 次に、２月１８日、鵜飼谷温泉多目的ホールのオープニングイベントを開催いたしました。町内外から５団体

の出演によるバンド演奏を行い、多くの方でにぎわいました。演奏活動やダンス等にも利用できることから、温

泉施設利用の相乗効果を期待し、多くの方に利用していただけるようＰＲしてまいりたいと考えているところで

あります。 

 次に、２月２５日、第６回和気町長杯少年軟式野球大会が開催され、町内外から１６チームが本荘小学校へ集

合し、開会し、町内３カ所に分散し熱戦が繰り広げられました。 

 次に、２月２６日、和気町地域見守り・支え合いネットワーク推進事業に関する協定第２回締結式を行いまし

た。日常業務の中で気づいた高齢者のちょっとした異変などを地域包括支援センターに連絡していただく緩やか

な見守り事業で賛同いただいたシルバー人材センターや町内理容店、タクシー事業者など、１６の協力事業者と

の間で今回協定を締結いたしました。前回、平成２８年８月５日の協定と合わせて２７事業所となりました。 

 次に、２月２８日、和気交番の開所式に出席いたしました。これまでの和気駅前交番が福富地内国道３７４号

線沿いに移転するもので、交番機能は２月２６日から移転しております。和気町の安全・安心な社会のために更

なる機能の充実と、更に町民にとって身近な存在であるよう期待しているところであります。なお、町民に対し

ては、広報紙、告知放送等で周知を行っております。 

 次に、吉井川流域ＤＭＯの一般社団法人化は、来年度早期の設立に向け準備を進めているところでございます

が、事務局長の採用について公募いたしましたところ、全国から７名の応募があり、１次の書類審査で４名にま

で絞り、２月１３日に採用面接を行った結果、赤磐市在住の方に決定いたしました。ＤＭＯの設立並びに運営管

理、今後の取り組みとしてインバウンドを中心としたマーケティング・プロモーションの推進、地域の特性を活

かした体験メニューや特産品の開発に期待しているところでございます。 

 次に、農業共済組合の１県１組合化についてでありますが、１月２６日に第４回目の団体長会が開催され、平

成３１年４月を目途に１県１組合化を目指し、本格協議を開始することで合意しました。今後は、農業共済組合

設立準備会を発足し、東備農業共済事務組合での全員協議会を踏まえて検討しながら進めてまいりたいと考えて

おります。事務組合での方向が決まり次第、随時和気町議会において状況報告をしていく方向で検討させていた

だきます。 
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 次に、日笠上地内にあります尾水尾池についてでありますが、昨年末から堤体改修工事を実施しておりました

が、１月３１日に堤体のグラウト工事を実施していたところ、突然３２メートルにわたり堤体が崩落しました。

原因は調査中でありますが、漏水箇所が多く見受けられるため、堤体の土質が想定以上に不安定であったことが

原因ではないかと考えております。なお、このことについて去る２月２日に厚生産業常任委員会を開催し、報告

を行ったところであります。また、今後の予定でございますが、地元水利組合は全面改修を要望されていること

から、町としても早急に岡山県等関係機関と協議を進め、そして予算を確保するとともに、議会へ補正予算を上

程し、早期の工事発注に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいというように思います。

なお、今議会中に全員協議会で状況報告をすべく日程調整をしているところでございます。 

 次に、国民健康保険についてでありますが、平成３０年度から県が財政運営の責任主体として市町村とともに

国保の運営を担うことから、市町村では県が定めた国保事業納付金を県に納めることになります。１月末に平成

３０年度の本算定結果が示され、本町では３億８，７００万円を納めることに決定されました。この結果につい

て、２月８日に開催した和気町国民健康保険運営協議会に諮り、当面の間は国保加入者に新たな負担を強いるこ

となく、基金及び繰越金を充当し、国保運営ができると報告し、了解を得ました。しかし、今後も医療費の増加

等問題点も多く、保健事業の推進、医療費の適正化を進め、医療費の抑制、安定的な財政運営に努めてまいりま

す。 

 次に、閉校跡地の利用についてでありますが、ＩＰＵ、環太平洋大学が利用する旧石生小学校跡地と旧総合グ

ラウンドが和気ベースボールパークとして完成いたします。閉校施設を有効に活用することになり、大学のキャ

ンパスとして本町への定住人口、交流人口の増加を期待しております。また、交流人口増加によって、本町の魅

力を再発信でき、和気鵜飼谷温泉等の町内施設の利用増加にも期待しているところであります。今後のスケジュ

ールですが、今月１２日に和気ベースボールパークグラウンドにおいてオープニングセレモニーが行われ、来月

から入寮の予定となっております。 

 以上、諸般の報告とさせていただきます。 

 先ほど議長の方から、町長の施政方針につきましての時間をご了解いただきましたので、これより施政方針を

させていただきます。 

 平成３０年第１回和気町議会定例会の開会に際し、議会に提案いたします平成３０年度一般会計及び特別会計

の各予算を初め、関係諸議案の審議をお願いするに当たり、私の所信の一端とする予算編成の基本的事項を申し

述べ、議員各位並びに町民皆様のご理解を得たいと存じております。 

 国の１月の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているとし、景気全体の判断が７カ月ぶりに引き上げら

れました。海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされているものの、完全失

業率の低下や有効求人倍率の上昇など、雇用情勢が改善されたことに加え、個人消費も持ち直していると発表さ

れています。また、日本政府観光局による昨年の外国人旅行者数は約２，８７０万人となり、一昨年の２，４０

０万人を超え、過去 高を更新いたしました。更に、２０１９年にはラグビーワールドカップ、２０２０年には

東京オリンピック・パラリンピックの開催も控えております。また、第４次産業革命と言われているＩｏＴ、ビ

ッグデータやＡＩなどによる技術革新は目覚ましいものがあり、産業構造や就業構造が急激変化すると言われて

おります。 

 一方、少子・高齢化は急速に進んでおり、国は総合戦略において、東京一極集中の是正を掲げているものの、

実際には東京圏の年間転入超過数は拡大している状況であります。地方における若者の大幅な減少は、地方の空

洞化と少子・高齢化の一層の加速を招き、経済社会の持続可能性に懸念を生じさせます。 

 また、国の平成３０年度予算編成の基本方針において、アベノミクスの成果を十分に実感できていない地域の

隅々までその効果を波及させ、経済の好循環を更に加速させるように施策を実施していく必要があるとの考えを



- 10 - 

示しています。 

 これらのことから、昨年１２月に閣議決定した新しい経済政策パッケージにおいて、持続的な経済成長をなし

遂げるための鍵は少子・高齢化への対応であるとし、生産性革命と人づくり革命を車の両輪として、２０２０年

度までの３年間を集中投資期間として取り組むこととしております。全国の自治体が知恵と汗を出し合う地方創

生社会の実現に直結するための取り組みなど、喫緊の重要課題への対応をするため、経済・財政再生計画に掲げ

る歳出改革を着実に実行することとされており、予算編成に当たっては聖域なき徹底した見直しを推進すること

としています。また、それを踏まえ、地方においても国の取り組みと基調を合わせ、歳出に関する徹底した見直

しを進めることが求められています。趣旨や施策の優先順位を踏まえ、適切に対処されています。 

 こういった中、和気町の財政状況につきまして申し上げます。 

 平成２８年度決算では、財政の弾力性を示す経常収支比率は、固定資産税収の増額、下水道事業等への繰出金

の減額など改善要素がある一方、合併特例による普通交付税の増額分縮減の影響が大きく、９４．７％と前年度

に比べ０．１ポイント改善にとどまっております。また、一般会計等が負担する実質的な公債費の財政規模に対

する比率であります、実質公債費比率は公債費及びそれに準ずる債務負担行為に係るものの減少などにより１

２．９％と、前年度に比べて１．２ポイント改善し、地方債の許可が必要となる基準であります１８％を下回っ

ております。 

 次に、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の財政規模に対する比率である、将来負担比率は地方債現在

高が増額し、債務負担行為に基づく支出予定額の増加などにより６７．８％と、前年度に比べ３４．１ポイント

悪化いたしました。 

 次に、２９年度の決算見込みですが、平成１８年の合併以来、厳しい財政環境下でありましたが、昨年度まで

は財政調整基金を取り崩すことなく決算することができました。しかし、本年度については現時点で１億９，５

００万円の取り崩しを見込んでおります。例年にない非常に厳しい状況でありますが、交付金の確定、不用額等

により、 終的には取り崩しを解消できるものと考えているところであります。この危機的状況の主な理由とし

ては、歳入では一般財源の大部分を占める普通交付税の縮減が段階的に大きく減額される一方、歳出においても

高齢化の進行による社会保障費の増加傾向が顕著であることが上げられます。 

 今後、高齢化の進行による社会保障費の増大や平成２８年度から始まった合併特例による普通交付税増額分の

縮減が更に進んでまいります。このことから、更なる行財政改革に取り組むとともに、新たな一般財源の確保を

するための努力が不可欠であります。財政基盤の強化に向けて、引き続き全庁を挙げて取り組んでまいります。

私は、このような状況を真摯に受け止め、事務事業の効率的な執行とめり張りのある行財政運営を行い、将来の

まちづくりに責任を持って 後まで町政のかじ取りを行う決意であります。 

 それでは、町政運営の基本方針について述べさせていただきます。 

 人口減少問題の克服を目的として平成２７年１０月に策定いたしました和気町まち・ひと・しごと創生総合戦

略は、平成２８年１０月に改訂を行い、現在スピード感を持って取り組みを進めているところであります。こう

した取り組みの効果もあり、本町の平成２９年の人口動態は転入から転出を引いた社会動態が４９人の増加と、

６年ぶりの転入超過となりました。これは、平成１８年の合併で現在の和気町となって以降、 多であります。

この流れを一時的なものではなく、本格的なものとするために、平成３０年度も引き続き教育、保育環境の充実

に取り組むとともに、移住促進施策の充実等地方創生の取り組みを加速させることで、人口減少に歯止めをかけ

るべく取り組んでまいります。 

 なお、ふるさと納税の取り組みについては、地域経済の活性化や和気町のＰＲを目的に平成２７年１２月から

取り組み、昨年度２，６２３件、７，６７０万円、そして昨年４月から本年２月２６日までで３，１１７件、

８，５２４万円の寄附をいただいているところであります。平成３０年度もより制度を充実させ、更なる返礼品
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の充実に努めてまいります。 

 次に、平成３０年度の予算編成では、４月執行の町長選挙のため、経常的経費のみの骨格予算となります。本

町の財源の大部分を占める普通交付税増額分を縮減するため、歳出額に削減目標を設定し、健全財政に取り組ん

でおります。増加傾向にある扶助費等社会保障関係経費にも対応しつつ、町民福祉の一層の向上、活力あるまち

づくりに資する重点施策、事業に取り組まなければなりません。特に、和気町まち・ひと・しごと創生総合戦略

に掲げる人口減少対策の各種事業に取り組むことといたしております。 

 次に、ここからの平成３０年度の主要事業の概要につきまして、第１次和気町総合振興計画の基本計画の目標

に沿って述べさせていただきます。 

 まず、健やかで笑顔あふれるまちづくりについては、高齢者福祉の充実でありますが、ひとり暮らしや認知症

を有する高齢者が年々増加する中、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の 期まで続けることができるよ

うに、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進してまい

ります。 

 また、地域住民や関係機関、団体との協働による見守りや支え合いの体制づくり、認知症施策の推進として早

期発見、対応や介護者支援を重点に置いた普及啓発及び地域における通いの場の充実支援等を行ってまいりま

す。 

 次に、障害者福祉の推進につきましては、平成２９年度中に策定いたします第２次障害者計画の基本理念にの

っとって、地域で当たり前に暮らし、ともに支え合い、心豊かに暮らせる町を目標にして、障害者の自己決定と

自己選択が尊重される和気町実現のため、サービス基盤の整備や相談支援体制の充実に努めてまいります。 

 次に、生きがいを持って心豊かに暮らせるまちづくりについてでありますが、全国的に少子化の進行や世帯規

模の縮小、教育、保育ニーズの多様化など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化いたしております。こ

れまでに和気町では、子供の健やかな成長と自立を応援するとともに、子供を安心して産み育てられるまちづく

りに向けて、様々な次世代育成支援施策を推進してきました。町としては、これまでの取り組みを踏まえて、子

ども・子育て支援制度に適切に対応し、子供の健やかな育ちと保護者の子育てをより一層社会全体で支援してま

いります。 

 また、統廃合により小規模校の児童がスムーズに学校に順応できるよう、町独自の基準を設けていることか

ら、平成３０年度は町費負担教職員６名を配置し、新年度を迎えることといたしております。 

 また、統合後の校舎等跡地利用につきましては、閉校となった小学校及び幼稚園の建物と土地及び附属施設を

有効に活用し、引き続き地域の振興と発展を前提とした事業を展開する事業者を幅広く公募し、提案内容を総合

的に評価して事業者を選定させていただく予定であります。残された施設については、今後あらゆるメディアを

利用し全国発信での公募を行いながら、和気町の更なる発展に寄与できる活用を検討いたしてまいります。 

 次に、活力とにぎわいのあるまちづくりでありますが、多様な地形と自然を有する本町では、地域の特色を生

かしながら産業経済の活性化を促進し、商工業や観光の振興に努めてまいります。 

 まず、農業振興についてでありますが、本町においては、農業者の高齢化や担い手不足による遊休農地、耕作

放棄地の増加は地域において大きな問題であり、農業委員及び農地利用 適化推進委員と連携し、農地の更なる

利用調整を進めてまいります。 

 また、有害鳥獣の対策については、狩猟者の処理等に係る負担を軽減させる目的として、鳥獣処理施設を平成

２８年度に整備しましたが、更なる駆除活動の促進を図るため、本年度から施設への持ち込みについて土曜日の

受け付けを行うことといたしました。従来の防護柵の設置補助等と合わせて、本町の農地、農作物の被害軽減に

努めてまいります。 

 次に、商工業の振興でありますが、工業団地の整備につきましては、平成２８年度から３０年度事業で矢田地
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内の４ヘクタールの計画を進めております。現在、県との協議中で、今年度中に開発申請を提出する予定であり

ます。また、広域水道及び自転車道の移転に伴う協議も行っております。用地買収につきましては、現在手続中

の２筆を残して買収を完了いたしており、今後開発許可及び転用許可後平成３０年度から造成工事に着手し、平

成３０年度末には完成を予定いたしております。 

 次に、和気鵜飼谷温泉につきましては、引き続き町民の皆様に愛される施設であるために、丁寧、清潔をモッ

トーに励んでまいります。人が集い、憩う健康発信情報拠点として、多彩なプランを提案し健全運営に努めてま

いります。特に環太平洋大学野球部の対外試合等による人の流れが宿泊等につながるようＰＲをしてまいりま

す。 

 次に、自然と共生した安らぎのあるまちづくりについてでありますが、持続可能な循環型社会の構築につい

て、これまで推進しておりますプラスチック製容器包装の分別回収、レジ袋の有料化によるマイバッグ運動や、

再資源化の推進により廃棄するごみ量の削減をより一層進めてまいります。また、生ごみ・剪定枝堆肥化事業に

ついてでありますが、月平均約６０トンの処理をしており、燃やすごみの更なる減量化につながるよう事業推進

を図ってまいります。 

 次に、和気町単独でのごみ焼却施設の整備についてでありますが、総事業費約１２億９，５００万円、処理能

力１日１０トンで整備を進めてまいりましたが、完成の運びとなりました。４月からの運営につきましては、今

後１５年間にわたって、包括的に運営を委託する長期包括的委託方式により、安定かつ継続的なごみ処理を図っ

てまいります。 

 次に、快適で安全・安心のまちづくりについてでありますが、本町で立ちおくれております幹線道路の機能強

化を重点課題といたしております。南北の国道３７４号線と東西の主要地方道、岡山赤穂線、更には美作岡山道

路の整備促進を引き続き進めてまいります。 

 初めに、岡山赤穂線につきましては、藤野地内において現田ヶ原橋の下流部に新たな橋梁を架橋中であり、平

成２８年度に下部工が完成し、引き続き平成２９年度から橋梁上部工に着手しております。平成２９年度の事業

費は約２億９，０００万円で実施いたしております。 

 なお、今後の予定といたしましては、仮称新田ヶ原橋が完成次第以降、坂本地内の改良工事や、宿北地内の舗

装工事等が順次実施される予定で、引き続き早期完成を目指し、国及び岡山県等関係機関へ強く要望してまいり

ます。 

 次に、国道３７４号線衣笠から福富間の歩道整備につきましては、長年岡山県に要望いたしておりますが、平

成２９年度から測量等に着手されており、早期工事着手に向けて要望を重ねてまいります。 

 次に、満車状態が多く利用者の方にご不便をかけていた駅前駐車場の拡張整備の計画を進めており、平成３０

年から３２年にかけて用地買収、測量設計、拡張工事を実施したいと考えております。 

 次に、老朽化により補修が必要となった町道橋については、平成２８年度から順次計画的に修繕工事を行って

おり、２９年度は１橋の修繕工事を行いました。平成３０年度は２橋の修繕工事を行う予定であります。 

 次に、治水事業につきましては、行政の根幹をなすべき重要なものであるとの認識から、特に人家に影響があ

ります吉井川河川改修及び初瀬川改修の早期完成に引き続き努めてまいります。特に佐伯地域の吉井川改修につ

いては、平成２７年度より吉井川右岸工事及び支流の田土川に着手しており、今後も早期完成を目指して国に対

して強く要望してまいります。和気地域につきましては、懸案となっております田原上地内、 上流右岸の暫定

堤防４００メートルのかさ上げについては、本年度一部仮設道路の設置工事に着手し、今後早期完成に向けて国

土交通省へ要望してまいります。 

 次に、初瀬川の改修につきましては、平成２８年度に稲坪橋の架け替えに伴う下部工事、平成２９年度は上部

工の架設工事を実施しております。その後、町道取合部分の工事を実施し、平成３０年の夏ごろに稲坪橋が通行
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可能となる予定であります。 

 次に、佐伯地区の急傾斜地崩壊対策事業竪町地区及び砂防事業の西の谷川については、平成３０年度に用地測

量、補償算定を実施し、順次用地買収を進める予定であります。 

 また、平成２５年度から県営事業として着手いたしました中山間地域総合整備事業につきましては、本農道、

原排水路、大谷下池ほか４地区の工事も順調に進んでおり、平成３０年度事業完成に向けて今後も事業を進捗し

てまいります。 

 次に、県営ため池整備事業につきましては、平成２６年度に採択されました日笠下地区の上見池が平成２８年

度から本体工事に着手し、平成３０年度中の完成を見込んでおります。 

 次に、広域農道につきましては、東部２期地区の佐伯田土地区から岸野寺谷地区では現在工事が進んでおりま

すが、早期完成に向けて予算措置等を関係機関に要望してまいります。 

 次に、昨年７月の梅雨前線による大雨及び台風３号による豪雨で、九州北部の大分県、福岡県で甚大な被害が

出たことは記憶に新しいところであります。また、マグニチュード８程度の地震が３０年以内に発生する確率が

７０％から８０％と非常に高い南海トラフを中心とする大地震等について、住民の生命、財産を地震、風水害等

から守るため、自助、共助の役割を担う自主防災組織への支援を行うとともに、地域防災の担い手となる防災士

の育成、支援についても引き続き取り組み、現在防災士の受講をされている方がございますが、ぜひこれからも

多くの防災士を置きながら、地域の安全・安心のために努めてまいります。特に地域と行政が一体となった地域

防災力の向上に努めなければならないと考えております。また、災害時等有事の際の住民の安全かつ迅速な避難

行動を確保するために、平成２６年度に作成したハザードマップについては、現在、岡山県が進めている土砂災

害特別警戒区域の調査・指定状況を踏まえて更新作業を行い、緊急地震速報や弾道ミサイル発射情報など対処に

時間的余裕のない事態に関する緊急情報の伝達手段である「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」について

は、機器の更新に併せて、住民への迅速な情報伝達手段確立のために、屋外スピーカーと連動したシステムを平

成３０年度に整備します。 

 そして、大規模な災害が発生した場合を想定し、必要とされる食料その他の物資についても、平成２９年度に

策定した和気町備蓄計画に基づき、引き続き整備を進めます。 

 安全で安心して暮らせる社会の実現のために、町民一人ひとりの危機管理意識の高揚に努めるとともに、関係

機関・団体とも連携し、さらなる防災・防犯体制の強化に努めてまいります。 

 次に、安全な水の安定供給と適切な生活排水などの処理に関連いたしまして、本荘第２排水機場のポンプ増設

工事につきましては、平成２９・３０年度継続費で事業を実施し、早期利用開始に向け整備を進めてまいりま

す。 

 以上、平成３０年度の町政運営について、私の考えを述べさせていただきました。地方創生への取り組みを軌

道に乗せながら、希望ある未来に向け、町民の皆さまの力を結集し、全国に誇れる「人かがやき 共に支え合う

 快適で 健やかなまち」の実現をめざして邁進してまいりますので、議会議員皆様をはじめ、関係諸団体、さ

らには町民のみなさんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、平成３０年度の施政方針とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

（日程第５） 

○議長（当瀬万享君） 日程第５、議員報告第１号厚生産業常任委員会の閉会中における調査研究結果の報告に

ついてを議題とします。 

 議員報告第１号について、委員長から報告を求めます。 

 厚生産業常任委員長 山本君。 

○厚生産業常任委員長（山本 稔君） 皆さん、おはようございます。 
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 厚生産業常任委員会の委員長報告をさせていただきます。 

 去る２月２日午後１時より、委員全員、町長、副町長、産業建設部長、まち経営課長ほか出席のもと、尾水尾

池工事についての審議を行いました。 

 まず、尾水尾池工事において、今グラウト工法で工事中、事故が発生し、堤体が高さ５メートル、幅３２メー

トルにわたり崩落し、機械自体が破損したが、作業員は避難しており人的被害はなかったことが報告されまし

た。この後、委員から、ほかではこのような事故はないのかという質問に、グラウト工事では非常に珍しいとの

回答がありました。 

 赤坂の方でグラウト工法で堤防自体が弱体化して同じようなことになったのは聞いたことがあるという意見も

出ております。 

 原因はとの質疑に、土が腐っておることが原因のようであるが、詳しくはわからないとの答弁があり、堤体の

やり直しをして、責任分野をきっちりしてもらうようにしたらどうかなどの意見があり、現地視察を行いまし

た。 

 現地視察の結果、一からやり直しをしないとだめであるとのことが委員の意見でありました。 

 なお、償還助成事業で一部着手しているので、工法の変更と規模が大きくなるということで、事業の手法は変

わらないので、地区住民と話し合いをして今後の方針が決定したら、議会に提出をし、説明をするようお願い

し、委員会を終了しました。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 以上で議員報告第１号を終わります。 

 ここで１０時１５分まで暫時休憩といたします。 

               午前 ９時５８分 休憩 

               午前１０時１５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（日程第６） 

○議長（当瀬万享君） 日程第６、選挙第１号田原用水組合議会議員の選挙を行います。 

 ここで事務局長に説明させます。 

 事務局長 田村君。 

○事務局長（田村正晃君） 選挙第１号説明した。 

○議長（当瀬万享君） お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって田原用水組合議会議員の選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって、私が指名することに決定しました。 

 ここで、推薦名簿を配付します。しばらく時間をいただきます。 

 お配りの名簿は、石生地区を通じまして、町長から山本厚生産業常任委員長へ推薦のあった方々です。 

 私は、田原用水組合議会議員に原 学君、杉本 巧君、片山安茂君、近藤憲一君の４名の方を指名いたしま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま私が指名しました原 学君、杉本 巧君、片山安茂君、近藤憲一君の４名の方を田原用水組合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました原 学君、杉本 巧君、片山安茂君、近藤憲一君の４名の方が田原用水組

合議会議員に当選されました。 

（日程第７） 

○議長（当瀬万享君） 日程第７、諮問第１号及び諮問第２号の２件を一括議題とし、提出者の説明を求めま

す。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、本日提案いたしております諮問第１号及び諮問第２号について説明並びに朗

読を行います。 

 まず、諮問第１号の人権擁護委員の推薦についてでありますが、本年６月３０日をもって任期満了となります

人権擁護委員の日笠民子氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見

を求めるものでございます。 

 それでは、議案書の４ページを朗読いたします。 

               〔議案朗読〕 

 なお、参考資料といたしまして、日笠民子氏の経歴を裏面に掲載いたしております。 

 次に、諮問第２号の人権擁護委員の推薦についてでありますが、本年６月３０日をもって任期満了となる人権

擁護委員、杉本晴彦氏を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものでございます。 

 それでは、議案書６ページを朗読いたします。 

               〔議案朗読〕 

 なお、参考資料といたしまして、杉本晴彦氏の経歴を裏面に載せておりますので、参考にしていただき、ご審

議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） これから諮問第１号及び諮問第２号の２件の質疑を行います。 

 まず、諮問第１号についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に諮問第２号についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、諮問第１号及び諮問第２号の２件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 諮問第１号は、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議あり
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ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって諮問第１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 お諮りします。 

 諮問第１号は、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから諮問第１号人権擁護委員の推薦について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 諮問第１号は、適任とすることに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立全員です。 

 したがって諮問第１号は、適任と答申することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 諮問第２号は、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって諮問第２号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 お諮りします。 

 諮問第２号は、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから諮問第２号人権擁護委員の推薦について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 諮問第２号は、適任とすることに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立全員です。 

 したがって諮問第２号は、適任と答申することに決定しました。 

（日程第８） 

○議長（当瀬万享君） 日程第８、議案第１号及び議案第２号の２件を一括議題とし、提出者の説明を求めま

す。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは次に、議案第１号と議案第２号についての提案理由を説明します。 

 まず、議案第１号の和気町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変更についてであ

りますが、和気町過疎地域自立促進市町村計画を変更することについて、過疎地域自立促進特別措置法の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第２号和気町立学校・園統廃合整備基本計画の変更についてでありますが、和気町議会の議決すべ

き事件を定める条例の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 和気小学校整備事業及び小学校・園空調機整備事業における財源内訳の地方債について、当初は工事費のみで

計上していましたが、事務費分を増額したことにより変更するものであります。 
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 また、本荘小学校プール建設事業における財源内訳の地方債について、予算編成時に義務教育施設債で計上い

たしておりましたが、ヒアリングの結果、合併特例債の充当が可能となったことにより変更するものでありま

す。 

 更に、和気地域で運行しておりますスクールバス５台分の車庫を和気小学校西側駐車場に建築するため追加す

るものであります。 

 また、和気小学校の児童増加により水量不足を生じていることから、低水圧の改善を行う必要があるため追加

するものであります。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長及び担当課長に説明させますので、ご審議、ご

議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第１号及び議案第２号の２件、順次細部説明を求めます。 

 地域審議監 大石君。 

○地域審議監（大石浩一君） 議案第１号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 議案第２号説明した。 

（日程第９） 

○議長（当瀬万享君） 日程第９、議案第３号から議案第１７号までの１５件を一括議題とし、提出者の説明を

求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第３号から議案第１７号までの１５議案について提案理由を説明いたし

ます。 

 初めに、議案第３号の平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）についてでありますが、この補正は既

定の予算から歳入歳出それぞれ１億６，１９２万１，０００円を減額し、予算総額を９３億２，３７６万３，０

００円とするものであります。今回の補正の主なものとして、歳入では町民税の増額、市町村たばこ税の増額、

国庫補助金の地方創生推進交付金の減額、県補助金の農業振興関係補助金の減額、農業用施設災害復旧費県補助

金の増額、財政調整基金繰入金の減額で、歳出では自治振興費の減額、高齢者福祉費の減額、保健衛生総務費の

減額、ごみ処理施設建設費の減額、農業振興費の減額、林業振興費の増額、道路橋梁総務費の減額、都市計画総

務費の減額、街路事業費の減額、事務局費の減額、農業用施設災害復旧費の増額、その他各事業費の確定に伴う

減額等によるものであります。 

 次に、議案第４号の平成２９年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、こ

の補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ５，０２７万２，０００円を減額し、予算総額を２２億４，７１５万

９，０００円とするもので、内容としては、前期高齢者交付金の増額、国庫支出金、療養給付費交付金、共同事

業交付金等の減額、歳出では総務費、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出金、保険事業

費の減額、予備費の調整によるものです。 

 次に、議案第５号平成２９年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）についてであります

が、この補正は日笠診療所勘定で既定の予算に歳入歳出それぞれ４万５，０００円を追加し、予算総額を２，５

３３万１，０００円とするもので、内容としては、繰入金、諸収入等の増額、診療収入の減額、歳出では医業費

の増額、総務費、予備費の減額によるものです。 

 また、塩田診療所勘定では、既定の予算から歳入歳出それぞれ２８万５，０００円を減額し、予算総額を３４

２万１，０００円とするもので、内容としては、診療収入の減額、総務費、医業費の減額によるものです。 

 次に、議案第６号の平成２９年度和気町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、
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この補正は既定の予算に歳入歳出それぞれ４６２万３，０００円を追加し、予算総額を２億４，１９３万２，０

００円とするもので、内容としては後期高齢者医療保険料の増額、一般会計繰入金、諸収入の減額、後期高齢者

医療広域連合納付金の増額、歳出では諸出金の減額によるものです。 

 次に、議案第７号の平成２９年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、保険事

業勘定では、既定の予算から７３７万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ１７億８，４６７万２，０００

円とするものであります。内容は、歳入では１号被保険者保険料と一般会計繰入金の減額、歳出では臨時職員に

係る人件費、各種委員や講師の報酬、謝礼等を初めとする不用額を減額し、予備費で調整するものであります。 

 サービス事業勘定については、既定の予算から４７４万２，０００円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ

１，１９６万３，０００円とするものであります。内容は、歳入では介護予防サービス計画費収入と一般会計繰

入金の減額、歳出では臨時職員に係る人件費とケアプラン作成委託料等の不用額を減額するものであります。 

 次に、議案第８号の平成２９年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）についてで

ありますが、この補正は歳出のみの補正で、予算総額に変更はありません。主な内容は、事業費を減額し、予備

費で調整するものであります。 

 次に、議案第９号の平成２９年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）についてであります

が、この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ２５万８，０００円を減額し、予算総額を９，２０８万４，０

００円とするもので、主な内容は、歳入では使用料を減額し、歳出では終末処理施設管理費、管渠維持管理費を

減額し、公債費では利子償還金を減額し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１０号の平成２９年度和気町駐車場事業特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、こ

の補正は、和気駅前駐車場増設に伴う測量設計を予定しておりましたが、ＪＲを初め関係機関との協議に不測の

日数を要したため繰り越すものであります。 

 次に、議案第１１号の平成２９年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）についてであります

が、この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ５７万８，０００円を減額し、予算総額を１２億８，６４１万

円とするものであります。主な内容は、歳入では受益者負担金、一般会計繰入金を追加し、使用料を減額し、歳

出では終末処理施設管理費の増額、公共下水道事業費として委託料を減額しております。また、公債費では利子

償還金を減額し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１２号の平成２９年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でありますが、この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ３１９万３，０００円を減額し、予算総額を歳入歳

出それぞれ３億５，９４６万２，０００円とするもので、主な内容は、歳入では受益者分担金の増額、使用料、

支障移転工事補償金の減額、歳出では管渠維持管理費として修繕料の増額、支障移転工事費の減額、公債費では

利子償還金を減額し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１３号の平成２９年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第３号）についてでありま

すが、この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ１，４３２万３，０００円を減額し、予算総額を４億４３万

３，０００円とするもので、主な内容は、歳入では使用料を減額し、歳出では管理運営費を減額し、予備費で調

整するものであります。 

 次に、議案第１４号の平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）についてであり

ますが、この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ１，５４０万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ３

億２，３２８万６，０００円とするもので、主な内容は、歳入では町債の減額、歳出では事業費を減額し、予備

費で調整するものであります。 

 次に、議案第１５号の平成２９年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、

この補正は既定の予算から歳入歳出それぞれ１億６，７８４万５，０００円を減額し、予算総額を１億２，１３
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５万６，０００円とするもので、主な内容は、歳入では一般会計繰入金、地域開発事業債を減額し、歳出では工

事請負費、公有財産購入費を減額し、予備費で調整するものであります。 

 次に、議案第１６号の平成２９年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、収益的

支出では既定の予算から２６４万４，０００円を減額し、収益的支出の予定額を７，６４１万円とするものであ

ります。主な内容は、配水及び給水費として修繕料、消費税及び地方消費税を減額するものであります。 

 次に、議案第１７号の平成２９年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、収益

的収入では、既定の予算から４万８，０００円を減額し、収益的収入の予算を１億６，０９０万４，０００円

に、収益的支出では既定の予算に１３２万５，０００円を追加し、収益的支出の予算を１億７，７６２万８，０

００円に、資本的収入では既定の予算から３，６４３万６，０００円を減額し、資本的収入の予算を４，１７７

万４，０００円に、資本的支出では既定の予算から３，６４３万６，０００円を減額し、資本的支出の予定額

６，５９４万１，０００円とするものであります。主な内容は、収入では企業債、工事負担金を減額し、支出で

は配水管布設工事費を減額するものであります。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長及び担当課長に説明させますので、ご審議、ご

議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第３号から議案第１７号までの１５件、順次細部説明を求めます。 

 まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 議案第３号説明した。 

○議長（当瀬万享君） ここで１１時２５分まで暫時休憩とします。 

               午前１１時１０分 休憩 

               午前１１時２５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 議案第３号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） 議案第４号・議案第５号・議案第６号説明した。 

○議長（当瀬万享君） ここで１３時まで暫時休憩とします。 

               午前１１時５５分 休憩 

               午後 １時００分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 議案第７号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第８号・議案第９号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第１０号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第１１号・議案第１２号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第１３号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 生活環境課長 岡本君。 
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○生活環境課長（岡本芳克君） 議案第１４号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 議案第１５号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第１６号・議案第１７号説明した。 

（日程第１０） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１０、議案第１８号から議案第２７号までの１０件を一括議題とし、提出者の説

明を求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第１８号から議案第２７号までの１０議案についての提案理由の説明を

行います。 

 まず、議案第１８号の和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであ

りますが、学識経験者に委員を依頼した場合の報酬額について新たに区分を設けるものであります。 

 次に、議案第１９号の和気町公民館条例の一部を改正する条例についてでありますが、学校・園統廃合により

現在未利用施設になっている旧和気幼稚園及び旧石生幼稚園について、地元区及び地区館長等から要望があり、

近隣敷地内にある既存の地区公民館と一体的に利活用するため、地区公民館として新たに施設を追加するもので

あります。 

 次に、議案第２０号の和気町公民館使用条例の一部を改正する条例についてでありますが、地区公民館として

新たに旧幼稚園施設を追加することに伴い、地区館使用料の追加を行うものであります。 

 次に、議案第２１号の和気町立体育館条例の一部を改正する条例についてでありますが、和気町佐伯体育館は

現在佐伯中学校の体育館として利用しているが、老朽化により改修の必要があり、施設改修に伴い学校施設環境

改善交付金の交付を受ける際に当該施設が学校施設であることが必要条件であるため、削除するものでありま

す。 

 次に、議案第２２号の和気町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、高齢

者の医療の確保に関する法律に第５５条の２の規定が新設されたため、和気町後期高齢者医療に関する条例に１

項目条文を追加し改正するものであります。 

 次に、議案第２３号の和気町介護保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、平成３０年度から３

２年度までの第７期介護保険事業計画期間中の第１号被保険者の介護保険料について、標準保険料を現行の年額

６万円を７万８００円に、月額にしますと５，０００円を５，９００円ということに改定することを主な内容と

して、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第２４号の和気町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の制定について

でありますが、法令改正により居宅介護支援事業の指定や指導権限が都道府県から市町村に移管されることに伴

い、当事業の人員及び運営の基準について国が示す基準に従い町の条例で定めるものです。 

 次に、議案第２５号の和気町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてでありますが、介護医療院の創設などを内容とする介護保険法等の改正により、市町村が国の示

す基準に準拠して定める既存の町の基準条例に改正の必要が生じ、改正箇所が多いため全部改正とするものであ

ります。 

 次に、議案第２６号の和気町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてで

ありますが、前の議案第２５号と同様の理由で、国の示す基準に準拠して定める既存の町条例に改正の必要が生



- 21 - 

じたもので、本件も全部改正とするものであります。 

 次に、議案第２７号の和気町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、これも前議案と同様

の理由で、国の示す基準に準拠して定める既存の町条例に改正の必要が生じたもので、本件も全部改正とするも

のであります。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長及び担当課長に説明させますので、ご審議、ご

議決賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第１８号から議案第２７号までの１０件、順次細部説明を求めます。 

 総務部長 竹中君。 

○総務部長（竹中洋一君） 議案第１８号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 議案第１９号・議案第２０号・議案第２１号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） 議案第２２号説明した。 

○議長（当瀬万享君） ここで２時１５分まで暫時休憩とします。 

               午後２時０１分 休憩 

               午後２時１５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 議案第２３号・議案第２４号・議案第２５号・議案第２６号・議案第２７号説

明した。 

（日程第１１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１１、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算についてを議題とし、提出

者の説明を求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第２８号の平成３０年度和気町一般会計予算について提案理由を説明し

ます。 

 平成２９年度の決算見込みは先ほど申し上げたとおりでございますが、平成３０年度予算は、健全で持続可能

な財政を基本として総合振興計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略を踏まえ、創意と工夫により 大の行政

効果が得られるよう取り組んでまいります。 

 平成３０年度の経済見通しでは、景気の緩やかな回復基調の中、今後も続くとされている雇用、所得環境の改

善傾向が地方へも徐々に波及する一方、法人町民税は増額を見込んでおり、町民税総額は前年度を下回る見込み

です。また、地方交付税についても、合併特例により増額されていた普通交付税が更に縮減されることから、減

額を見込んでおります。歳出では、義務的経費のほか、全国瞬時警報システム関連工事、スクールバス車庫建築

工事、新和気小の低水圧改善事業を推進してまいりたいと考えております。 

 一般会計の予算規模は７３億５，０００万円で、前年度予算に対して１９．２％、１７億５，０００万円の減

額となっております。歳入の主なものは、町税が前年度当初比で１．８％減の１５億１，９７６万８，０００

円、地方交付税は普通交付税において合併特例増加分が更に縮減されることを見込み、前年度当初比１．５％減

の３３億円、特別交付税においては前年度の決算額等から３億８，０００万円を計上いたしております。国庫支

出金では民生費国庫負担金、総務費国庫補助金を主に４億７６２万１，０００円を、県支出金では民生費県負担
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金、農林水産業費県補助金など４億２，０２１万３，０００円を見込んでおります。繰入金は収支不足によりや

むを得ず財政調整基金から２億円を取り崩すことといたしております。繰越金は前年度繰越金として４，０００

万円を計上し、町債では過疎対策事業債を３，５４０万円、合併特例事業債を８，２００万円、臨時財政対策債

２億４，０００万円など、前年度当初比７５．４％減の４億３，８２０万円となっております。 

 次に、歳出では、性質別で人件費、扶助費及び公債費を合算した義務的経費が２８億８，７２４万５，０００

円で全体の３９．３％を占め、次いで物件費、維持補修費及び補助費等の消費的経費が２４億２，４５３万４，

０００円で、構成比３３％、投資的経費３億３，１９２万７，０００円で、構成比４．５％、積立金、繰出金、

その他が１６億５，３９６万１，０００円で、構成比２２．５％となっております。投資的経費の主なものは、

全国瞬時警報システム関連工事費等２，３１０万円、新和気小スクールバス車庫建築工事２，９４２万円、低水

圧改善事業３，９３０万円などであります。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、まち経営課長に説明させますので、ご審議、ご議決賜り

ますようよろしくお願いします。 

 なお、首長選挙のことから、骨格予算になっておることを申し添えておきます。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第２８号の細部説明を求めます。 

 まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 議案第２８号説明した。 

○議長（当瀬万享君） ここで３時２５分まで休憩といたします。 

               午後３時０８分 休憩 

               午後３時２５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 議案第２８号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 ５日は、午前９時から本会議を開会いたします。ご出席方よろしくお願いします。 

 本日は、これで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

               午後４時０４分 散会 
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               午前９時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（当瀬万享君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、９名、欠席１名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（当瀬万享君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

 ここで、３月２日、議会運営委員会を開き、協議した結果について委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本泰正君） おはようございます。 

 それでは、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 ３月２日午後４時１０分から本庁舎３階第２会議室におきまして、議会運営委員会委員全員、執行部から町

長、副町長、担当部長出席のもと、今期定例会の一般質問の議事日程等について協議をいたしました。その結果

をご報告いたします。 

 まず、執行部から、議案第１９号和気町公民館条例の一部を改正する条例について議案の訂正をお願いしたい

という申し出がございました。協議した結果、本日お手元の日程のとおり、日程第１として議案の訂正の件を加

えることといたしました。 

 次に、一般質問につきましては、３月１４日、１５日、両日一般質問を予定いたしておりましたが、通告者が

５名でございます。議会運営委員会で協議した結果、３月１５日午後１時から開会する予定の一般質問は休会と

いたしまして、３月１４日のみ一般質問を開催するということに決定をいたしました。 

 以上、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 先ほど議会運営委員長の報告のとおり、３月１５日を休会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって３月１５日は、休会とすることに決定しました。 

（日程第１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１、議案訂正の件を議題にします。 

 町長から議案訂正の理由の説明を求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） おはようございます。 

 議案の訂正についての提案理由の説明をさせていただきます。 

 先日、初日の和気町公民館使用条例の一部を改正する条例について、いろいろと訂正の箇所について、事前に

チェックができていなくて申しわけございませんでした。 

 今議会、第１日目に上程、説明させていただきました議案第１９号の和気町公民館条例の一部を改正する条例
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についてでございますが、同じく今回上程、説明させていただきます議案第２０号の和気町公民館使用条例の一

部を改正する条例との整合性がとれてないということのご指摘をいただきました。本当におわびし訂正させてい

ただきます。 

 なお、詳細につきましては、社会教育課長の方から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、訂正箇所の説明を求めます。 

 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） それでは、議案第１９号について、和気町公民館条例の一部を改正する条例に

ついて訂正をご説明いたします。 

 今日お配りした２枚物の冊子をお開きください。 

 議案第１９号和気町公民館条例の一部を改正する条例について。和気町公民館条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり提出する。 

 次のページをお願いいたします。 

 和気町条例第２号、和気町公民館条例の一部を改正する条例。和気町公民館条例の一部を次のように改正す

る。第３条第１項第２号の表を次のように改める。 

 先般は、和気地区公民館の後へ同じく和気地区公民館として和気町和気２０４番地を追加と申しましたが、和

気地区公民館別館に訂正してください。同じく、下の段でございます、石生地区公民館と申しましたが、石生地

区公民館別館に訂正してください。和気町田原下１５１８番地でございます。 

 理由につきましては、議案第２０号におきまして、使用料の料金表におきましては別館という明記がございま

すので、名称にも別館とつけなければ整合性が合わないというご指摘がございまして、もちろんそれが妥当と思

いますので、ここで議案の訂正をお願いしたわけでございます。大変申しわけございませんでした。ご迷惑をお

かけしました。 

○議長（当瀬万享君） お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案訂正の件を許可することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案訂正の件を許可することに決定しました。 

（日程第２） 

○議長（当瀬万享君） 日程第２、議案第２９号から議案第４３号までの１５件を一括議題とし、提出者の説明

を求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第２９号から議案第４３号までの１５議案につきまして提案理由の説明

をいたします。 

 まず、議案第２９号の平成３０年度和気町国民健康保険特別会計予算についてでありますが、国民健康保険は

医療費の増大や少子化の進展による現役世代の負担の増加等問題を抱えていることから、医療保険制度の安定化

と世代間の負担の公平化を目指し、平成３０年度から制度改正が行われます。この制度改正により、県が財政運

営の主体となって市町村とともに国保運営を担うことになります。予算において大きく変わるところは、２点ご

ざいます。まず１点目は、歳入において県補助金の普通交付金です。これは、保険給付費として支出された費用

の全額が県から交付されるものであります。もう一点は、歳出において国民健康保険事業費納付金が創設された

ことです。これは、県が市町村ごとに医療費水準や所得水準を基に算出した額で、この額を納付金という形で県

に納める必要があります。ほかにも制度改正により追加、廃止となった予算科目がありますが、これは後ほどの
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説明とあわせてさせていただきます。平成３０年度の国保会計ですが、国保全体の被保険者数は少子化の影響で

減少傾向にあります。また、先ほどお話ししました制度改正により、国庫補助金等を県が受け入れることから、

会計全体の予算規模は縮小しております。歳入では、保険税２億６，１６２万５，０００円、県支出金１５億

１，１６８万８，０００円を計上し、歳出では保険給付費で１４億９，８７１万７，０００円、国民健康保険事

業費納付金３億９，１１０万４，０００円を計上し、会計全体では１９億８，５００万円を計上いたしておりま

す。 

 次に、議案第３０号の平成３０年度和気町国民健康保険診療所特別会計予算についてでありますが、日笠診療

所勘定では、診療収入１，４１１万７，０００円等を見込み、歳出では総務費１，５６４万７，０００円、医業

費の医薬材料費７００万円等を計上し、会計全体では２，４３０万円を計上いたしております。そして、塩田診

療所勘定の歳入では、診療収入２０９万９，０００円等を見込み、歳出では総務費で２２０万２，０００円、医

業費の医薬材料費６０万円等を計上し、会計全体では３１６万円を計上いたしております。 

 次に、議案第３１号の平成３０年度和気町後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、歳入では、後

期高齢者医療保険料１億８，８８０万９，０００円、一般会計繰入金７，４６８万４，０００円を見込み、歳出

では、後期高齢者医療広域連合納付金２億５，５７０万８，０００円等を計上し、会計全体では２億７，０００

万円を計上いたしております。 

 次に、議案第３２号の平成３０年度和気町介護保険特別会計予算についてでありますが、保険事業勘定歳入で

は、介護保険料３億８，５４３万４，０００円、国県支出金及び支払基金交付金１１億６，４５５万５，０００

円、一般会計繰入金２億７，５３８万６，０００円等を見込み、歳出では、総務費で４，８１８万５，０００

円、保険給付費で１６億７，９８３万８，０００円、地域支援事業費９，１５８万１，０００円を主に計上して

おります。そして、サービス事業勘定歳入では、介護予防サービス計画費収入５５２万５，０００円、一般会計

繰入金１，０２２万８，０００円等を見込み、歳出では、介護予防支援事業費１，５６６万２，０００円等を計

上し、会計全体で１８億４，１１９万４，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第３３号の平成３０年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算についてでありますが、

歳入では、使用料４８万４，０００円、一般会計繰入金３６０万円等を見込み、歳出では、合併処理浄化槽事業

費２４７万２，０００円、公債費で１７８万６，０００円等を計上し、会計全体では４３２万２，０００円を計

上いたしております。 

 次に、議案第３４号平成３０年度和気町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでありますが、歳入で

は、住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金２３万４，０００円、貸付金元利収入１２６万８，０００円等を見

込み、歳出では、一般管理費３１万４，０００円、公債費で３４万７，０００円等を計上し、会計全体では１６

３万３，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第３５号の平成３０年度和気町農業集落排水事業特別会計予算についてでありますが、歳入では、

使用料１，０１３万８，０００円、一般会計繰入金５，９００万円、資本費平準化債として９２０万円等を見込

み、歳出では、終末処理施設管理費１，２５７万３，０００円、管渠維持管理費として５０３万１，０００円、

農業集落排水事業費５０万円、公債費で５，８７８万５，０００円等を計上し、会計全体では８，２８６万２，

０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第３６号の平成３０年度和気町駐車場事業特別会計予算についてでありますが、歳入では、駐車場

使用料９８７万３，０００円を見込み、歳出では、駐車場管理運営に係る費用８１７万５，０００円等を計上

し、会計全体では１，４２０万５，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第３７号の平成３０年度和気町公共下水道事業特別会計予算についてでありますが、歳入では、下

水道使用料２億２，７７６万３，０００円、一般会計繰入金６億１，１５０万円、公共下水道事業債として５億
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３，１００万円等を見込み、歳出では、終末処理施設管理費として９，４８８万３，０００円、管渠維持管理費

として２，２４７万９，０００円、雨水排水機場管理費２，０８４万１，０００円、公共下水道事業費４億１，

２２４万８，０００円、公債費で７億９，０２３万１，０００円等を計上し、会計全体では１３億８，１７４万

円を計上いたしております。なお、本荘第２排水機場増設事業として、平成２９年度から２カ年の継続費でポン

プ増設工事を実施いたしております。 

 次に、議案第３８号の平成３０年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算についてでありますが、

歳入では、下水道使用料５，５２８万２，０００円、一般会計繰入金２億１，５００万円、資本費平準化債５，

６００万円等を見込み、歳出では、終末処理施設管理費２，４０９万７，０００円、管渠維持管理費として１，

６８７万４，０００円、特定環境保全公共下水道事業費１９６万円、公債費で２億７，５７５万３，０００円等

を計上し、会計全体では３億３，３１０万７，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第３９号の平成３０年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計予算についてでありますが、歳入で

は、事業収入といたしまして３億８０３万７，０００円を見込み、歳出では、事業費の管理運営費として３億

６，７２５万８，０００円等を計上し、会計全体では４億２２万２，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第４０号の平成３０年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計予算についてでありますが、歳入で

は、繰越金２億４，４０２万１，０００円等を見込み、歳出では、事業費２９０万９，０００円を計上し、会計

全体では２億４，４０９万６，０００円を計上いたしております。 

 次に、議案第４１号の平成３０年度和気町地域開発事業特別会計予算についてでありますが、歳入では、一般

会計繰入金３２０万円、地域開発事業債として３億５，２５０万円等を計上し、歳出では、造成工事費２億４，

９００万円、補償補填及び賠償金９，９３０万円等を計上し、会計全体で３億５，５８４万６，０００円を計上

いたしております。 

 次に、議案第４２号の平成３０年度和気町上水道事業会計予算についてでありますが、給水戸数を２，２１８

戸、年間総給水量６３万８，８３０立方メートル、１日平均給水量１，７５０立方メートルで算定し、収益的収

入予算は９，４７６万９，０００円、収益的支出予算は７，９５７万２，０００円となり、収入予算が支出予算

を上回っております。また、資本的支出予算では、企業債償還金６８８万６，０００円を計上しております。こ

れらの財源として、工事負担金８２万２，０００円を充当いたしており、不足分については過年度損益勘定留保

資金で補填いたします。 

 次に、議案第４３号の平成３０年度和気町簡易水道事業会計予算についてでありますが、給水戸数は３，７５

１戸、年間総給水量１０１万３，０７０立方メートル、１日平均給水量２，７７６立方メートルで算定し、収益

的収入予算１億５，７４４万６，０００円、収益的支出予算は１億７，１８６万５，０００円となり、支出予算

が収入予算を上回っております。また、資本的支出予算では、配水管布設工事費として６，３７０万円、企業債

償還金５，０７９万５，０００円を計上いたしております。これらの財源として、企業債５，３７０万円、出資

金２，５３９万８，０００円、工事負担金１，０８２万２，０００円を充当しており、不足分については過年度

損益勘定留保資金で補填いたします。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、各担当部長及び担当課長に説明させますので、ご審議、

ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第２９号から議案第４３号までの１５件、順次細部説明を求めます。 

 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） 議案第２９号・議案第３０号・議案第３１号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 議案第３２号説明した。 
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○議長（当瀬万享君） ここで１０時２５分まで暫時休憩とします。 

               午前１０時０９分 休憩 

               午前１０時２５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第３３号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 総務部長 竹中君。 

○総務部長（竹中洋一君） 議案第３４号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第３５号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第３６号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第３７号・議案第３８号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第３９号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 生活環境課長 岡本君。 

○生活環境課長（岡本芳克君） 議案第４０号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 議案第４１号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第４２号・議案第４３号説明した。 

（日程第３） 

○議長（当瀬万享君） 日程第３、議案第４４号権利の放棄についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第４４号の権利の放棄についてでありますが、この議案は地方自治法第

９６条第１項第１０号の規定によるもので、平成１５年度から平成２６年度までの水道料金１４３件、１９６万

９，１９０円の債権放棄の議決をお願いするものであります。 

 以上、説明しましたが、詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議、ご議決賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第４４号の細部説明を求めます。 

 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） 議案第４４号説明した。 

（日程第４） 

○議長（当瀬万享君） 日程第４、議案第４５号和気町道路線の認定についてを議題とし、提出者の説明を求め

ます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、議案第４５号の和気町道路線の認定についてでありますが、道路法の規定に

より、和気町道路線として変更路線の認定をいたしたく、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、説明申し上げましたが、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、ご審議、ご議決賜り
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ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第４５号の細部説明を求めます。 

 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第４５号説明した。 

○議長（当瀬万享君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 明日は休会とし、７日は午前９時から本会議を開会しますので、ご出席方よろしくお願いします。 

 本日は、これで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

               午前１１時２７分 散会 
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               午前９時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（当瀬万享君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、９名です。欠席１名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（当瀬万享君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

（日程第１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１、議案第１号及び議案第２号の２件の質疑を行います。 

 まず、議案第１号和気町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変更についての質疑

はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第１号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１号を総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第２号和気町立学校・園統廃合整備基本計画の変更についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第２号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２号を和気町学校・園再編成整備事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は、和気町学校・園再編成整備事業特別委員会に付託することに決定しました。 

（日程第２） 

○議長（当瀬万享君） 日程第２、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）についての質疑

を行います。 

 質疑をされる方は、ページ数と項目を明確にされ、質疑願います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 失礼します。 

 ５３ページの都市計画費ですか、総務費、調査委託料が１，０００万円減額ということで、これはかねてから

言われていた都市型のマンションというんですか、そういうものの誘致をするというそういうことの事業を見送

りといいますか、そういうふうなニュアンスで捉えていいんですかね。それとも、とりあえず調査をしてないの

で減額したと、それだけのことなのか、今後のあり方はどうしていかれるのかお聞きしたいと思います。 

 それから、ページがちょっと前後しますが、４２ページの地域おこし協力隊員報酬――企画費のとこです―― 

報酬でマイナス３５０万円というのがありますが、これは隊員が誰かやめられたのか、どういうことなのか。現

状はそれで今何人の隊員になられているのか教えていただきたいと思います。 
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 それから、負担金・補助及び交付金、４４ページ、総務費の総務管理費のところ、赤磐市の広域路線バス運行

事業負担金が３０７万３，０００円減額というのは、これはどういうことでこういうふうになったのか。特に移

動はなかったと思うんですけど、どういうことなのかちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 

 あとは、これはついでなので、同じところの４４ページの公共交通の実証実験運行委託料の３００万円減、こ

れはどういうことなのか。恐らく実験がもうちょっと先になるということだろうと思うんですけど、その辺ちょ

っともう一遍詳しく教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 失礼いたします。 

 まず、５３ページの委託料、調査委託料の１，０００万円の減額でございますが、これにつきましては、議員

がおっしゃられましたように、駅前地区で計画しておりました大型集合住宅、いわゆるマンションの計画に伴い

まして、立地適正化計画というものを地方創生交付金の２分の１の補助を受けて行う予定でございました。これ

を計画をすることによりまして国庫補助金の上乗せがあるということで計画しておりましたが、ご承知のように

休止ということになりましたので、これを皆減するものでございます。 

○議長（当瀬万享君） 地方創生課長 野津君。 

○地方創生課長（野津浩之君） 失礼いたします。 

 ４２ページの地域おこし協力隊員の報酬の内訳でございますが、任期が年度途中で満了した者が１名、任期途

中で卒業した者が１名、また年度途中から採用となった者が１名おりましたため、その勤務をしていない月数分

減額というふうになってございます。 

 それから、現在の隊員は６名でございます。高校魅力化の事務で２名、また特産品開発等で商工会に１名、ま

た公営塾それから情報発信等でそれぞれ１名ということで、計６名の協力隊員が在籍をしておるところでござい

ます。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 ４４ページの赤磐市広域路線バス運行事業費負担金の減額でございますが、これは運行委託業務の入札の実施

によりまして、これまでの委託料が年額１，１１４万５，６００円だったものが、入札を実施したことによりま

して５１９万６，９６０円というふうになりました。これによりまして、赤磐市、和気町で負担しております分

の和気町負担分も減額になったものでございます。運行の委託先ですが、吉井観光バスからこのたびＳＲＴとい

う会社に変更になっております。 

 それから、次のご質問の公共交通実証実験の運行委託料マイナス３００万円の減ということですが、これは交

通体系の見直しに伴う実証実験を今年度予定しておりましたが、今年度は実施ができないということで見送るこ

ととしたものでございます。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はございませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３号を総務文教及び厚生産業の各常任委員会、ごみ処理施設整備事業特別委員会並びに和気町学校・園

再編成整備事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 
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 したがって議案第３号は、総務文教及び厚生産業の各常任委員会、ごみ処理施設整備事業特別委員会並びに和

気町学校・園再編成整備事業特別委員会に付託することに決定しました。 

（日程第３） 

○議長（当瀬万享君） 日程第３、これから特別会計補正予算１４件の質疑を行います。 

 初に、議案第４号から議案第１２号までの９件の質疑を行います。 

 まず、議案第４号平成２９年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についての質疑はありません

か。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第５号平成２９年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正

予算（第３号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第６号平成２９年度和気町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第７号平成２９年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３

号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第８号平成２９年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計補正予算（第２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第９号平成２９年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第３号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１０号平成２９年度和気町駐車場事業特別会計補正予算

（第２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１１号平成２９年度和気町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１２号平成２９年度和気町特定環境保全公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第４号から議案第１２号までの９件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４号から議案第１２号までの９件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号から議案第１２号までの９件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第１３号平成２９年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第３号）についての質疑を行
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います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第１３号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１３号を和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１３号は、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第１４号平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）についての質疑を

行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第１４号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１４号をごみ処理施設整備事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１４号は、ごみ処理施設整備事業特別委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第１５号から議案第１７号までの３件の質疑を行います。 

 まず、議案第１５号平成２９年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第２号）についての質疑はありませ

んか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１６号平成２９年度和気町上水道事業会計補正予算（第２

号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１７号平成２９年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第１５号から議案第１７号までの３件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１５号から議案第１７号までの３件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１５号から議案第１７号までの３件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

（日程第４） 

○議長（当瀬万享君） 日程第４、これから条例１０件の質疑を行います。 

 初に、議案第１８号から議案第２１号までの４件の質疑を行います。 
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 まず、議案第１８号和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての質疑

はありませんか。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） １６９ページにあります改正後の表ですが、地域公共交通、それからまち・ひと・しご

と創生出店支援補助金等の学識経験者１万１００円に上がっとるわけなんですが、それぞれどういう学識のある

人を対象に考えられてるんか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 総務部長 竹中君。 

○総務部長（竹中洋一君） 失礼いたします。 

 いずれの委員も、全て大学教授でございます。 

               （６番 山本泰正君「了解しました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はありますか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第１９号和気町公民館条例の一部を改正する条例についての

質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 学校統合の結果によって、幼稚園、日笠も含めて、和気、石生幼稚園、それから佐伯も

そうですよね。とりわけ日笠と佐伯の幼稚園についてはこれは外されていて、ここだけこう入れられとる。 

 それから、以前から和気地区では、固まったものではないようでございますが、学童保育はエスペランスでや

られているということですが、あ、エスペランスじゃねえ、あれは和が家でしたかね、どっちでしたかね、何か

エスペランスのすぐ前の施設でやられてたという経緯もあって、幼稚園をそこに学童保育なんかも使わせてほし

いというふうなこともあったんですけれど、それとは別に問題はないのかもしれませんけれども、あえて地域に

任せるというふうな考え方が幼稚園の利用であったんですけど、こういうふうにまた考え方を変えて、地区公民

館にというふうなことにされているわけで、その辺の経緯といいますか、この条例をつくる目的というか、それ

をもう一遍ちょっと教えていただきたいというふうに思うんですけど、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） これは学校の統廃合のときから、残りました幼稚園を地元管理にということ

で、地元で使わせてほしいという要望が地元の区長等からございまして、やっぱり地元のものですので、地元の

コミュニティ活動に使うのが一番よいと考えまして、また和気地区館、石生地区館はもう既に小学校は他の施設

に譲っているもんですから、消防等の操法の練習等もする会場がないということで地元から強い要望が出てきま

したので、このようにさせていただきました。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 地元からの要望というのがどうも、すっきり言われたんですけど、もうちょっと深いと

ころといいますか、もうちょっとかみ砕いて教えてほしいんですけど、どうもよく意味が通じない。地区公民館

になってももちろん学童保育には恐らく使えると思うんですけど、そういうふうな場合にはやっぱり無料で使っ

てもらえるとか、そういうふうな考え方というのが地区公民館にはあったんですかね。 

 それから、日笠の幼稚園、それから佐伯の幼稚園の部分です。こういう部分についてはこれはのけているんで

すけど、その辺はどういうふうに整合性をとってるんですか。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 和気と石生に関しましては、地元の区長と協議しまして学童保育はそちらの方

でやっていただき、無料ということで話をしております。 
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 また、今日笠と山田に関しましては、教育委員会でなくまち経営課の方で管理しておりますので、まち経営課

の方で回答をお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 こちらの旧幼稚園の取り扱いにつきましては、今社会教育課長の方から説明がございましたが、地区の各区長

の要望等によりまして 終的にこちら地区館にしておるわけですが、その前の経緯といたしまして、学校跡地の

検討委員会の方で今後の使用につきまして諮りました。そのテーブルの上で、当初石生小学校、和気小学校、日

笠小学校について協議したんですが、 終的に石生小学校、和気小学校については小学校が決まったことで幼稚

園は地区館として使うのが妥当であろうという答申、それからまた地区の方の要望に基づいてこの決定をいたし

ております。 

 それと、日笠、佐伯につきましては、検討委員会の方での検討に上がっとりませんので、今後の動向について

はこれから検討させていただくと。とりあえず今の和気、石生について今回公民館条例の方へ盛り込まさせてい

ただいたという状況でございます。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はございませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２０号和気町公民館使用条例の一部を改正する条例につい

ての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２１号和気町立体育館条例の一部を改正する条例について

の質疑はありませんか。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） ちょっとお尋ねしますが、これ中学校が管理するということで廃止条例なんですが、受

け皿が必要なんじゃないですか。といいますのが、廃止したら宙へ浮くようになって、学校の方の体育館の条例

なりで規定しないと、佐伯体育館は宙へ浮いてしまうようになるんじゃないかと思うんですが、このあたりの取

り扱いはどうなってますか。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 教育施設となりますので、学校施設台帳の方へ上げさせてもらうように用意し

ております。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） それは、一緒にここへ出すべき案件じゃないんですか。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 先ほど社会教育課長が申しましたように、今回この条例を廃止したことによって学

校施設に変わります。ただ、学校施設の施設台帳という文部科学省のヒアリング等がございますけれども、その

台帳の方に掲載をいたすことにしております。条例、規則の方で新しく中学校の体育館を制定するということは

ございません。あくまで施設台帳の方に掲載して、中学校の施設ということになってまいります。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 学校施設というのはそんな簡単なもん。台帳へ書きかえるだけで財産が増えたり減った

り、処分するのは台帳を書きかえるだけで、極論からいえば勝手に教育委員会ができるわけですか。ちょっと不

安というか、不信に思うんですが。 
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○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 私が認識している限り、学校施設については施設台帳管理ということで、年間県と

の審査がございます。再度、今議員おっしゃったように、確認させていただきまして、またご回答の方をさせて

いただきます。 

               （６番 山本泰正君「いいです」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はございませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） それで、町民が利用する場合は何か一般公開でやると言うた、その辺の使用料はどうい

うふうになるんですか、使用料等は。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 学校の校庭開放条例ですので、使用料はいただきません。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 使用料はいただかないと言うけど、以前はこれいただいとったのに、これは今度はいた

だかなくなって、その辺の整合性というか、それでいいんでしょうか。よくわからん、その辺が。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 今までは、和気町体育館と同じ扱いで一般利用ということで佐伯の体育館はど

この学校にも属していなかったもんで、一般利用ということで和気町体育館と同じ形態にしておりました。しか

し、佐伯中学校の体育館となって、すぐ料金を変えて学校施設にするということに、使用者がたくさんおりまし

たので、徐々に３年ぐらいかけて学校施設の方へ使用体系を戻そうということで、今年度戻させていただきまし

た。３年ぐらい前は２６万円ぐらい使用料がございまして、それから去年は３万円ぐらいですか、徐々に減って

いって、こういうのを浸透させていくことで３年ぐらいかけて改正させていただきました。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） だから、町外から利用とかそういう場合なんかも無料になるんですかね、その辺も含め

て。こっちの和気の体育館との差別化というか、それが出てくるんだけど、その辺は別に問題ないですか、変化

への対応は。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 急に変えたらやっぱり戸惑うことがありますので、３年ぐらい時間をいただい

て徐々に変えていますので、今は社会教育課の体育館の方へは苦情等は来ておりません。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はございませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第１８号から議案第２１号までの４件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１８号から議案第２１号までの４件を総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１８号から議案第２１号までの４件は、総務文教常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２２号から議案第２７号までの６件の質疑を行います。 
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 まず、議案第２２号和気町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての質疑はありません

か。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２３号和気町介護保険条例の一部を改正する条例について

の質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） １８％の値上げは、平均で５，０００円が５，９００円になるということで、かなり高

齢者の負担が増えるんじゃないかなという気がするんですけれど、その辺の心配というか、３万１，８６０円と

いう５％軽減ですか、それも残すということは出てるんですけれども、その辺がどうなんですかね。ほかの市町

村でもこういう値上げというか、それがあるんですか。その辺、本当を言うたら介護計画の全体を通して見てみ

ないとちょっとわからないところはあるんですけれど、前回が５，０００円だったかな、その前が４，６００円

幾らぐらいということで、今回は１８％ということで、前回は１１か１２ぐらいだったと思うんですけれど、か

なり値上げがきつくなってくるんじゃないかと。へえで、下手をしたら来年消費税がまた１０％になるかもしれ

ないとかいろいろ問題が出てくるので、その点も含めてもうちょっと解説してもらえますか。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 新たに定めます介護保険料についてですが、住民の皆さんに広くご負担をいただくものですから、私どもとい

たしましてもただの１００円でも安い設定ができればという思いは持っておりますが、提案理由、細部説明の中

でも申しましたとおり、介護給付に係る経費の２３％は６５歳以上の方で負担をしなくてはならないという規定

がございます。こういった中で、向こう３カ年の給付に係る費用を見込んだときに、どうしても５，９００円と

いう線は出てくるのかなというふうに思っております。 

 あわせまして、他の市町村の状況はということでございます。 

 いずれの市町村におきましても、この３月定例議会において介護保険料の改定の条例を提案するようになるは

ずでございます。私どもが聞いておりますのは、近隣の担当者の方に事前に確認をしたところでは、金額の大小

はございますが、いずれも増額改定の見込みであるというふうにお伺いをしております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） だから、これによって介護がよくなるんであればまだあれですけど、その辺のこととい

うんですか、介護計画――第７期の――というのはどういうふうなんですか。 

 それから、介護保険法自体も変わって、訪問介護の時間が短くなるんじゃないかとかいろいろ言われているん

ですけど、その辺はどうなんですか。介護保険法の改正です。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 平成３０年度は介護報酬の改定でございます。今、国の方で、まだ確定はして

おりませんけども、全体といたしましては０．５４％ほど伸びるということになっております。ただ、内容的に

は報酬単価を引き上げるものと、特に都会部とかですけども、大規模な通所デイサービスあるいは集合住宅、優

良住宅等で訪問サービスを受ける、こういったところのサービスに関しては報酬単価を下げるといったようなこ

とで、各種サービスの中身によって報酬額の増減はございます。介護報酬の改定についてはそういったような中

身となっております。 

 それと、和気町の介護サービスの状況でございますが、幸いにして町内には介護サービスを提供する事業所は

他の市町に比べて豊富でございます。介護の給付費が高くついているということは、必要なサービス提供が十分

に行えていると、必要な方にはサービスが届いているというふうな理解もできるのかなというふうな理解はいた
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しております。ただ、サービスの中身、過剰な提供にならないようにということで、うちの地域包括支援センタ

ーの方でケアマネジャー等が各施設のケアマネに対しても研修会を重ねるなどをしまして、適正なサービス計画

の策定というあたりについては厳重にお願いをしている現状でございます。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 後そしたら、今度新しい介護計画についてはまた別途今後周知というか、議員に配っ

ていただけるんですか、その辺の説明とかは。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） ただいま計画書については策定の準備を進めております。本議会におきまし

て、保険料の改定の議決をいただきましたら、本印刷ということで、でき次第また議員にはお配りをさせていた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（当瀬万享君） もう一回ある。 

               （８番 西中純一君「いや、もういいです。わかりました」の声あり） 

 ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２４号和気町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等を定める条例の制定についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２５号和気町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定についての質疑はありませんか。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） それでは、３４５ページの地域密着型サービス事業種類一覧表というところを見てい

ただきたいと思います。 

 本来の趣旨と若干違うかもわかりませんが、この表の中で、本会議で説明があったのは、和気町内にあるサー

ビスの事業種類はこの３番、それから５番、６番と、この３つがあるという説明がございました。 

 特に６番の認知症対応型共同生活介護、これはいわゆるグループホームのことだと思うんですが。 

 それと、和気町にはありませんが、４番という部分です。認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い

入浴、食事などの介護や機能訓練を受けますと、これは和気町にはないということですよね。今後、グループホ

ームには入りたくないと――認知症の方ですよ――デイサービスであれば通ってもええという場合は、和気町に

住んでおられる方はどういうところへ行ったらいいんでしょうかね。ちょっとそこらあたりをお願いしたいと思

います。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 安東議員お尋ねの資料の４番、認知症対応型通所介護というカテゴリーでございますが、これにつきましては

地域密着、小規模なデイサービスということでございます。小規模なデイサービスでなおかつ認知症に特化した

ものという形になっております。通常の要介護で認知症がある方でも、一般のデイサービス、これで施設、事業

所の方が受け入れていただければ、そういったところのご利用は可能かなというふうに考えてます。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 一般のデイサービスでも受け入れが可能だということですが、この表の中で、特に１

番とかそれから２番、いわゆる介護と看護、利用者のニーズにはこういうこともこれから今後入ってくるんかな

というように思いますが、ここらあたりのこれからの訪問看護、訪問介護等、これからどういうようにこの辺あ
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たりをやっていくか。いろんなこれから利用者のニーズが多様化すると思うんですよね。この多様化するための

いろんな手だてをこれから考えていかなきゃいけないなということを思ってるんですが、ここらあたりはどんな

でしょうかね。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 資料の方の１番にあります定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業ですが、これにつきましては、平成２７

年度の統計資料になりますけども、全国のうちこういうことをやる事業所があるのが約２０％程度。全国のうち

８０％の市町村には、こういった事業をする事業所がない。また、同一の都道府県内に１事業所もないという県

も６県ほどあるように記憶をいたしております。 

 あと、２番の夜間対応型訪問介護につきましても、非常に都市部で移動距離が短くて利用者が多いというよう

なところであれば、経費的なところから考えても事業採算性というのはあるのかなというふうには考えますが、

過疎地の方になりますと採算面からいってもこういったようなところに手を挙げていただける事業者というのは

なかなか厳しいのかなというふうに考えております。とはいいながら、今回定めます第７期の介護保険事業計画

におきましては、町といたしまして９番、看護小規模多機能型居宅介護、こういったような事業に手を挙げてく

れる事業者があればぜひとも町としては推進していきたいということで計画の中に盛り込んでおります。ただ、

これにつきましても、在宅の訪問看護に医療もプラスしたようなサービスがあれば、施設入所することなく自宅

で暮らすことができるんですが、ここの事業につきましてもやはり医療系の事業所でないとなかなか難しい。と

なると、人員確保あるいは採算性、こういったようなところで実現の可能性というのはなかなか厳しいのかなと

いうふうには考えております。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございます。 

 ちなみにわかる範囲でいいんですが、１番がたしか赤磐市にあるようなことをちらっと聞いたんですが、これ

周辺の市町村で和気町にないものがあれば教えていただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼します。 

 まことに申しわけございません。ちょっと近隣の市町村にどういったような施設が整備されているのかという

資料を持ち合わせておりません。また調べまして、後刻ご報告もさせていただけたらというふうに思っておりま

す。 

 ちなみに９番の看護小規模多機能、これにつきましては岡山県下で３施設でございます。県西部の方だったと

記憶しておりますが、９番については県下で３事業所あるというふうに記憶しております。ほかのものにつきま

しては、また調査をしてご報告させていただきます。 

               （１０番 安東哲矢君「ありがとうございます」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２６号和気町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の制定についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第２７号和気町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について
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の質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第２２号から議案第２７号までの６件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２２号から議案第２７号までの６件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２２号から議案第２７号までの６件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

（日程第５） 

○議長（当瀬万享君） 日程第５、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算についての質疑を行います。 

 質疑をされる方は、ページ数と予算項目を明確にされ、質疑を願います。 

 質疑ありませんか。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） まず、１３ページ、事項別明細のあたりなんですが、２９年度の 終補正で９３億円で

当初と比較すれば約２０億円近い減額予算になっております。にもかかわらず、合併特例交付金、これも減額さ

れてきますし、１８の繰入金、２億６２３万８，０００円。まあ２億円の財調取り崩しということですが、骨格

予算で２０億円から減額予算の中で、基金を２億円も取り崩す予算ということは、将来に向けていよいよ和気町

財政は危ないというふうに感じるんですが、どういう見解を執行部は持たれているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、４２ページ、財産管理費にかかわってくる項目には土地の借上料ぐらいしかないんですが、小学校

の跡地問題をどう解決するのか、ボールを受けたままという形になっておりますが、ここらあたり。例えば、言

いますのが、日笠小学校を１年間は町として管理するということを跡地委員会で私も聞いておりますが、将来ど

うなるのかということなんですが、例えば石生の小学校跡地も同じようなことかもわかりませんが、消防が夜間

しか使えない照明のあるグラウンドで消防の操法練習等をやっておりますが、これが３０年度から使えなくなる

とかというような状況になるのかどうか、後の管理をどうするのかというあたりをお尋ねしたいと思います。 

 それから、５７ページ、社会福祉協議会の負担金ですが、ボランティアで私にかかわりのある方もかなりの方

が協力してますが、保険料あたりを自腹で払っている団体もあります。出ている団体もあります。というような

ことで、これぜひ調整をしていただきたいと。 

 それからもう一つは、苦言を申し上げますが、職員の再雇用という問題とひっかけた問題で、以前にも厳しい

指摘をしたことがあろうかと思いますが、特別の天下り的な人事、これは年齢的な問題もありましょうし、町

長、副町長のあたりでけりをつけて卒業していただきたいと思います。問題は、２人とも十二分に承知している

問題だと思います。これ以上は私は申しませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 山本議員の６ページの今後の財政調整基金、平成３０年度は２億円の繰り入れで今後の財政状況はどうかとい

うことのお尋ねでございますが、平成３０年度は、ご承知のように、骨格予算ということでございまして、予算

総額も前年度から大幅に減額をいたしてございます。予算の説明でも申しましたが、昨年度のクリーンセンター

の建築、学校の統廃合経費の減、それから骨格に伴います投資的経費の減によりまして大幅な１７億５，０００
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万円の減額となっておるところです。こちらの繰り入れにつきましては、昨年ベースで申しますと、昨年の当初

予算が９１億円で、９１億円に対しまして４億５，０００万円の財政調整基金の繰り入れを行っております。内

容につきましては、実質投資的経費、大きな事業を除いた経常経費への充当分が今年度同等の２億円程度であっ

たというふうにこちらは判断いたしております。今後、合併の算定替え等で非常に厳しくなりますが、３０年度

につきましては交付税の算定替えの減額もありますが、昨年度と同程度の３月補正予算時の現在の財政調整繰入

金が１億９，５００万円出ておりますが、 終的にはこれも解消ということで、決算ベースでは繰入金が解消で

きるベースでの予算措置かと、このように考えております。 

 続いて、４２ページの学校跡地の問題でございます。 

 学校跡地につきましては、昨年学校跡地の検討委員会で石生小学校につきましては決定をいたしております

が、残された山田、日笠、佐伯幼稚園等は決まっておりませんので、このことについては早急に対応をするよう

に全国にＰＲ、公募発信をしていきたいと、このように考えております。 

 それから、地元の利活用については、従前と変わりなく活用していただくよう予算措置をしておりますので、

活用していただきたいと考えております。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 社会福祉協議会の補助金につきましては、運営費、人件費等を含めた内容の

ものを毎年町の方から補助いたしております。 

 先ほど山本議員からご指摘がございましたボランティア活動に対する支援でございますが、社協に属しますボ

ランティアにつきましては、社協独自の財源を持ってそれぞれボランティア保険の加入ということで区分なく対

応していただけるようにお願いをしている状況でございますので、改めて活動状況によって異差ないか確認させ

ていただきたいと思いますし、社協それから地域包括、健康福祉課等の関係のボランティア等もございますの

で、今後の生活支援、介護予防に向けたボランティアに対して気持ちよく対応していただけるように応分の負担

があり、負担できるところは行政、社協が持てるような形で進めて、ボランティアの増進に努めてまいりたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） 社会福祉協議会の今後のあり方、そしていわゆる事務局長をどういうふうにするのかと

いうことでございます。 

 現在の事務局長から退職の届けが出てきておりますので、これから人選等をしなきゃいけないという状況には

あります。 

 それから、社会福祉協議会の今後の運営等につきましても、今デイサービスを温泉のところでやってるのとも

関係はしてまいりますが、これからの介護施設等のあり方、そういったものも、町がやることについて非常に利

用している方はなくなったら困るというような声も聞いておりますので、そこら辺も十分検討しながら、社会福

祉協議会の中で今後も継続するかどうかという点を考えていかなきゃいけない。 

 そして、局長の問題については、当然後任の人選を今後進めていかなきゃいけないというように考えておりま

す。適正な人選をしていけるように努力してまいりたいというように考えております。 

 なお、これは骨格予算なんで、７３億５，０００万円なんで、ほいじゃあ本格の予算になってくると財政的に

非常に厳しいんじゃないんかと。ほんで、この中で繰り出しを２億円出しておると。それで全体の予算を組んで

いくと、これからの財政というのが非常に厳しくなるというご指摘でございます。当然国の交付税等で５億円何

がしかのものが５年間で減額になってまいります。そういったものも含めながら、非常に財政的には厳しくなる

と思いますけれども、ぜひその辺は十分留意しながらこれからの財政運営をしていかなきゃいけないのと、現予

算の見直し等についても、今後それぞれ年度ごとに予算を組んでいく中で十分配慮し、財政状況を見ながらこれ
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からの財政運営をしていかなきゃいけない。基金があるからまだやれるというような予算のあり方では、これか

らの１０年、２０年というのは非常に厳しい状況だということは認識いたしておりますし、ぜひいい形でこれか

らの財政運営ができ、町民の福祉とそして町民が要望する事業等が本当に十分１００％できていけるかというの

はこれからのいろいろな課題だろうというように思いますが、町民も痛みを感じながら、我々も財政運営を健全

なものにしていくということには努力してまいりたいというように考えております。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 町長の方は、先ほどの予算的に厳しい財政状況というのは十分認識されているようです

し、本当に我々も心配をしております。ほとんどが新しい事業、起債を入れて一般財源を投入する事業というの

は余りない中で、縮減予算といいますか、骨格予算の中で２億円取り崩さにゃいけんというのは、もうこれを一

目見ただけで非常に厳しい状態というのは認識せざるを得ないと思いますんで、将来に向けて、５年先、１０年

先、いよいよ和気町は赤字財政に転落ということになろうかと思いますが、そこらあたり十分職員の方々にも認

識をしていただきたいと思います。 

 それから、４２ページですが、これ再度確認させてもらいますが、体育館や、これ実態がわかっているのは日

笠のことしか私も十分認識してませんが、消防が照明をつけてグラウンドを使うのは将来的によそへ売却なり貸

与をしない間は、５年間でも１０年間でもやりますということなんですね。それから、体育館を使っている利用

者、バレーとかソフトバレーとかが使ってるわけですが、ここらあたりも今の状態でずっと使えるという認識で

いいんですか。そこらあたりを再度確認させてください。 

 それから、社協の関係ですが、私が言わないとこまで町長は回答してくれましたが、不平不満がかなり出てお

りましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、特別な扱いをすることは、再雇用制度ができて、やはり再雇用と同等の扱いをしてもらわないと、

ましてや社協という福祉団体ですから、これはその認識を持ってやっていただきたいと思います。 

 それから、ボランティア保険、これ社協から出ている団体と個人が負担している団体といろいろあるようです

から、これはせめて保険ぐらいは個人負担をしないで気持ちよくいける体制にぜひ改善してほしいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 学校跡地の問題だけ回答をお願いします。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 学校の跡地問題につきましては、今後事業者の決定、そういった事業内容の中で協議を進めていった中で、今

後の方向性については無論協議していく必要があろうかと思いますが、３０年度につきましては、今具体的に言

いますと、日笠小学校の消防、そういったものにつきましては、現状で予定がないものは地元にそのまま活用い

ただきまして、事業内容が決定になりますと、その内容を協議の上そういった内容でまた地元と協議をするとい

うことで進めていきたいと思います。現石生小学校等ですと、学校のグラウンドを事業者が活用するということ

で消防等の利活用ができなくなっておる状況もございます。そういったことで、事業者との調整を重ねて地元調

整も進めていきたいと思っております。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 今、日笠の場合は跡地利用検討委員会を立ち上げて協議をしてきました。その途中で、

一般公募するというて町の方がボールを引き上げとるわけです。その後何もないわけですから、今ボールは町の

方にあるわけです。それをまた投げかけるなら投げかけていただいて検討しないと、石生、和気は幼稚園の跡の

話もできたようですが、日笠はそのままです。それから、プールの解体とかいろんな問題が出てきますんで、そ

こらあたりも、地域の区長要望で全てできるのであれば、まちづくりへ投げるか、一応跡地の検討委員会を立ち



- 48 - 

上げとるわけですから、そこへ再度投げかけてもらうということをしないと、今宙へ浮いたままでときが流れて

いるという状況ですので、そのあたり後の事務処理といいますか、そこらあたりをよろしくお願いします。回答

は結構です。 

○議長（当瀬万享君） ここで１０時２０分まで暫時休憩とします。 

               午前１０時０５分 休憩 

               午前１０時２０分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） それでは、少し質問はいいんですけども、まず 初に３０ページ、生産物売払収入、り

んごの関係で３７２万円ということですけども、これは通常のりんごを個別にそのまま売ると。私がここで言い

たいのは、３７２万円と売り上げを増やすためには付加価値をつけたりんごのそういうのを考えていかないとど

うかなという立場で質問しとります。具体的に私の案は、今健康ブームで、りんご酢、りんご酒というのを一部

もうものをつくっておると聞いておりますけども、試行しとるということで、できればあそこをりんご酢の原材

料で、これはどこがやるかというのは別にして、そういうことも少し考えて、これから毎年ころがしの予算とい

うんか、生産ができるけども、少し付加価値をつければやっぱり利益も上がるということを含めて、そういうこ

とを抜本的に考えたらどうかなということで質問させていただきました。 

 それから次に、これも細かいことですから割愛しまして、４６ページ、これは金額がどうかということではご

ざいません。クラウドソーシング、何となくわかったつもりですけども、何となくよくわかっておりません。そ

ういう意味で、少し詳細説明といいますか、これはどういうことでこれからやっていくんかというのをちょっと

概略を、議員の皆さんはご承知されとると思いますけども、少しこれをお願いしたいと思います。 

 それから、観光プログラム、同じページですけど、開発委託料。結構委託料はいろんなことで外部へたくさん

お金を使ってやられとるのはわかっとんですけど、なかなか我々はインプットはするけどもアウトプットが余り

私らに届かんので、そういう意味ではタイムリーに議会の方にもそういう大事な要点については、外部へ委託し

た分、多少はアウトプットを我々にも情報提供ということをお願いできたらと思っております。 

 それから、先ほど同僚議員が、Ｐ５７、社協の関係で４，０００万円、結構大きな数字がいっとりますけど

も、これは金額の多寡は言いません。ただ、これはこれからの行政のあり方として、言うてみりゃあ行政の一部

は担っとんですけども、これからの社協と行政各部局との役割分担、その辺がある程度明確というんか、ある程

度はっきりはしとんじゃろうけども、その辺がどうも言うてみりゃあ役割分担、これをきちっとして、将来的に

も。 

 それから、今、人員配置とかその辺の規制はこれはどうなっとんか。例えばもう和気の社協だったら人員は何

人だと、これはお金とも絡むんだけど、そういう考え方があるんかどうかというのも、今回初めて私社協の関係

をお聞きするんですけども、そういうことを簡略にということで。 

 それから次に、Ｐ５９の老人クラブの補助金、それから連合会の協力金というんですか、その関係でお聞きす

るんですけども、今ご承知のように、和気町の中での老人クラブ連合会は約３，０００名の老人という方おりま

して、結構大きな団体ということでございます。そこで言いたいのは、高齢者の健康増進とか、それから医療費

の抑制、そういうことと、直接的には行政の各部局ですけども、やっぱり側面的にといいますか、そういう老人

クラブの連合会等々の動きが地域のお年寄り、老人といいますか、の活力、それがひいては、目に見えないけど

も、医療費の大きな抑制となることは間違いありません。数字的にすぐには出ませんけども、そういうことで、

言いたいのは、老人クラブと健康福祉課が主体の窓口ですが、そういうことでもっと連携をしながら、お互いに
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両輪でやって、そういうことを、特に和気町は元気な老人が多いというようなことを目指して、もう少し連携の

密度を高めていただくというようなことで、何か考えがあればお聞きしたいと思います。 

 それから次に、Ｐ６８です。 

 健康増進・食育推進計画事業委託料５００万円、これも中身を見ますと５００万円かかるということで、これ

も外部委託でしょうけども、聞くところによると平成３１年から自殺者の対応とかというようなことも含めてと

いうようなこともちらっと聞いておりますけども、その辺のことでちょっと概略、中身を、こんなもんだという

ことを。数字がどうこうというのは要りません。 

 それから、Ｐ８４、商工会の補助金１，５４４万円、この金額もいいんですけども、この金額の考え方。補助

金というものは、例えば営業とか事業をやっとるとこだったら、毎年の決算に応じて補助金は変動するのか、そ

れとも毎年もう金額の転がしなのか。どちらかというと、補助金という類いは転がしが多分多いと思います、私

も全部前年とは対比してませんけども。その辺の補助金の算定は、もう出てきたもんをそのままでなしに、やっ

ぱり予算担当は査定というんか、どういう形で、相手の決算とかを見ながらやっとんか、その辺の概略を聞きた

いと思います。 

 それから次に、８５ページ。 

 藤まつりも、これこの資料を見る限りは、約１，７００万円ほどの委託料。あれこれ合わすと１，７００万

円。これも、当然収入である利用者の３００円の利用料でも、それもう単独で見れば、これはもう数字だけじゃ

ありません、和気町の大きな一大イベント、和気町の知名度、いろんな意味で効果がございます。だけど、支出

が結構どんどんどんどん、減ることはない。どんどんどんどん増えます。その辺の藤まつりが終わった後の、１

年に１回というか、２週間ほどですけども、一生懸命やってやった、よかった、よかったで終わっとるとは思わ

んけども、どういう総括をして具体的に考えとんのか。もし考えがまとまっておるんであれば、その辺も教えて

いただきたいと思っております。 

 それから次に、９０ページ。 

 河川公園の管理費で、解体工事１８９万４，０００円、これはどうも推測する限りでは、あそこにある、今藤

工房でそばなんかをやっとるところの隣に建物があります。あの建物を壊すんじゃろうと思うんですけども、こ

れはいきなり壊すのか、それとも何か将来の考え方があって壊すのか、ちょっとその辺の考え方をお聞きしたい

と思います。 

 それから次に、ちょっと飛んで１１８ページ。 

 温泉の体育施設、これプールだと思うんですけど、これはたしか説明の中では燃料が９０３万２，０００円か

ら６０３万２，０００円、大幅に減ると、３００万円。数字的に減ることはいいんですけども、大きな数字のこ

れだけのもんが単年度で変わるんかなと思うのがあって、重油の単価とか契約方法、かいつまんで、せっかくの

機会ですから、教えていただければということでございます。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 失礼します。 

 それでは、３０ページのりんご売り上げについてお答えします。 

 このりんご売上金の３７２万円の中には、観光で入場された方の入場料等を全部含めてりんご売上金というこ

とで計上させていただいております。 

 それで、今数年かけまして土壌改良等をしてきた結果、昨年、２９年度からりんごの方がかなり収穫できるよ

うになってまいりました。ただ、一昨年は１０月中ごろにはもうりんごの方がなくなりまして、観光それから販

売等も全部中止せざるを得ないような状態でした。今、付加価値をつけて販売してはどうかというご意見です

が、もうしばらく、りんごが確実にとれるのを確認してから前向きに取り組んでいきたいと考えております。 
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 それから、今年からですが、商工会からいろいろ、ジャム、ワイン等の商品に加工はしていただいております

が、りんごの売上金としましては、その材料の売り払いの金額だけを今計上させていただいております。 

○議長（当瀬万享君） 地方創生課長 野津君。 

○地方創生課長（野津浩之君） 居樹議員のご質問にお答えいたします。 

 クラウドソーシングにつきましての概要でございます。 

 クラウドソーシングは、新たな働き方の提案といたしまして、インターネットを活用いたしました仕事の受注

を受けることで在宅でのワーキングを目指して、平成２８年度から赤磐市と連携して実施しております事業でご

ざいます。昨年度は、実際にそのクラウドソーシングという取り組みの内容を周知、啓発する取り組みを進めて

まいりました。今年度は、そうした中でそういったクラウドソーシングに興味を持たれた方を対象に、実際にパ

ソコンの使用方法でありますとかクラウドソーシングの仕組み等のノウハウを実際に教えていくというようなこ

とをやってまいりまして、 終年度であります来年度につきましては、そのクラウドソーシングによる受注をす

ることで、実際に働いて収入を得るというところまで持っていくことで在宅でのワーキング、子育てで働くこと

のできないお母様方でございますとか、介護で家を出ることのできないご家族の方なんかが収入を得ることがで

きるような仕組みづくりができればというふうなことを考えながらクラウドソーシングという事業を進めておる

ところでございます。 

 続きまして、観光プログラム開発でございます。 

 こちらは、地方創生の流れの中で、地域の交流人口や外国人観光客を増加させるためには、一過性のイベント

ではなく、その地域に再び訪れたくなるような魅力づくりが不可欠であると考えておりまして、近年健康志向の

高まりを受けましてヘルスツーリズムということが注目を集めております。そうした中で、和気町には県南部で

も数少ない温泉施設、鵜飼谷温泉でありますとか片鉄ロマン街道、和気アルプスといった県内でも有数のスポー

ツアトラクションを楽しめるスポットがございます。そうした和気町の観光資源を結びつけることでプログラム

を開発できればと考えておりまして、それを実際にプログラム開発等の委託料ということで次年度の予算要求を

上げさせていただいておるところでございます。 

 まだ具体にこのツーリズム事業はまだ形になっているものではございませんが、来年度こういった取り組みを

進めていきたいと考えておりまして、国の地方創生の推進交付金としても要求をさせていただいておるところで

ございます。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 私の方からは、社会福祉協議会への補助金等について詳細を説明させていた

だきたいと思います。社協の補助金につきましては、専門員と社協に任務しております職員、正職３名分プラス

嘱託の局長プラス臨時的職員の人件費プラス、先ほど町長の答弁もございましたが、デイサービスセンターの運

営費に関する補助金が約１，５００万円程度、人件費で言いますと２，３００万円程度がこの中に含まれており

ます。議員おっしゃられるとおり、社協につきましても高齢者福祉等のサービス充実を目指していろんなメニュ

ーに取り組んでいる状況でございます。高齢者福祉の担当でございます健康福祉課それから地域包括支援センタ

ーとも連携を図りながら、今後の地域包括ケアシステムの構築に向けまして現在生活支援、介護予防に向けた共

同体の設置等に連携して取り組んでおりますので、今後の介護予防活動等についても、３団体、行政もあわせて

取り組めるように検討を進めている状況でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あわせまして、老人クラブ活動に対する補助金でございますが、現在町内４９の単位クラブがございます。会

員数が２，８８９名ということで６０歳以上の方を対象に取り組んでいる状況でございます。先ほど議員おっし

ゃいました健康長寿それから介護予防に向けた取り組みといたしまして、町内で一番大きな団体でございますの

で、補助金の中にもそれぞれの単位クラブへの助成金もございますが、スポーツ大会の助成でありますとか体力
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測定、それから健康づくり、介護予防の教室等も含めたメニューにも取り組んでおります。６５歳以上の高齢者

は、現在定年が６５歳ということで新しい会員の獲得に向けては大変苦労しているようでございますが、現在の

会員の方々の増進も含めまして、生きがい、触れ合い活動を通じて介護予防のメニューにつながるように取り組

んでいただけるように、これからも行政として支援してまいりたいと思いますし、特に健康づくり等につきまし

ては、平病院、北川病院等ともタイアップいたしまして年に何回か教室を重ねているような状況でございますの

で、医療費抑制につながるような支援を引き続きしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、和気町健康増進・食育の関係の計画でございますが、本計画につきましては平成２１年度策定の

計画でございまして、平成３０年度に終期を迎えるに当たりまして、３０年度に新たな策定に向けて見直しを行

うために５００万円予算を計上いたしております。 

 この計画につきましては、これまでの１０年間の取り組みの実績、現状の分析を行いながら、関連協議会でご

ざいます町の健康づくり推進協議会に報告あるいは意見を聴取しまして、また町民からの健康増進・食育に関す

るアンケートも行いながら、３１年度からの新たな計画を考えている状況でございまして、あわせまして今回の

策定におきましては、自殺対策基本法の一部改正が行われまして、都道府県、市町村がそれぞれ独自の自殺対策

計画を定めることを義務づけられております。これもあわせて、この計画に盛りながら計画策定に向けて進めて

いるところでございますので、これまでの計画の中で「みんなでつくる元気の輪 和気あいあいと健康で生きが

いをもって暮らせるまちづくり」という基本理念で進めております。特に生活習慣予防の改善、食育等につきま

しては介護予防、健康増進につながる大変大きなメニューでございますので、そういったものが実質的に取り組

めるような行動計画に向けて計画を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 産業振興課長 万代君。 

○産業振興課長（万代 明君） 失礼します。 

 私の方からは、８４ページ、商工会の補助金１，５４４万円につきまして、この算定根拠はということのご質

問でございますが、こちらはもう合併当時から商工会の方が連合会の補助金をいただいております。その２分の

１を基本といたしまして、それからその他の地域振興事業でＥＮＴＥＲ ＷＡＫＥ（エンターワケ）の支援と

か、そういったものを上乗せして支出をしております。 

 それから、８５ページの藤まつりの委託料等の支出が増えていると。今後の方向性等はというご質問でござい

ますが、参考資料の６９ページ、別冊の参考資料でございます。そちらの方の観光費の中の藤公園管理費といた

しまして、藤公園全体の支出の合計が１，６７０万７，０００円という額になっております。そのうち入場料等

で入ってくる額が１，４２８万６，０００円、一般財源の持ち出しが２４２万１，０００円という状況で、一般

財源の持ち出しもこれだけ要っとるという状況でございます。来年度に向けて、骨格予算ではございますけど、

一応藤公園の東側の山手の樹木、陰等になって藤の成長がということで、そちらの樹木の伐採等、そういったこ

とも一応来年度は検討しております。また、今後においてですが、できればもっと広げていきたいという考えも

持っております。 

 続きまして、９０ページ、河川公園管理費の中の解体工事費１８９万４，０００円、これについて建物を壊す

理由ということのご質問だったと思いますが、こちらは河川公園にあります青空市の建物でございます。こちら

の建物は、平成３年、地域活性化を図るために町が仮家として１５平米を建設し、その後平成５年に３７平米、

平成１１年に２３平米、現在７５平米の建物がございます。当初は、好立地ということで、町内外の方に好評

で、地域の生産者の方も多く大変にぎわっておりましたが、ＪＡグリーンができてからそちらの方に利用者が流

れて、実際の生産者も高齢化になって、そういった現状から、石生ふれあい青空市の管理運営団体と合意解約と

いう形を昨年の８月に行いました。 

 それで、今後の方針としましては、地域活性化を目的とした農産物販売所として建築したものではありますけ
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ど、ＪＡグリーンの百菜市場等がございますので、実際には農産物の販売所は必要ないというふうに考えまし

て、こちらの建物を解体して更地にして、リバーサイドの駐車場として公益にする方向がいいのではないかとい

うことで、このたびこの予算を計上させていただいております。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 私の方からは、１１８ページの和気鵜飼谷温泉体育施設の燃料費についてご説

明いたします。 

 和気鵜飼谷温泉の燃料費は、町内の業者より年間１０回に分けて購入しております。１回の購入が約１万リッ

トルで、年間１０万リットルの重油を使用しております。昨年は、単価が８０円以上の単価ということで計上し

ていましたが、１年を見ますと変動単価でございますので、６２円、５８円、５７円と、そのような月もたくさ

んございました。１年間の平均単価をとりまして、本年度は６０円で計算いたしまして予算を上げております。

したがって、使う量が大変多い量を使いますので、単価的に少し安くなっても大変多くの金額の差になります。 

 それから、昨年、ボイラー、配管等の改修工事をいたしまして、大変燃料の持ちがよくなっておりますので、

それも一つの理由だと考えております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） ちょっと質問項目が多かったでしたけども、丁寧に答えていただきまして、ある程度理

解できました。 

 それで、ここで１つ要望といいますか、若干項目的にあるのを述べさせていただきます。 

 生産物の方はということで、将来的に検討していただければということで、せっかくの貴重な三保高原の、あ

そこはロマンツェを含めて立派な、余談ですけども、今回私も観光イベントの充実ということで一般質問させて

いただきますけども、そこでもやっぱり観光関係は重要な事業でございます。そういう立場で質問させていただ

きました。 

 それから、クラウドソーシング、これは今回でもということですが、これ私実際主婦の方等でこういう方が１

人でも２人でも増えてくれば、雇用が増えればということで、ただもうそれを願っとるだけでございます。 

 それから、社協の方です。これは、あそこのデイサービスの温泉のとこにもございますから、これは引き続

き、中身の所在じゃなしに、きちっと連携をとっていかないと、仕事の質を向上するためには、もう当然のこと

ですけども、その辺を、今までもやられとんだけども、より管理監督する立場でありませんけども、お互いが両

輪ですけども、これをやっぱりこれからの社会には、特に和気町の高齢化の社会には、これはもう必ず力を入れ

て、形としてはすぐ数字が見えんけども、医療費とか介護というのは大きな金ですけども一々数字では出ませ

ん。ただ、やっぱり全体的に抑制ということで、必ず仕事の成果は返ってくると思います。そういう立場でやっ

ていただければというのがこの項目でございます。 

 それから、藤まつりは、ちょっと今ご回答がございましたけども、時々私らが聞かれるのは、４月の末から２

週間だけじゃもったいねえなと。さりとてこれがいいというのはないんです。ただ、もう少しあそこも何か、私

も今知恵がございませんけども、あれば出すんですけども、あそこ、年間稼働はできません、もう少し何か季節

稼働であれプラス何かができりゃあいいなと、立派な駐車場もあるしということで、それはいろんな人が集まっ

たときには知恵比べで、そのための多少の予算の投入は仕方ないと思います。藤まつりだけで終わるのでは、あ

れだけの知名度のあるところですから。そういう立場で少し考えていただければと思います。私も今これをせえ

という知恵はございません。 

 それから次に、例の解体です。これは、要はただ更地にするということですけども、駐車場といいましても、

大きなイベントは和文字ということで、これは平日、私たまたま昨日味彩のそばを週に１回食べに行きよんです

けども、確かに 近多いから、駐車場が狭いのは事実です。だけど、その程度の駐車場しかできませんわな。何
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台というのは、多分台数もそんなに限られると思います。一応そういう考えで、私の気持ちとしては、あそこは

いい立地じゃから、百菜市場の話がございましたけども、人によったらあそこを道の駅にしたらどうかというよ

うなことも、河川局と協議してもっと大きくするというようなことでいろんな考え方がありますけども、それは

町の方としてもこういう考えでされたんで、これはもうそれでいいんですけども、その辺はもう 終決定という

ことで。ただ、今までの長い間やってきたのが、百菜市場も、今言われましたけども、今あそこの百菜市場はご

存じのように、営業時間は晩６時でやめとんですわ。だから、利用がなかなかしようにもできんということも多

分担当課はご承知だと思いますけども、あそこも営業時間を減したから、仕事帰りの奥さん方があそこでは買い

物ができない。そういう状況じゃから、僕はちょっとその辺の回答を、そんな細かいことですからもうそれ以上

は言いませんけども、あの好立地をただ駐車場だけというのは、何か知恵がねえかなというのをあえて言わせて

いただきます。 

 それから 後に、燃料費です。これは単価が結構変動してますから。ただ、ここでついでに聞こうと思うたの

は、今答えがありました、年間１０回で町内業者からということです。これは、Ａ社ならＡ社だけ。それとも、

何か町内業者で毎回競争といいますか、見積競争とかやっとんですか。それもちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 今言った件で、回答のようなことがありますれば、ちょっと項目は多いですけども、お答えいただきたいと思

います。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 鵜飼谷温泉の重油の件をお答えします。 

 これは、町内の業者１者が１年間納めております。これは入札で決めております。 

○議長（当瀬万享君） ほかに答弁があればということなんですけど、答弁の方。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） それでは、２点ほどお伺いいたします。 

 ２７ページの生き生き拠点形成支援補助金１，２５０万円、それから１０２ページの図書購入費４９万２，０

００円、この２点をお願いしたいと思います。 

 初めの生き生き拠点形成支援補助金１，２５０万円、これは本会議の説明では、石生それから和気の幼稚園の

トイレを子供用のトイレから大人に変えると、こういう説明がありました。これはトイレだけなのかどうかお伺

いいたします。 

 それから、１０２ページの図書購入費４９万２，０００円、全てこれは新しい新刊のための購入費かどうか。

これは、どういうものを買うというのは、これ全部司書の方にお任せしているのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、生き生き拠点形成支援の補助金についてでございますが、こちらの生き生き拠点形成支援補助金と

いいますのが、県の補助金で国庫を伴ったものでございますが、地域交流の場になる施設の改修が対象にされた

ものでございまして、石生地域の地区館の改修。内容につきましては、こちら補正の中で説明をさせていただい

たんですが、今の地区館の和室、それから集会室がございますが、そちらを地区の交流の場として使えるよう、

２４０席の椅子が設置できるよう拡張を予定いたしてございます。 

 それとあわせまして、外部のトイレの設置、それと多目的広場の造成、そういったものを石生の地区館の方で

はやる予定にしております。 
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 それと、和気の地区館につきましては、今の幼児用のトイレを大人用に改修、トイレのブース等を改修いたす

ものでございます。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、１０２ページの中学校費の備品購入費の図書購入費、一番上段でござい

ますけども、４９万２，０００円です。佐伯中学校が１９万２，０００円、和気中学校が３０万円の予算を計上

いたしております。これにつきましては、学校図書の新刊のみということで、選定につきましては学校の図書司

書が選定を行っております。選定に当たっては、当然生徒等の要望等も参考に選定をいたしております。 

               （１０番 安東哲矢君「ありがとうございます」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） ちょっと多いんですが、恐れ入ります。 

 ４０ページ、全国瞬時警報システム工事費２，３１０万円、Ｊ－ＡＬＥＲＴじゃないかなと思うんですけれ

ど、どういうふうなのか。既にもういったんはできてるとは思うんですけど、それをまた改善するんですかね。

その辺がちょっとよくわからなかったので、もう一遍教えていただければありがたいと思います。 

 それから、その次のページの４１ページの財政管理費ですか。委託料の４００万円、地方公会計対応支援業務

委託料４００万円、これは前にもあったようには思うんですけど、単式簿記ですね、この役場の簿記というか、

あれが。これを複式簿記にしようというふうな考え方なんですかね。それとか、一般会計から繰り入れするの

は、借入金とか、そういういろいろな考え方を変えるということなんですかね、教えていただければありがたい

と思います。 

 それから、４３ページ、情報システム費でホームページの作成委託料３００万円。ホームページをまた改善す

るというふうなことですけど、メーンの改善の方向というのはどういうものなんですか。結構、 近のことは

近のことで一番上に持ってきたりいろいろされているし、都市から田舎暮らしをしたいという人にはこういうペ

ージがあるとか、ＷＡＫＥＳＵＭとかいろいろありますよね、雑誌もやってるんですけれど、そういう考え方で

やられるのか教えていただければと思います。 

 それから、４８ページ、地域公共交通網形成計画実施検証業務委託料が２４８万４，０００円、それから同じ

ページでデマンドタクシーの事業補助金が２，９４７万１，０００円。これは８月に新しい交通体系を実証実験

するということで５コースのルート、１日３便ぐらいだというふうなことだと思うんですけれども、ぜひこれは

佐伯地域には２コースぐらいいるんじゃないかなというふうな感じで、和気が３コースとかというふうなことで

思ってる。その辺の構想がどうなのか。このパブリックコメントをインターネットで出されてたんで、そこらは

詳しくまだ見てないんですけど、一方では今年度はデマンドタクシーとほぼ同じ補助金が出てて、こういうふう

なことで８月は実験をすると。だから、その段取りというか、それが今どういうふうに行くのか、ちょっとその

辺をもう一遍教えていただきたい。歩きますと、ぜひうちの地区は停留所をつくってほしいとかといろいろ言わ

れる方がおられるんで、パブリックコメントというのはインターネットだけなんですか。その辺インターネット

を使えない人も含めて何か要望が出せるようなことがあったらいいと思うんですけれど、その辺も含めてお願い

します。 

 それから、ページ数を順次行くと６４ページ、学童保育の事業補助金１，５７９万２，０００円。これが４９

６万円増です。これは、いわゆる佐伯地域でちょっと困難な状況があったというふうなことで、その点も含め

て、学童保育の組織ともお話をされて、詳しくは一般質問でお聞きしますけども、そういうことで強化しようと

いうことでこれだけ増ということなんですかね。その辺をちょっと簡単にお願いします。 

 それから、同じく教育関係で、９９ページ、就学援助補助というのが２３０万５，０００円。これ小学校であ
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りますよね。中学校も違うとこのページにあるんですけれど、 近は、全国的に見ると、入学前の補助金といい

ますか、扶助というか、入学準備のためにお金が必要だということで、２月ぐらいからもう扶助をしようと。通

常は５月がたしか学校を通じて要望を出してもらってやってるということなんですが、その辺は全国的には前の

年度からお金を出そうというふうな考え方で変わってきてるというんですけど、その辺は和気町はどういうふう

に、まだ依然として一応５月からということなんですかね。そこら辺をお願いします。 

 それから、１１７ページですかね。学校給食の共同調理場の運営委員報酬８万１，０００円というのが出てお

るんですけれども、県のこの考え方、栄養士を配置するということが、共同調理場は佐伯と本荘とそれから和気

中学校の共同調理場と３つあるわけですが、県の考え方が、学校が２つ以上ないと、共同調理場は置かないとい

うことで、本荘がそれに該当しないということで、栄養職員を２人にされているわけです。それで、調理師の方

で栄養士の資格を持たれた方で本荘はやってるとかというふうなことも聞いてるんですけれど。それで、その関

係で、どうも方向性としては、佐伯地域の栄養士は廃止して、共同調理場そのものを廃止しようというふうな方

向があるということを聞いてるんですけど、それはかなり本荘から例えば運ぶというふうなことになると、食事

が冷たくなるとかいろいろ問題があると思うんで、その辺は今どういうふうにお考えなのか、その辺をちょっと

教えていただければ。ぜひ佐伯地域の共同調理場も残すべきじゃあ、逆に共同調理場２つを栄養士が見てもいい

んではないかなという気もするんですけど、あるいは町の方でそういう職員を配置するとか、いろいろ考え方は

あると思うんですけど、その辺お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 私の方からは、議員のご質問にありました全国瞬時警報システムの改修事業について少しご説明をさせていた

だきます。 

 国から住民まで直接瞬時にという情報伝達の手段といたしまして、平成１９年から地方公共団体の方で運用を

開始しております。このたびの２，３１０万円の予算でございますが、内容が２つございまして、１つは全国瞬

時警報システムの機器の更新工事でございます。現在設置しております機器が、情報量が多くなってまいりまし

たので平成３１年度からの運用ができなくなるということで、３０年度で更新をするものでございます。これが

３１０万円の予算でございます。 

 それから、全国瞬時警報システムの連携システム整備ということで、これはＪ－ＡＬＥＲＴが公共団体の方ま

で情報が入ってきまして、それを住民の方にお知らせするという仕組みが和気町の場合できておりませんでし

た。屋外スピーカーに瞬時に音声変換をして、屋外スピーカーの方からそういう情報を流すというシステムを構

築する費用で２，０００万円の予算を計上しております。 

 それから、４８ページの方の公共交通の関係で、地域公共交通網形成計画実施検証業務委託の説明でございま

すが、これは現在公共交通網形成計画というのを今年度末で策定できるように進めているところでございます

が、来年度から具体的に新しい交通体系について実証実験を行いまして、それから本運行というふうに進めてい

く計画でございます。その試行運行の実施でありますとか、町民の方への周知、それからホームページとかチラ

シの作成費、そういったもので予算を計上しております。 

 それから、今後の新運行体系に向けてのスケジュールというか、流れでございます。３０年度の当初ではデマ

ンドタクシーの運行補助金ということで予算計上させていただいているんですけど、新年度になりまして議員の

皆さんには細かくご説明をさせていただいて、その後予算を組み替えさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、パブリックコメントがインターネットのみかというご質問があったと思うんですが、これは広報紙

でお知らせをして、インターネットとそれから本庁舎、それから佐伯庁舎の方に紙で置いております。そちらの
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方で閲覧もできますし、そこでコメントもいただけるというふうにしております。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、西中議員の４１ページ、地方公会計対応支援業務委託料４００万円についてでございますが、この

ことにつきましては、平成２７年度以降、公会計の複式簿記の取り扱いで公表していくという総務省の通達によ

りまして予算化措置をしておるところでございます。統一的な見解で全国の自治体が公表するということでの予

算措置でございます。 

 続きまして、４３ページのホームページの作成委託料でございますが、こちらホームページにつきましては現

在の和気町のホームページが平成２２年度に更新をいたしておるところでございます。それ以後、一部更新等を

してございますが、今後和気町のいろいろな事業展開をしているものが全国発信していくために、全面的にリニ

ューアルいたしまして、見やすくわかりやすいホームページに更新をさせていただく予定にいたしております。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、６４ページの学童保育事業補助金１，５７９万２，０００円の前年対比

について、増額になっているということなんですけども、体制強化という議員からのお話がございましたけど

も、来年度の児童クラブの町の方の考え方については一般質問の方でお答えをさせていただこうと思っておりま

す。 

 今回の補助金の増額につきましては、基準額が増額になった点と児童クラブの人数が増加ということになった

ことが要因となっております。特に町の来年度の体制による増加ではございません。 

 続きまして、９９ページ、小学校費の扶助費、就学援助扶助２３０万５，０００円のご質問でございます。 

 先ほど今年度３月での支給について町としてどう考えているのかというご質問でございますが、確かに国の方

からも前年度支給について町はどのように考えているのかというような調査も来ております。今のところ、今ま

でどおり５月支給ということで３０年度は考えておりますけども、国の方からそのような調査等があるというこ

とは、前年度の３月支給についても検討するべきなんではないかというふうに考えております。今後、検討して

まいりたいと思います。 

 続きまして、１１７ページの保健体育費の報酬、学校給食費の報酬８万１，０００円でございます。報酬の金

額より栄養士の配置についてということでございますが、本荘の調理場につきましては、本荘は共同ではなくも

う単独の調理場になっておりますので、県費の栄養士はついておりません。町費の栄養士の資格を持っている調

理員を兼務させまして、今２９年度は運営を行っております。ただ、県費の和気中学校の栄養士とあくまで一緒

になって、当然学校の栄養教諭としての授業に出ないといけませんので、あくまで２人でタッグを組んで対応し

ている状況でございます。 

 来年につきましては、１名の管理栄養士を採用いたしております。今のところどこの調理場かははっきりして

おりませんが、調理場の方に配置をさせる予定でございます。 

 後に、佐伯の調理場の廃止につきましては、運営委員会でも委員の方からいろいろなご意見をいただきまし

た。３０年度中に佐伯調理場の廃止について、皆さんのご理解がいただけるようであれば廃止の方向に向けて考

えたいと思いますけれども、あくまで搬送時間とか先ほどの栄養教諭の人件費、にこにこ園での自園での給食に

なるときの人件費等のこともいろいろ検討することが考えられます。総合的に考えて、３０年度の間に決めたい

と思っております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） そしたら、一つは地方公会計の件で業務委託料。これは複式簿記って何年度からすると

いうのは、それは決まっているんですか。それは、それぞれの地方自治体で決めることだろうと思うんですけれ
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ど、その辺はどうなんですか。 

 それから、今言うデマンドタクシーですが、今年度はついてるけれど、途中で試行がきちっとなって運行でき

るということになれば、その時点で減額補正していこうという考えなんですか。そのように聞こえたんですけ

ど、もう一遍ちょっと教えてください。 

 それから、学童保育はこれは一般質問でやらせていただくとして、就学援助については、全国的には入学準備

金という形で出そうと、年度より前の３月とか２月とかというふうなことの動きがあるので、ぜひそれについて

今後とも検討をよろしくお願いしたいと思います。今、困難を抱える家庭が増えているということをよく聞いて

おりますが、例えば子供食堂をするとかいろいろな動きがあるわけでございます。入学前にお金が要るというこ

ともいろいろあるわけなので、ぜひともその検討方よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、学校給食の共同調理場ということで、今言われたのは、管理栄養士というのはあくまでも幼稚園の

関係の担当の管理栄養士ということですかね。そういうふうにどうも聞こえたんですけども、だからそういう方

向として佐伯調理場を廃止という考えが若干あるということなので、ぜひそういうことはなさらないように、本

当に冷めた給食というか、そういうふうな形になると思うんで、和気から佐伯というのは１５分以上かかるわけ

なんですから、温かい給食がとれるようにぜひ今後ともお願いしたいというふうに思います。さっきの管理栄養

士というのは幼稚園の担当なんですか、もう一度その辺を確認したいと思うんですけど、お願いします。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 西中議員の公会計の取り扱いでございますが、自治体の町村につきましては今

年度から公表という総務省の通達で、今年度から２８年度決算分から対応ということでございます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 デマンドタクシーから新しい交通体系の移行のスケジュールでございますが、今公共交通網の形成計画という

のを今年度いっぱいで策定するようにしております。その策定が終わりますと、その計画を基に公共交通会議で

の意見、それから利用者代表もその中にはいらっしゃいますので、そういった方からご意見をいただいて、新し

い交通体系について考えていこうというふうに思います。もちろん議会の方へもご説明もさせていただいたり、

それから町民の方への説明、それから試行運行、それからパブリックコメントを経て本運行という格好で進んで

いこうというふうに思ってます。 

 予算の方は、組み替えといいますか、今負担金ということで商工会の方に負担しております。新しい今考えて

おります新交通体系は町の直営というふうに考えておりまして、そのあたりの予算の組み替えをしていくという

ふうに考えております。もちろん車両を手配したり、運行事業者を選定したりしないといけませんので、それに

合った予算に組み替えていくという意味でございます。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 済いません。管理栄養士の配置につきましては、議員がおっしゃったように、にこ

にこ園の栄養士として配属予定でございました。ただ、佐伯の調理場が今までどおり継続で運営するということ

で、今のところ新しい管理栄養士は本荘の共同調理場に配属しようと考えてございます。今の兼職を解いて、新

たに本荘に配置ということで考えております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 公会計ですが、２８年度決算から対応ということなんですか。でも、予算そのものは変

えないわけですよね、予算書そのものは、まだ。その辺が感覚的によく理解できないんですけど、もう一遍教え

ていただきたいと思います。 
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 それから、当面は今言う栄養士は本荘小学校に配置というふうなことを言われたのであれですけど、佐伯地域

の共同調理場というものを廃止するような考え方はやっぱりあると思うんで、そういうふうなことにならないよ

うに、保護者の要望、子供の健康のことを考えてぜひ検討をお願いしたいと思います。県の基準であれば、さっ

き言ったように、複数の佐伯地域は中学校と小学校があるわけなので、共同調理場対応ができるということなの

で、それでいくべきじゃないかなというふうに思います。ぜひよろしくお願いをします。これは答弁は結構で

す。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 それでは、公会計の取り扱いでございますが、あくまで公会計の取り扱いと申しますのが、これ公表用のこと

を複式簿記で行うと。今の決算、予算等については、今までの従前の形式で行いまして、公表について複式簿記

で行っていくということでございまして、今後についても公表等については公会計、複式簿記で行っていくとい

うことでございます。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） ということは、公表ということは、つまりマスコミとかそういうところに出す別の帳簿

というか、複式簿記の会計簿をつくらにゃいけんということですか。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） はい、議員おっしゃられる今までの決算書等を複式に変えまして、そういった

数字の拾い上げを行いまして、公表を行っていくということでございます。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ここで１１時３５分まで暫時休憩といたします。 

               午前１１時２０分 休憩 

               午前１１時３５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほどの質問に対して今田次長から答弁の申し出がありましたので、許可をいたします。 

 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、先ほど山本議員の方からご質問がありました議案第２１号体育館条例の

改正につきまして回答をさせていただきます。 

 今回の条例改正、佐伯体育館の社会教育施設からの削除でございますが、これにつきましては平成３０年度に

おいて計画いたしております佐伯中学校体育館のつり天井の改修――補正対応で考えておりますが――において

非構造部材の耐震補強における公立学校施設整備補助金の交付を受けるために廃止が必要となることから、改正

をお願いいたしたものでございます。補助金交付は条例廃止の議決をもって承認となりますので、特に法手続に

は問題ございません。学校施設としては、施設台帳整備により文部科学省で承認をされます。今後はわかりやす

い資料提供をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はありませんか。 

 ３番 山本君。 

○３番（山本 稔君） 済いません。それでは、２点だけちょっとお伺いしたいと思います。 

 ２８ページ、部活動指導員設置促進事業委託金というのがありますが、この内容についてをお聞かせくださ

い。 

 それから、９８ページ、小学校費の修繕料１，００１万６，０００円。これの内容は和気小学校の修繕料が主

だと思いますが、この内容も少しお聞かせください。 



- 59 - 

○議長（当瀬万享君） ページ数をはっきり言ってから答えてください。お願いします。 

 学校教育課長 藤原君。 

○学校教育課長（藤原文明君） 失礼いたします。 

 ２８ページ、中学校費委託金で部活動指導員の設置促進事業委託金というところですけども、働き方改革とい

うことが今いろんなところで叫ばれていると思うんですけども、学校の中で校務分掌を持っておる教員がいろん

な大会に引率ですとかふだんの指導ですとか、そういうところでこういう方々の力をおかりして、実際に専門の

知識もある方、それから土日の指導もできる方なんかの力をおかりして部活動を運営していると、そういう事業

であります。 

○議長（当瀬万享君） 教育長 朝倉君。 

○教育長（朝倉健作君） この部活動の指導者の分ですけど、今年度までは県が全て負担してくださっとったん

ですが、来年度から国が３分の１、県が３分の１、そして町が３分の１という補助金に変わりまして、前年度よ

りも報酬といいますか、１時間の単価が減ってきております。これは、今課長が言ったように、部活動の指導そ

して引率もできる者を配置するということで、軽減ということです。これは、今年度までは各学校１名というこ

とがあったんですけども、来年度からは県下の状況でいければ２名まででもいけるということですけれども、今

のところ１名、これは和気中学校に剣道の指導者１名を入れる予定でいっております。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、９８ページ、小学校費の修繕料１，００１万６，０００円の内容でござ

いますけども、各３小学校の修繕費の合計でございます。大きなものは、佐伯小学校では児童用のトイレ、中２

階の男女用の洋便器化、１階の男女のトイレの洋便器化を修繕費として計上いたしております。本荘小学校で

は、相談室、特別支援教室のエアコンを設置いたします。それと、特別支援教室のじゅうたんの張り替え、もう

一室のあすなろ教室のエアコンの設置ということが大きなものでございます。 

○議長（当瀬万享君） ３番 山本君。 

○３番（山本 稔君） 部活動指導員ですが、今まであった外部指導員の制度を用いてやられるんだと思うんで

すが、これは要望があってこういうふうに委託金を払うてやるということなんでしょうかね。そこら辺もう一回

お願いします。 

 それから、修繕料の方ですが、佐伯と本荘の方は出ておりますが、和気小学校の方はもう大きいのはないんで

しょうか。整備工事費で水道のポンプとかああいうのは聞いておりますが、ほかにはなかったんでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 教育長 朝倉君。 

○教育長（朝倉健作君） 外部指導員とはまた別なんです。外部指導員というのは、引率ができない。この部活

動の指導員は、引率までできる、そして監督までできるということで、昨年度県の何校かに配置をされておりま

したが、今年度は倍以上の配置ができております。それも、県費で全部出さなくて３分の１ずつということでき

ておりますので、非常にいいことで、学校の中でどうしても指導者に困っておる、また特殊といいますか、なか

なか指導が困難な競技について学校長の方から申し出があって、こちらはこういうことができます、補助金が出

ますということで話をして、学校長の方から申請をしてほしいということで上がってくるものです。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 修繕につきましては、今回は佐伯小学校のトイレの修繕を来年度計上いたしており

ますけども、これにつきましては、佐伯小学校のトイレの配管が詰まりまして、大規模な改修を緊急避難的に改

修をいたしました。今回、その配管の改修にあわせてトイレ改修を中２階と１階の男女の児童のトイレの改修を

考えております。その他、和気、本荘につきましては、国の環境整備の補助金で４００万円以上の交付金が使え
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るようになっております。３１年度以降、各学校でトイレの洋式化について、年次計画を立てた上で改修を行っ

ていくような計画で今考えております。和気小学校につきましても、同じように交付金対象となるよう、全体の

トイレ改修について年次計画を立てた上で改修をしていく計画でおります。 

               （３番 山本 稔君「よろしい」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番 広瀬君。 

○９番（広瀬正男君） 少し教えていただきたいと思いますが、まず５９ページの使用料及び賃借料、安心電話

システム使用料。この安心電話システムというのはどういうシステムか教えていただきたいと思います。 

 それから次に、６２ページ、扶助費、日常生活用具給付事業。この日常生活用具給付事業もどういう事業なの

か教えていただきたいと思います。 

 それから次に、８３ページ、狩猟免許取得補助金２８万２，０００円出ておりますが、これは銃の方でしょう

か、わなの方でしょうか。一緒に上げておられるんでしょうか。となれば、銃が何人、わなが何人とかがわかれ

ば教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、９５ページの工事請負費、消火栓設置工事費と次の防火水槽改修解体工事費、ホース乾燥塔設置・

撤去、これは防火用水を解体することによって消火栓が設置されるようになるんでしょうか。これは、ホースの

警鐘台撤去工事は、説明の中で大中山と父井原の２件というふうに聞いたと思うんですが、上のこの防火水槽改

修解体工事費と消火栓設置工事費、これはどこの部分で何台されるのかを教えていただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、先ほど同僚議員が、図書購入費の分で中学校の分を聞いたと思うんですが、あわせて町の方の分

で、１１２ページ、備品購入費、図書購入費が４５０万円。これは金額的に大きい分で、１冊１，０００円とし

ても４，５００冊ぐらいになるんですか。これが全て新刊に買い替えるというか、そういう感じの部分でしょう

か。あわせてお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 私の方から、予算書５９ページ、安心電話の設置システム委託料でございま

すが、これは過去には緊急通報システムといいまして、６５歳以上等のひとり暮らしの高齢者が生活時に緊急を

要する際に委託先の業者に知らせるためのブザー等となっておりまして、今回の予算につきましては、それが年

次でブザーのバッテリーを交換したり点検をしたりというふうなことを定期的に行っています関係を委託料に上

げておりまして、高齢者だけでなく障害者等、身近な民生委員がそういった対象者を把握いたしまして、そうい

った方々に設置したもので、月額５００円程度をいただいておりますが、緊急時にはその方が登録しております

協力員の方へ委託業者から緊急の連絡が行って安否確認に行っていただくようなシステムとなっております。 

 続きまして、６２ページでございますが、障害者の自立支援の関係でございます。 

 日常生活用具の給付事業でございますが、これは国の補助事業でございまして、日常生活上の便宜を図るため

に必要な用具を給付し、または貸与するようなものでございまして、介護・訓練支援用具、自立支援生活用具、

在宅療養支援用具等、国の基準によりまして、障害を持った方々に対し自立支援を求めるために必要な生活用具

を給付するもので、国が２分の１、県が４分の１、残りを町ということで、対象者の方に対して給付する扶助的

な事業でございます。 

○議長（当瀬万享君） 産業振興課長 万代君。 

○産業振興課長（万代 明君） 失礼します。 

 ８３ページ、林業振興費の中の負担金補助及び交付金の中の狩猟免許取得補助金２８万２，０００円、これに
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つきましてわな若しくは銃の助成ですかということですが、こちらの事業は６５歳以下で新規に狩猟免許を取得

し、猟友会に入会する者に対して補助するものでございます。わなの方を一応１０名、それから銃の方を１名想

定して予算を計上させていただいております。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 ９４ページの消防施設の工事の内訳でございますが、まず消火栓の新設工事で４カ所計画をしております。田

ヶ原、入田、宮田、尺所の４地区で消火栓の設置を計画をしております。 

 それから、防火水槽の改修工事ということで、これは和気区内の防火水槽の解体、改修を計画しておりまし

て、有蓋、ふたつきの防火水槽への改良ということで計画をしております。これらの事業につきましては、消防

の５カ年計画に沿って施工をしているという状況です。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 私の方からは、１１２ページの図書館の備品についてお答えいたします。 

 図書館の備品は全て新刊の本でございます。内容といたしまして、和気図書館に１，５００円の２，０００

冊、佐伯図書館に１，５００円の１，０００冊を購入いたすものでございます。購入の費目としましては、どん

な本が読みたいですかというアンケート箱を各図書館に置いております。町民の方が読みたい本等を購入予定で

す。それから、芥川賞とか直木賞とかをとられた有名な本等の購入を予定しております。 

○議長（当瀬万享君） ９番 広瀬君。 

○９番（広瀬正男君） ありがとうございます。 

 この安心電話システム等の説明をいただきました。 

 ６２ページの分です。日常生活の用具ですけど、これは車椅子なんかも届けを出せば貸していただけるように

なるんでしょうかね。 

 それと、よく高齢者の方とかもですけど、エンジンがついた分で買い物に行ったりとか病院に行ったりするの

にちょこちょこ乗っておられる方がおられるんですけど、そういう部分も届けをすれば大丈夫なんでしょうか。 

 それから、９４ページの消火栓ですけど、ちなみに今日は消防の記念日だそうです。昭和２３年の本日、消防

法という法律ができた年だそうでございます。そういうことからも、この消防という部分に関しましては町民の

人に対しても安心・安全をしっかりとしていただくということで、安心・安全な生活を送るために必要な部分だ

と思いますんで、消火栓の設置も５カ年計画と言われたんですが、いろいろと調べていただいたり、また器具庫

というんか、消防のホース等を置いとるあの部分も、場所によっては盗難に遭うんだというような不運なことも

聞いとります。そういうことからも、調べる部分で地区の人にお願いするなり何なりしてしっかり調べて、緊急

なときにすぐ対応できるようにちゃんとできたらいいなというふうに考えております。 

 それから、図書の方ですが、全部新刊ということで非常にいいことかなと。月にどのぐらいの人が利用されて

おられるか、また活字離れの今日でございますが、本にもっと親しめてもらえるような企画、アピール等を考え

ておられるんかどうか、そこらあたりもお聞きしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） この６２ページにつきましては、自立支援費の関係でございまして、障害手

帳を持った方々に対するサービスとなっております。車椅子につきましても、続いての補装具支給事業といった

中で、障害者の方々に対する車椅子等のサービスの提供もございます。ただ、高齢者等の支援につきましては、

介護保険のサービスあるいはそれ以外の方につきましては社会福祉協議会の方において車椅子の貸し出し、電動

車椅子の貸し出しもありますので、例えば入院していた方々が一時的に在宅に帰られたときに必要な場合の貸し

出しであるとか、高齢者の方々に対する電動車椅子の利用とかというメニューもございますので、そういったあ
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たりを社協、包括、健康福祉課で情報共有いたしながら支援してまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（当瀬万享君） 社会教育課長 山﨑君。 

○社会教育課長（山﨑信行君） 図書館のことについてお答えいたします。 

 正確に何人という数字は今持っておりませんが、和気の図書館で１日約７０人の方、また夏休みの期間はこれ

より大分多くの方が利用していると司書の方から聞いております。 

 また、どのような工夫をしとるかということでございますが、ブックカフェといって町の方でお茶、クッキー

等を用意しまして、佐伯の図書館であれば２階のちょっと出ている外のスペースがございまして、そちらでお茶

を飲みながら本を読んでいただくというような週間、ブックカフェ週間、そのような新しい事業をやって一人で

も多くの方に利用していただこうと思ってそういうことをしております。 

○議長（当瀬万享君） ９番 広瀬君。 

○９番（広瀬正男君） ありがとうございました。町民のためを思ってこういうことも広めていこうという部分

でありましたらどんどん進めていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

○議長（当瀬万享君） ここで１３時まで暫時休憩とします。 

               午前１１時５８分 休憩 

               午後 １時００分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ７番 尾﨑君。 

○７番（尾﨑忠信君） １つだけ質問させてください。 

 ４１ページ、地方公会計対応支援事業ということで４００万円上がってます。これは複式簿記だろうと思うん

ですが、今後のスケジュールとそしてどういう形式あるいは様式でこの会計事務を公表するような形に持ってい

くのか。それを、もう我々もあと半年もすれば決算議会があるわけです、それに備えてあらかじめ示してほしい

なというふうに思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（当瀬万享君） まち経営課長 立石君。 

○まち経営課長（立石浩一君） 失礼いたします。 

 公会計につきましては、議員からご指摘がありました件ですが、新たに様式といたしましてなかなか財務４表

といいますが、民間の企業で行われております賃借の対照表、行政コストの計算書、それから純資産の変動計算

書、それと収支の決算書をあわせての公表という形になります。わかりやすい形で議員の皆様に資料の方の提供

をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） ７番 尾﨑君。 

○７番（尾﨑忠信君） 初めてのことですので、丁寧な説明をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第２８号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２８号を総務文教及び厚生産業の各常任委員会並びにごみ処理施設整備事業特別委員会に付託したいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 
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 したがって議案第２８号は、総務文教及び厚生産業の各常任委員会並びにごみ処理施設整備事業特別委員会に

付託することに決定しました。 

（日程第６） 

○議長（当瀬万享君） 日程第６、これから特別会計予算１５件の質疑を行います。 

 初に、議案第２９号から議案第３３号までの５件の質疑を行います。 

 まず、議案第２９号平成３０年度和気町国民健康保険特別会計予算についての質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 国保が今度平成３０年度に県が管理をしていくと。岡山県国保ということになるわけで

す。それでいろいろとお聞きします。 

 １４５ページ、一番下の国庫支出金の療養給付費等負担金が、これが昨年あったものがもう皆減ですね。それ

で、その代わりに１４２ページの保険給付費等交付金、普通交付金で１４億９，４９４万５，０００円ですか。

それが療養給付費等負担金にかわるものなんですかね。国保に対する補助金というのは、昔は大体費用の８割ぐ

らいが入ってたのが、それが４割台に落ちてきて、そのことが国保の運営をやりにくくしていると、赤字になっ

てきているということがあったと思うんですけれど、そういうふうに見ていいんですかね。それにしても、減っ

てるんじゃねえんか、増えてるんかな。２億円何ぼで１４億円だから増えてるんかな。その辺の分析というか、

どういうふうに捉えたらいいのか教えていただきたいと思います。 

 それから、１５５ページの保健事業費、特定健康診査等事業費で負担金補助及び交付金、特定健診等データ管

理システム負担金４万５，０００円というのがあります。これは、要するに、私もよく知らなかったんですが、

農協が組合員健診というのをやってると、ＪＡが。そうすると、各個人個人にデータを、これ役場の方でももら

ってもいいかとか、そういうふうな話をしてるというのをちょっと聞いてたんですけれど、これは前からやって

るということも聞いたんですけれど、これは要するに昨年福岡県の広川町でしたか、視察に行っていろいろほか

の民間診療所なんかに行ったデータも町で管理してるということも聞いたんですが、それは和気町でもずっと以

前からこれをやってるんですか。その辺のこの特定健診のデータ管理システム負担金、これの性質も含めて教え

ていただければと思います。 

 それから、その上の特定健康診査委託料１，３１０万円ですか、１，２００人分ということですが、新しく健

診率を上げようということで、強化するとかそういうふうな何か今年度の扱いというのは特別変わったことはな

いんですか。その辺、広川町のあれはよかったので、保健師がどんどん外へ出ていって、町民の方がなるべく健

診をしてくださるように開拓してるというふうなのも聞いて感心したんですけれど、その辺も今年度の健診につ

いてどういうふうにやられるのか教えて。特に、私、昨年備前市内の病院で受けたんですけども、そうすると、

以前は病院の方からそういう通知があったように思うんですけど、結果については今回は町の方から結果をいた

だいたんですよね。それが結局データを共有してるということなのかなと思ったんですけれど。いわゆる健診後

の指導というのはどのように今やられてるのか。何か役場へ来いみたいな通知もあったような気もするんです

が、その辺よう行ってないんですけど、その辺の考え方はどういうふうになっているのか教えてください。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） 失礼します。 

 それでは、第１点目の１４５ページの療養給付費等の交付金、これは本目廃止という形で県の方へ移行しま

す。県補助金の交付金の中に普通交付金という項目が新設されまして、１４億９，４９４万５，０００円、この

歳入をもちまして保険給付費の方の療養諸費とか高額療養費、移送費等の保険給付費に充当されるようになりま

す。 

 それから、１５５ページの特定健診等データ管理システム負担金４万５，０００円ですが、これは特定健診の
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未受診者対策事業ということで、特定健診データを分析、それから電話受診勧奨、パンフレットの作成、受診勧

奨のはがき作成、それから送付等に係る委託料でございます。 

 それから、各医療機関からの情報提供ですが、これの経費につきましては、健診いたしましたら医療機関それ

から今回ＪＡの方にもお願いしておりますが、健診したデータを医療機関等から役場の方に提供していただくよ

うなシステムになっております。 

 それから、特定健診でございますが、これは平成２９年度から備前市の医療機関でも特定健診が受けられるよ

うになっております。そういう形で向上率の方を上げていくというような形で取り組んでまいっております。 

 それで、その情報提供に係る手数料ですが、１５４ページの役務費のところに特定健診検査記録等作成手数料

４万９，０００円を計上させていただいておりますが、提供がございましたらこちらの経費の方から各医療機関

の情報提供していただいた分について手数料としてお支払いをするように予算計上させていただいております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） わかりましたけど、要するにこの１，２００人というのは昨年よりももっと増やすと

か、こういうふうな変わった促進策というか、はがきを出されたりいろいろされてるということは知ってるんで

すけれど、健診率を上げて、町民の皆さんが自分の健康に関心を持ってもらおうという取り組みというか、そう

いう問題は昨年より特に変更はないということなんですかね。なかなか健診率というのが低いというか、岡山県

は結構、後期高齢者の私議員もしてるんですけど、かなり長野だとか高いところは５０％近くぐらいまで来ると

か、結構そういう高いところもあるんですけど、岡山県はかなり低いんですよね、この健診率というのがね。今

後どういうふうに健診率を上げることを考えられているのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） 受診率を向上ということでございますが、実績を申し上げますと、平成２８年

度では特定健診の受診率が３２．２％、それから平成２９年度におきましては３５．１％、若干でございますが

２．９％の向上率が出てきております。 

 取り組みにつきましては、２９年度では未受診者の方に電話勧奨でお勧めをさせてもらって、まだの方につい

ては健診の方をよろしくお願いしますということで、電話の方で勧奨をさせていただいております。 

 それから、新しい取り組みというのは特にはございませんが、受けやすいように、先ほど申しましたように、

備前の医療機関の方からでも受診ができるように、平成２９年度から実施をしてまいっております。今年度につ

きましても、同様のことで医療機関等で受診ができるようになっております。 

 それから、各医療機関とかＪＡの方にも健診の結果を情報提供してほしいということで、各医療機関等への説

明のお願い等も担当の者が参っておりまして、だんだんと受診される方が増えてくるんじゃないかなというふう

に思っております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） ですから、奇異な話が、もっと対象医療機関を赤磐市まで広げるとか、それぞれいろい

ろとこれからの方向性というか、その辺もあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、国は医療費抑制と

いうことをどんどん考えて、ジェネリックを使えとかいろいろとやられてるわけなんですけども、本人が自分の

健康をよく自覚するというか、それがやっぱり一番大切なことだろうと思います。ぜひとも健診率を上げるとい

うか、それを努力する必要があると思うんですけど、もう一遍、ほかの医療機関で受けた分というのは特にそう

いう特定健診というか、そういうふうにはならないわけなんですね。その辺はどうなんですか。その辺だけ、

後。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） まず、医療機関への拡大というんですか、あれですが、赤磐市の方にも医師会
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の方に、受けていただけないかということで昨年度お願いに行ったところですが、まだその時点では取り組みを

ということにはならなかったので、現在和気医師会、赤磐医師会等で調整をさせていただいておるということ

で、できる限り赤磐市の医療機関についても受診をしていただけるような体制を整えてまいりたいと思います。 

 それから、もう一点は……。 

               （８番 西中純一君「ほかの医療機関のデータがもらえるか。それは受診した

ことになるのか」の声あり） 

 医療機関から情報提供していただいたら、それは受診したという形の件数にカウントするようにしておりま

す。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３０号平成３０年度和気町国民健康保険診療所特別会計予

算についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３１号平成３０年度和気町後期高齢者医療特別会計予算に

ついての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３２号平成３０年度和気町介護保険特別会計予算について

の質疑はありませんか。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） １点だけ質問したいと思います。 

 ２１９ページの１３の委託料、市民後見人活動支援事務委託料、それから２０番の扶助費の成年後見制度利用

支援事業、これは関連あるんでしょうけど、本会議のときにはたしかこの市民後見人活動支援事務委託料、これ

はＮＰＯわけという団体があるんですかね。そこらあたりもう少し詳しく説明をお願いしたいなと思います。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼いたします。 

 それでは、２１９ページの任意事業費の中の委託料、市民後見人活動支援事務委託料の１４６万４，０００円

についてでございます。 

 これは、事務所を佐伯の保健センター内に設置をしておりますＮＰＯ法人市民後見センターわけ、こちらの事

業の運営補助金ということで、電話応対等をしていただく事務員の賃金相当を委託料という形で計上をいたして

おるものでございます。 

 それと、２０節扶助費の成年後見制度利用支援事業につきましては、成年後見制度を利用される方の中で低所

得の方、こういった方々の後見人制度の申請申し立ての費用、あるいは裁判所の方から後見人が選任された場合

に、その後見人に対する報酬、こちらの方を町の方から低所得者の方の分については助成をするという形にして

おります。予算的には、新規の申請を１件、後見人の報酬分としまして年間２４万円掛ける１０人分の２４０万

円を計上いたしております。 

 市民後見センターわけでは、今市民後見人が７名おられます。受任件数は、２８年度でございますが、２１件

というような状況になっております。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） この１３番委託料のところは、これ市民後見人という名前になってます。それから、
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２０番の扶助費の成年後見人と、これはどういうように違うんでしょうか。 

 それから、後見人になる条件というんですか、これはどういう条件の方が後見人としてできるのか。またある

いは、後見人をつけたいという場合には家族の方が多いんですかね。家族の方がぜひ後見人をつけてほしいとい

うようなことが多いのかどうか。後見人を受けてる人というのは、やっぱり認知症の方が多いかどうか、そこら

あたりお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 

 予算書の説明欄の名称につきましては、扶助費の方は法的な制度の名称、成年後見人制度というようなことで

表記を使っております。委託料の方は、ＮＰＯ法人の市民後見人センター事業、こちらに対する事業委託という

ことで、その名称をそのまま使っておるというようなことでございます。 

 市民後見につきましては、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方々の生活や財産を守るといったよう

なことを目的に定められて運用されております制度でございます。ご家族の方から後見人制度を利用したいとい

うようなことで、うちの地域包括の方へ相談があることもございますが、そちらの任意後見の方の件数について

は、それほど実際に定められる方というのは件数的には多くないというふうに承知をしております。具体的な数

字は把握はできておりませんが、件数的には比較的少数であると。どちらかというと、ご家族等の支援がいただ

けないような高齢者あるいは消費生活、金融とか財産管理に問題があり得るというようなことで、私ども地域包

括の方が情報を得ました方について、町長による申し立て案件の方が恐らく多いんだろうというふうに考えてお

ります。 

 町の方は、市民後見人を養成するというようなことで啓発活動をいたしております。後見人になりたいという

ようなご希望の方がありましたら、県の方が実施する研修会等にご参加をいただいて、その後にＮＰＯの方で後

見人としてご活動いただくかどうか、そちらについてはＮＰＯ法人の方の審査を経てなっていただくということ

でございます。２９年度におきましては、新規にお一人の方がこの養成研修を終えられて、新たに活動を開始さ

れております。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございます。ほんなら、資格というのは要するに講座を受ければ一応基本

的にはいいと。あとは、ＮＰＯの方で了解しましたという形になれば、後見人として活動できるということでよ

ろしいんですか。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 市民後見につきましては、今議員がおっしゃられたような手続で可能というこ

とになっております。 

               （１０番 安東哲矢君「ありがとうございます」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 細かい質問ですけども、２２０ページですか、認知症カフェが２団体ということで、こ

れはわかりましたけども、これはいわゆる団体の申請というか、せっかくの機会ですので、少し細かいですけ

ど、カフェの内容。 

 それから、申請はこれが２団体。例えばこういう制度を皆さんが知っとんかどうか知らんけども、これもう一

つ私もそういう団体に申請したらすることは可能なんですか。その辺を簡略で教えていただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 介護保険課長 永宗君。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼をいたします。 
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 ２２０ページにあります認知症カフェについてです。 

 町内の医療系の事業所が系列団体で行っておるものが１団体、あと介護サービス事業所の関係職員の方がボラ

ンティア団体というような任意団体として活動しておられるのが１団体、この２団体が活動をされておりまし

て、その２団体に対して運営補助金を交付をいたしております。 

 認知症カフェの内容といたしましては、認知症の方あるいはそのご家族、地域住民、福祉関係職員、こういっ

た方々が一堂に会して日ごろの情報交換をしたり、癒やしの時間を過ごすといったようなことで、お茶を飲みな

がらそういうような日ごろの疲れ、日ごろの苦労を互いに話し合ったり、あるいは新しいそういうふうな福祉情

報を仕入れたりといったようなことの活動をされております。 

○議長（当瀬万享君） 続けて。 

○介護保険課長（永宗宣之君） 失礼しました。１つお答えが漏れておりました。 

 誰でもできるかというご質問があったかと思います。福祉関係、医療関係である程度の設備が整っておって、

そういうような実績があれば書類審査でオーケーと、認めるという方向でおります。ただ、ある個人の方が、例

えば自分の自宅でこういうような事業をやりたいというようなことになりますと、どれぐらいのサービスのもの

でサービス提供ができるか、あるいは運営自体がどういったようなものになるかというのがいま一つ書類審査だ

けでは明確となりませんので、今私どもとしましては、ある程度の一定期間実際に運営していただいて、その運

営状況を見て、適当と認めればこの事業の補助対象としたいというようなことで取り扱いをいたしております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 中身はわかりました。ありがとうございました。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３３号平成３０年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特

別会計予算についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第２９号から議案第３３号までの５件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２９号から議案第３３号までの５件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２９号から議案第３３号までの５件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に、議案第３４号平成３０年度和気町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 担当者の口がよどんでいたんでちょっと悪いんだけど、聞かせてもらえたらありがたい

んですけど、２４９ページの住宅新築資金等貸付金元利収入４１万４，０００円。これは何か１９件言うたり１

７件言うたりいろいろ言ようられたんじゃけど、結局何件が今年の目標なんですか、回収の。それを教えてくだ

さい。 

○議長（当瀬万享君） 総務部長 竹中君。 

○総務部長（竹中洋一君） お尋ねの件、２４９ページです。 
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 現年度分４１万４，０００円につきましては、新築資金の関係で１９件、それから改修資金１７件、それから

宅地取得資金６件、これのそれぞれ滞納額の１％でございます。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３４号を総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３４号は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第３５号から議案第３８号までの４件の質疑を行います。 

 まず、議案第３５号平成３０年度和気町農業集落排水事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 室原の集落排水、ここで公下の方へつなぐ段取りができたというふうに聞いとんです

が、後の管理をどうせられるのか、そこらあたりちょっと教えてください。 

○議長（当瀬万享君） 上下水道課長 豊福君。 

○上下水道課長（豊福真治君） ご質問ございました件につきましてお答えいたします。 

 まず、本年度におきまして、公共下水道事業の方の変更認可申請が通る見込みでございます。それによりまし

て、農業集落排水施設の処理施設、管路等を含めて全て公共下水道の方に移管するという予定になっておりま

す。後利用につきましてですが、これは農林水産省の協議を既に終えておりまして、将来的には防災拠点施設と

して利用できるよう、今後地域の方と協議を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 懸案事項でお疲れでございました。ご苦労さまでしたの話なんですが、防災施設という

のはちょっと地域的には無理があるかもしれんけど、何かもう後は使い道ねえわな、なかなか。いい方法を検討

してください。経費が要らんようによろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３６号平成３０年度和気町駐車場事業特別会計予算につい

ての質疑はありませんか。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） ２７８ページ、決算そのものは不動産収入で安定した運営かなと思っておりますが、１

つ駐車場絡みで。 

 駅前駐車場、私も何回か一般質問でも言いましたけども、駐車場が皆さんご承知のように、日々大体駅前の方

は午前中の時間帯、上の方の信号がある側、駅前ですけども、満タンというのがほとんど、常態的です。これは

もう都市建設の方も十分把握しておられて、できればＪＲの土地の取得といいますか、それを早急に、今段取り

されとるということで下話はされとんでしょうけども、できれば一刻でも早くあそこを、駅前の利用というんも

含めて、駐車場があの状態ではなかなか難しいんで、ぜひとも町を挙げて駅前の駐車場の取得、整備について前

向きな努力をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 
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○産業建設部長（南 博史君） 失礼いたします。 

 駅前駐車場でございますが、もともと定期は４６台としておりましたけれど、一般駐車を１００円にしたとい

うことで、そちらの方へかなり移っとりますので、今現在定期の枠が３４台、一般枠５２台で運用をいたしてお

りますが、まだなおかつ満車状態が続いているということで、ご承知のとおり、駅前駐車場の旧ＪＲの引き込み

線を購入いたしまして拡張するということで今進めております。 

 今回、繰越明許にありましたように、設計業務が少しおくれておりますが、今の予定ではぜひ３０年度中には

もうＪＲと協議を終えまして、３１年度で用地購入、移転補償が済みまして、３２年度には工事を行い、供用開

始をしたいと。約３０台ほどは増えると思いますので、有効な利用につながろうかと思っております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） わかりました。できるだけ早くお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３７号平成３０年度和気町公共下水道事業特別会計予算に

ついての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第３８号平成３０年度和気町特定環境保全公共下水道事業特

別会計予算についての質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第３５号から議案第３８号までの４件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３５号から議案第３８号までの４件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３５号から議案第３８号までの４件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

 次に、議案第３９号平成３０年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計予算についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第３９号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３９号を和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３９号は、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第４０号平成３０年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計予算についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第４０号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 
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 議案第４０号をごみ処理施設整備事業特別委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４０号は、ごみ処理施設整備事業特別委員会に付託することに決定しました。 

 次に、議案第４１号から議案第４３号までの３件の質疑を行います。 

 まず、議案第４１号平成３０年度和気町地域開発事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） ３６１ページの工事請負費が２億４，９００万円ですか。それから、補償金が９，６３

０万円、これは何か広域水道企業団と言われたんですけど、あそこの現場を見てみると残土処理場という形で、

広域農道の分ですか、それか美作岡山道路でしたか、３万立米が入るということだったと思うんですけれど、あ

あいうふうな形でやってるんで、それはもうそのまま、無償ということはないと思いますけど、それを工事の材

料として使ってるということなんですかね。残土処理場という表現をされているのでその辺がよくわからないの

で、お願いしたいと思います。 

 それから、まだ２件だけ土地の売却者に対しての入金というか、それが終わってないんですかね。何か２件終

わってないということをもう一遍お願いします。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 西中議員の質問にお答えします。 

 ３６１ページの工事費ですが、この工事費は水路、貯水池等、それから自転車道の迂回の工事費です。現在の

土の搬入については、残土処理ということで一切工事費はかかっておりません。 

 それから、補償費の方につきましては、広域水道企業団の方が、移設をしますので、補償費として組ませてい

ただいております。 

 それから、土地２件の件ですが、１件につきましては個人の方が相続を自分でされるということで、名義の変

わるのを待って支払いするように準備しております。あと一件につきましては、いろいろな関係がありまして、

書類で今連絡をしながら契約の段取りをしております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） それじゃあ、基本的にはもう設計がいろいろ難しい面があるとか、進入路がどうとかあ

ったということでございますが、そういう点はもうきちっとクリアして、契約書が２件きちっと契約状態になれ

ばその工事を進めていけるということでありますね。その点だけよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 契約終了ができましたら、申請等の準備をいたしまして、工事の発注に移っていき

たいと思っております。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 同じ今の工業団地の関連ですけども、今の埋め立ては、県の方からやってますのは承知

しとんですが、この造成工事、これは完成時期は今年度いっぱいなのか、多分３０年度のあるときでしょうけど

も。 

 それともう一件、あとそれは、今から多分もう段取りをされとんでしょうけども、いわゆる企業誘致の応募状

況、それから働きかけ、それは具体的にどういうふうにされとんか、今現在のわかる範囲でお教えいただきたい

と思います。 
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○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 居樹議員の質問にお答えします。 

 工期は３０年度いっぱいを予定しております。 

 それから、一緒に販売の方なんですが、県の大阪事務所等を通じて企業に働きかけをしていただいておりま

す。何件かの見学等も来ております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） いずれにしても、相当企業誘致の方は前倒しでいきょうらんと、なかなかそんなに一朝

一夕にいかんので、これはできたからずっとそのまま造成団地で残っとったというようなことがあったんじゃま

ずいんで、ぜひその辺は、もう言わずもがなですけども、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第４２号平成３０年度和気町上水道事業会計予算についての

質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、次に議案第４３号平成３０年度和気町簡易水道事業会計予算について

の質疑はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） ２点だけお願いします。 

 ３９６ページに、企業債で３，１９０万円、矢田地内配水管整備工事ということで、それだけ起債をするとい

うことが出ておりまして、それでその内訳として、４２３ページに委託料で矢田地内配水管整備工事設計委託４

７０万円、それからその工事請負費で矢田地内の配水管整備工事２，７２０万円ですか、５行下ですけども、そ

んなのが出とって、それが３，１９０万円だと思います。これが県の広域水道、それを直す費用なんですかね。 

 それからもう一つは、４２３ページの一番下から２行目になるんかな、県道佐伯長船線の道路改良工事に伴う

配水管支障移転工事、これが何十メートルかあるということで出てるんですが、６３０万円、これはどの部分の

――父井原ということですが――工事になるんですか、それをちょっと教えてください。 

○議長（当瀬万享君） 事業課長 岡本君。 

○事業課長（岡本康彦君） 西中議員の質問にお答えします。 

 矢田地内の水道管移設工事は、企業団地の中の田んぼの中を町の水道が通っております。その水道を移設する

ために、バイパスを組んで利用しやすいようにということで、町の水道の改良工事として行うように予定してお

ります。 

 それと、４２３ページの支障移転の件ですが、父井原地内、高下池のちょっと下になりますが、県道の拡幅が

予定されております。その拡幅位置へ水道管がちょうど入っておりますので、そこの水道管を移設してほしいと

いうことで支障移転を組んでおります。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第４１号から議案第４３号までの３件の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４１号から議案第４３号までの３件を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 
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               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４１号から議案第４３号までの３件は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しまし

た。 

（日程第７） 

○議長（当瀬万享君） 日程第７、議案第４４号権利の放棄についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第４４号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４４号を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４４号は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しました。 

（日程第８） 

○議長（当瀬万享君） 日程第８、議案第４５号和気町道路線の認定についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、議案第４５号の質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４５号を厚生産業常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４５号は、厚生産業常任委員会に付託することに決定しました。 

（日程第９） 

○議長（当瀬万享君） 日程第９、請願第１号ＮＰＯ法人和気サンシュユの会が進める薬木山茱萸の事業推進に

関する請願書を議題とします。 

 これから請願第１号の紹介議員であります万代哲央君から説明を求めます。 

 ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 請願第１号ＮＰＯ法人和気サンシュユの会が進める薬木山茱萸の事業推進に関する請願

書が平成３０年２月１５日付で議会議長宛てに提出されました。 

 私はこの請願趣旨に賛同し、紹介議員をお引き受けいたしましたので、地方自治法第１２４条の請願を提出し

た際の紹介議員として本請願書の内容につき説明を加えさせていただきます。 

 請願書をごらんください。 

 請願趣旨にありますように、ＮＰＯ法人和気サンシュユの会は、サンシュユ植栽により耕作放棄地対策――こ

れは裏面の１に書いております――や観光資源化を図る――観光資源化というのはサンシュユの花を楽しみ、め

で、花見会等を開催する――そういった内容のものでございます。そういった観光資源化を図るとともに、和気

独自の特産品づくり、例えばサンシュユ茶、それからクッキー、そういった特産品づくりを目的に活動している

団体で、平成２４年８月から数えて結成６年目を迎えております。２月１４日には県民局より地域づくり推進賞

をいただいております。 
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 サンシュユの会は、活動を通して行政と協働しながら、公益性に資することまた役立つことを目的にして、豊

かな地域社会をつくっていきたいと考えていると。その理念のもとで活動しているということでございます。 

 請願事項といたしまして、ＮＰＯ法人和気サンシュユの会が進める各種事業、今申しましたような耕作放棄地

をできるだけ抑えて植林を推進するというようなこと、あるいは特産品づくりをするということ、そして手始め

に花見、春は黄色い小花の春黄金花、秋はグイミのような真紅の実が美しい秋サンゴと呼ばれるサンシュユの花

見会が町民の皆様に見てもらえるようにしたいというふうなことで、こういった各種事業に対する助成をお願い

したく請願するというものでございます。 

 お手数ですけど、裏側の方をお願いいたします。一番 後の行についてお願いしたいと思います。 

 ＮＰＯ法人は、主に活動の人的側面を担いということで、約１００名の会員がおられます。行政は、当会の事

業の活動が公益性を持つものであることをご理解いただきまして、事業への資金援助をお願いしたいと、これが

本請願の内容であろうと考えております。 

 詳しくは、裏面を一読いただきまして、皆様のご理解、賛意表明を切にお願いいたします。まことに簡単でご

ざいますけど、説明とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） これから請願第１号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 万代君、ご苦労さまでした。 

 請願第１号を会議規則第９２条第１項の規定により、初日に配付した請願文書表のとおり厚生産業常任委員会

に付託しますので、審議をお願いします。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 明日は、各常任委員会の現地視察を行い、午後からごみ処理施設整備事業特別委員会の現地視察が予定されて

いますので、ご出席方よろしくお願いします。 

 本日は、これで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

               午後１時５９分 散会 
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               午前９時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（当瀬万享君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、１０名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

（議事日程の報告） 

○議長（当瀬万享君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承を願います。 

（日程第１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問は、会議規則第５５条及び第５６条の規定に基づき、１人４０分以内、同一項目につき質問回数４回

以内を原則とし、一問一答方式で行います。なお、時間４０分は、質問、答弁を合わせてですので、答弁者は特

に簡明、的確なる答弁をお願いします。 

 それでは、通告順位に従いまして１０番 安東哲矢君に質問を許可します。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私の一般質問は２点ございます。１点目は和気町独自のヘルプマークの導入はできないかという１点目と、そ

れから２点目は、大中山地区内にある広域農道で一部の区間で速度規制ができないかと、この２点でございま

す。 

 それでは初めに、１点目の和気町独自のヘルプマークの導入はできないかということでございます。 

 内容につきましては、外観ではわかりにくい難病や内部障害などで支援を必要としている人々がマークを身に

つけて周囲から配慮を受けやすくするものであると。こういう和気町独自のものができないかという質問でござ

います。 

 皆さんのお手元、議員の皆様それから執行部の皆様のお手元にはこのヘルプマークの参考資料というものをお

配りをしております。外見ではわかりづらい障害や病気、病気の中には難病、内部障害、視覚障害あるいは聴覚

障害、発達障害、精神障害、それから認知症、また妊娠初期といろんな病気等がございます。こういう方が配慮

を求めているということを知らせるこのヘルプマークの導入が岡山県内でも広がっており、昨年の９月末までに

県の特に西部を中心に７市２町で無料配布が始まっております。普及を図るボランティアグループも誕生してお

ります。どこでも支援が受けられるように、岡山県全域での導入を呼びかけているということでございます。 

 このヘルプマークをどういう経緯で導入をしていったのかということについて少しお話をさせていただきま

す。 

 これはまず東京都から始まったわけでございます。東京都が標準様式を定めたことを契機に作成する市区町村

は、都内のみならず全国に広がっております。そういった中で、政府が昨年の３月にこのカードについたヘルプ

マークを室内用図記号を規定する国内規格、いわゆるＪＩＳに指定をしたと。これが昨年の７月からそういうよ

うに決まりました。安倍総理も、国会の答弁でヘルプマークについて大変意義があるということを述べられたと

いうことでございます。このヘルプマークの普及に取り組んでいくきっかけとなったのは、２００９年の春に街

頭演説をしていたある東京都議の方、この方に自閉症の子供がいる方が声をかけたということが始まりです。こ

の方は、私の子供が１人で社会参加できるようになったとき、災害や事故に遭遇しても周囲の人が支援の手を差

し伸べてくれるような東京をつくってほしいと、こういうことが始まりでございます。この思いをその都議の方

が受け止めて、その年の９月の都議会の定例会でカードの共通化を提案しました。２０１１年２月にも、その都
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議会で取り上げられましたが、都の対応は前向きではありませんでした。翌月、東日本大震災が発生して、混乱

の中、家に帰れない障害者が続出をしました。そこで、この都議らが再三の要請を行い、ついに都が方針を転換

して、２０１２年１０月に標準様式を定めて、それを活用してカードを作成する都内の市区町村に対する財政支

援を決めたということでございます。その結果、都によると、２０１７年３月までにヘルプマークカードを作成

する自治体は都内５２市区町村に拡大、この動きは東京都外でも少なくとも４県と、１８都道府県、４４市町村

へと広がっております。こういう経緯がございます。 

 先ほど申しましたように、２０１２年に東京都が考案してほかの自治体あるいは企業にも導入を呼びかけてい

ったと。また、日本の工業規格でありますＪＩＳを採用され、京都、大阪、徳島など府県単位の導入が進んでい

っております。岡山県内では、特に県西部を中心に広がっております。浅口市が昨年１月に無料配布を始め、２

月には井原市、その後も新見、総社、里庄、高梁、矢掛、また真庭、笠岡と続いております。岡山市は１８年度

の配布に向けて準備を進めており、ここ東備管内では瀬戸内市また赤磐市なども早期、あるいは備前市も導入し

ていくということを決めておるということでございます。 

 このマークを受け取った人はまだ多くありません。障害者施設の利用者にまとめて申請を呼びかけた井原市

は、９月末までに約１００人に配布をしましたが、他市町村は数人から６０人弱にとどまっております。各市町

とも、配布対象は住民票のある人に限られ、申請書を提出しなければなりません。障害者手帳や母子手帳の提示

を求められたり、障害や病気の具体的な状況を尋ねられたりする場合もあり、入手を諦める人もいるということ

でございます。 

 先行した東京都では、地下鉄の駅などでマークを持ち帰ることができる。申請書や手帳は必要なく、昨年３月

までに約１６万５，０００枚を配った。府として導入した京都や大阪も、府庁の担当課でなく、市区町村の窓口

に常備して、どこに出向いても申し出るだけで受け取れるようにしております。 

 岡山県内でも、マークを広めようと、昨年７月、障害児の母親らが集まるボランティアグループ、ハートエイ

ドが発足をしております。これは宮口治子代表は、現状では購入している市町に住んでいないとマークがもらえ

ない。岡山でも県の施策として配布してほしいと訴えております。県は配布は身近な市町村でお願いしたいとの

立場で、障害福祉課の方は、何を示すマークか知ってもらうためポスターやチラシを配っている。障害者への配

慮を呼びかける研修会などを通じマークを紹介していきたいというように話しております。このハートエイドの

宮口代表は、私の息子も発達障害で意思疎通が難しく、周囲の人にわかってもらえるものがないかと探してい

て、ヘルプマークを見つけたと。一昨年７月、障害児の母親や看護師ら１２人でボランティア団体をつくり、岡

山県内や広島県東部の市町村をめぐって導入を呼びかけております。福祉関係のイベントにブースを出したりし

ております。このマークのよいところは、障害名や病名が特定されないこと、障害者や病名を表に出すのがしん

どい人もいます。マークを見て何かあるんだと気づき声をかけて助けてくれればいい、どこに住んでいてもマー

クをもらえ、誰もが知っているという状況になるように取り組んでいきたいというようにおっしゃっておりま

す。 

 このことから、本町におきましても和気町独自のヘルプマーク、ヘルプカードを使っていただきたいというこ

とをお願いを申し上げたいと思います。回答の方をよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 失礼いたします。 

 私の方からは、安東議員の和気町独自のヘルプマークの導入はできないかということで、その答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 このマークにつきましては、先ほど議員の方から配付していただきましたものでございまして、経緯につきま

しては東京都が平成２４年に考案して、他の自治体や企業にも導入を呼びかけた経緯ということで議員からも説
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明がございました。特に岡山県におきましても、議員が説明されましたが、県西部を初めとする市町の方から導

入が進んでいる状況でございまして、特にこの東備管内で申しますと、瀬戸内市が昨年、平成２９年１１月から

導入しております。ヘルプマークの作成を２５０個、ヘルプカード作成１万枚ということでお聞きしておりまし

て、現在のところヘルプマークの配布の方は２５個なされているということで聞いております。 

 このヘルプマークでございますが、私どもハートエイドの代表とお話をいたしました。先ほどお話がありまし

たとおり、息子さんが発達障害で意思疎通が非常に難しく、そういったことが周りの方にもぜひわかってもらい

たいということでこのヘルプマークを見つけたということで、非常によかったということを聞いております。こ

ういったことで、和気町内におきましてもいろんな障害を持った方、それから術後でしんどい方、たくさんおら

れます。そういった方が自ら提示することによってそれぞれの方々から支援、配慮をいただけるようなことで、

このヘルプマークの導入は和気町についても同様に取り組んでいかなければならないかなと思っております。 

 特に、平成２８年４月に施行されました障害者差別解消法では、不当な差別的行為の禁止と合理的配慮の提供

を義務づけております。特に合理的配慮とは、障害のある人が役場などで利用されているときに困っていること

を伝えて配慮を求められたとき、役場等が負担にならない範囲でその人の障害にあった必要な工夫ややり方など

の配慮を行うことを求めておるものでございます。特に合理的配慮は、民間事業者につきましては努力義務では

ありますが、国や自治体、特に役所等では法的義務となっております。このことからも、身近な役場がサービス

解消の手本を示し、旗振り役となるべきであると考えておりますので、和気町でもヘルプマークに対する理解を

これから進めてまいりたいと思いますし、新年度におきましてヘルプマークの早期導入に向けて準備を進めてま

いりたいと思っております。 

 岡山県におきましては、導入に当たっては、先ほどもご説明がございました。配布は身近な市町村にお願いし

たいという方針でございますが、岡山県版のヘルプカード、先ほどの資料の方にも提示されておりますが、作成

しておりまして、和気町も含めまして各市町村の障害担当窓口の方でヘルプカードの方は配布ができる手続にな

っておりますが、和気町につきましても、県内西部の市町におくれをとっておりますが、できるだけ早い時期に

ヘルプマークの導入、そして先ほどもございました求められた障害者の方々からの手続に配慮が足りないような

ことも聞いておりますので、どなたでも手軽にこのマークを配布できますように事務的な手続を進めてまいりた

いと思いますので、今後ともご理解、ご協力のほどお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございます。 

 今、議員の皆さんそれから執行部の皆様にお配りしているこのヘルプマークあるいはヘルプカード、今回初め

て見られたという方もいらっしゃると思います。そういう意味からいいますと、まだ、これは何の意味があるん

かなということで、いわゆる告知がなかなかできてないというのが一番大きな問題ではないかなというように思

っております。 

 そういう意味では、今後やはりまず障害者施設それから町独自の広報、宣伝というんですか、たしか以前庁舎

の入り口の壁に一回何か張ったことがあったかなと思うんですけどね。それから、あるいは駅とかスーパー、い

ろんなところでもっともっと啓もう活動、あるいは今年もフェスタをやるということを聞いておりますので、そ

ういうフェスタなんかでもひとつブースを設けて、もっともっと広報、宣伝をしっかりやっていくべきではない

かなというような気がいたしますので、その辺についてちょっとお答えしていただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 先ほどのヘルプマークでございます。 

 議員おっしゃられるとおり、なかなか町民の方々に対して十分まだ理解が進んでないという状況でございま

す。今提案がございましたように、公共施設あるいは不特定多数の方々が使用されます施設等につきまして、こ
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のマークについての理解を求める告知を進めてまいりたいと思いますし、備前市、和気町で行政あるいは民間団

体がつくります自立支援の協議会のあたりでもこの話を提案させていただきまして、いろんな施設の方でもこち

ら目につくような形で進めさせていただいて、まず町民の方々への啓発、理解を求める中で、続いてマークの作

成、配布に移りたいと思いますので、早急に対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 仮にこのヘルプマーク、ヘルプカードをつくった場合、大体どれぐらいの予算になる

んでしょうかね。当然つくる数によって変わってくると思うんですけど。 

 それとあわせて、このヘルプマークをつけた方がいいというような方がこの和気町にどの程度いらっしゃるん

かなと。これもわかる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 健康福祉課長 則枝君。 

○健康福祉課長（則枝日出樹君） 作成に当たりまして、瀬戸内市の例を参考にさせていただきますと、まず昨

年導入に当たりまして２５０個作成し、経費の方が３万８，０００円程度かかっていると聞いております。カー

ドの方につきましては１万枚で約１万円ということですので、そう多額の経費がかかるようなものではないと認

識いたしております。 

 また、このマークが必要とされる方々の人数とかについては、十分把握してないんですが、例えば義足や人工

関節を使用していて、見た目ではわからないんですけど、例えば電車の優先席に非常に座りにくいといった例も

ございますし、例えばがんの治療等で副作用がありまして、通院のためにしんどい思いをしている方も、見た目

ではこういった方がどういったことでしんどい目をしているかわからないといった方もございます。それから、

特に発達障害のある子供を持たれている保護者につきましては、子供のいろんな特徴について理解してほしいと

いうことでマークを求められるケースも聞いておりますんで、こういった方々の意見も聞きながら十分に活用で

きる形で作成を進めてまいりたいと思いますし、配布に当たっては、その方の事情に考慮した形で手続的に簡単

なもので配布できるように進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございます。 

 それでは 後に、町長の方からこの件について一言よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） 先ほども担当の方からご答弁申し上げましたけど、町内におきましても、外見からは

わからなくても援助が必要な方がおられると思います。特に内部障害のある方々は外見からはわかりにくく、周

りから理解されにくいため、心的なストレスを受けやすい状況にあると思いますので、その一助となるヘルプマ

ークの導入につきましては担当課において早急に手続を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございます。 

 新しい町長のもとで早急にひとつ対応していただきたいというように思います。 

 それでは、２点目の質疑に移りたいと思います。 

 ２点目は、大中山の広域道路の速度規制ができないかという質問でございます。 

 実は、この質問をさせていただいたのは、２月にこの大中山のある方から私の知り合いを通じて要望がござい

ました。この要望の中身をちょっと紹介させていただきます。 

 平成２７年１１月に広域農道大中山熊山線が開通して非常に便利になりました。しかし、便利になったがゆえ

に交通量も増加しております。この大中山熊山線の一部は、民家数十軒の中を通っております。現在のスピード
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制限は時速６０キロであります。このままでは危ないため、開通後間もなく和気町を通じて備前署へスピード制

限の申し入れをしましたが、受け入れてくれませんでした。また、私も直接備前署を訪れ同様の要請をしました

が、規制の距離が短い等の理由を述べて受け入れてくれませんでした。国道３７４号線でも時速５０キロの 高

速度です。なぜ民家の中を通っている広域農道が時速６０キロのままでスピード規制ができないのか理解に苦し

みます。交通事故を未然に防ぐ意味からも、民家のあるところを時速３０キロ――この３０キロがいいかどうか

はわかりませんが――スピード規制をお願いしたいというように、こういう要望書をいただいております。 

 確かに私自身が考えても、町道の中を通るわけですから、速度制限がないというのも非常におかしな話であり

ます。いろんな規制が恐らくあると思います。先ほど言いましたように、区間が短いというような条件があると

いうことでできないということでございますが、やはり住民の安全というのが第一でございますので、ぜひこの

区間においてスピードの規制をお願いしたいということでご回答をお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 安東議員の大中山地区内にある広域農道で一部の区間、速度規制ができないかというご質問にお答えをいたし

ます。 

 平成２７年１１月に開通いたしました広域農道は、赤磐市熊山地区から大中山を経由して備前市へつながるル

ートとして、和気橋周辺の混雑解消にもつながるものと期待をしているところであります。道路の速度規制につ

きましては、岡山県公安委員会が安全性の確保や生活環境の保全、それから道路構造、沿道の状況、交通特性な

ど、総合的に勘案して決定をしております。 

 ご質問の赤磐市奥吉原地内から広域農道を通り大中山地内の国道までの間の一部、民家が点在する区域の速度

規制につきましては、議員おっしゃられたように、開通後に大中山区長からも法定速度の６０キロから３０キロ

に速度規制ができないかとの相談が町の方にもございました。当時、備前警察署と協議を行いましたが、当該区

間が約４００メートルと距離が短いということなどから、規制をかけることは難しいとの回答でございました。

その後、町として実施できる対策といたしまして、区長と調整をさせていただきまして、通行車両に対する注意

喚起の看板設置などの対策を講じてきたところでございます。 

 速度規制につきましては、岡山県公安委員会の所掌でございまして、町としてお答えする立場にはございませ

んが、このたび大中山区の方から町に対しまして正式に速度規制に対する要望書の提出がございました。町とい

たしましては、備前警察署に対し正式に要望ということで進めていきたいというふうに考えております。 

 それと同時に、速度規制の要望とあわせまして、地元の大中山区それから備前警察署ともご相談をさせていた

だいて、道路管理者であります町として実施できます交通安全対策を並行して行ってまいりたいというふうに考

えております。 

 また、警察に対しまして、当該区間での取り締まりの実施などについても依頼をしていきたいというふうに考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 大中山区の方からも要請が直接町の方にもあったということでございます。ここは、

先ほど言いましたように、数十軒の母屋、その中には小さい子供を持ったご家庭もございますし、それから数軒

の会社もございます。そういう意味では、非常に交通事故等が起こりやすいところでもございます。広域農道が

２７年にできて、実際これ広域農道はどの程度車の通行があるんかという辺についてちょっとお聞かせ願いたい

というように思います。上下合わせてで結構です。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 
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○危機管理室長（新田憲一君） 失礼いたします。 

 済いません。正確な数字というのは把握しておりませんが、ある日の一番多いであろう朝の通勤の時間帯にあ

そこの信号交差点のあたりに車をとめて、何台ぐらい通過しているのかというのを見たことがございまして、一

番多いときで、熊山の方から越えて来られる車、信号待ちしていらっしゃるのが３台ぐらいとまっているんで

す。それぐらいの交通量でございます。ただ、スピードの方は、下り坂ということもございまして、３０キロと

か４０キロというような速度ではなくて、もう少し速いスピードで通行しておりました。逆に、備前市の方から

熊山の方へ抜ける車も数台ございました。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 先ほどのお話の中で、４００メートル以上はないとなかなか交通制限はできないとい

うような備前署の答えだったと思うんですが、これいわゆる基準ではどの程度、何メートル以上であればそうい

う規制ができるのかということと、それから注意喚起の対策を今後していきたいということですが、もしスピー

ド制限ができないという場合に、それ以外の手段として注意喚起、そのほかどういうことが考えられるかという

ことについてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 危機管理室長 新田君。 

○危機管理室長（新田憲一君） 速度規制の基準ということですが、詳しい基準というのは持ち合わせておりま

せんが、周りの道路の形状でございますとか、周辺の環境、それからもちろん距離、道路幅員、そういったもの

を総合的に判断して速度規制の方は実施されているということでございます。 

 それから、現在当該区間では既に注意喚起の看板を立てたりするようなことは実施しております。ほかに手段

といたしましては、特に通勤の時間帯ですと、大体毎日同じ車が通られるわけで、現地での例えば啓発活動でご

ざいますとか、そういったことも警察と協力しながら実施していきたいというふうに考えております。 

○議長（当瀬万享君） １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） ありがとうございました。 

 ヘルプカードのマークにつきましては、障害者に優しい和気町と、こういうことを目指すという意味でも他市

町村におくれをとらないように、新しい町長のもとで早期に導入をお願いしたいというように思います。 

 それから、２点目の広域農道の和気町道分の速度規制については、いろんな規制が確かにあると思いますが、

先ほど言いましたように、住民の安全、これが第一でございます。そういう観点から、例外というんですか、あ

るいは特例というんですか、こういうものをやはりつくっていただいて適正な速度制限ができますように、警察

等も含めて、警察も４月から新しい署長にかわるということでございますんで、新しい署長あるいは公安のもと

でひとつしっかり検討していただいて、早期にこれも実施をしていただきたいというように思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（当瀬万享君） これで安東哲矢君の一般質問を終わります。 

 次に、４番 居樹 豊君に質問を許可します。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私は、今回はまず大きく２項目。１つは、観光イベント等の見直し、検証についてと、それから２つ目が町道

等の整備計画についてということの２点についてお伺いしたいと思います。 

 まず、１点目の方ですけども、これは観光イベントということで、これ皆さんご承知のように、和気町の総合

振興計画でも、皆さんこの冊子はご存じでしょうけども、観光の振興ということで大きな町の振興計画にござい

ます。 
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 そういう立場から、まず１つ目に行きたいと思いますけども、皆さんご承知のように、観光振興というのはや

はり和気町の魅力度、知名度アップ、ＰＲということで、それからにぎわい感、そういうことを創出するという

ことで、非常に和気町にとってみても大きなことでございます。そういう立場から、和気町の方では年間を通じ

ていろんな観光イベント等をされてます。私の感覚では、全ての計画、イベントそのものが多少私も参画してみ

てマンネリ化現象ということは否めんと思います。そういうことから今回ご質問ということになりますけども。 

 まず、１つ目、要旨として、まず町主催の観光イベントの現状と課題は何かということで、これは大きく簡潔

に答えていただきたいと思います。 

 それから、各イベントの主催者といわゆる役場の行政の職員の皆さんとの役割分担がどうも曖昧な感じが私の

目でもわかります。その辺のことと、それからかなり補助金等を投入しております。その補助金の費用と効果、

この検証はどのように行われとんかなということです。 

 それから、今後の観光イベント等の重点施策、これも後再質問で私なりに今度の重点施策を考えておりますけ

ども、町の方の考え方と私の考え方とがありますけども、私としてはこういうことを重点的にやっていただきた

いということを含めて、再質問の中で行いたいと思います。 

 それではまず、第１点目の方の考え方をよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 産業振興課長 万代君。 

○産業振興課長（万代 明君） 失礼いたします。 

 それでは、居樹議員の観光イベント等の見直し検証についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、町主催の観光イベントの現状と課題は何かというご質問ですが、イベントの現状としまして、大小様々

なイベントが町内で実施されており、代表的なものだけでも６つあります。５月、藤まつり、８月、佐伯ふるさ

と夏祭りと和文字焼きまつり、９月、りんご祭り、１０月、タンチョウフェスタ、１１月、ふるさとまつり、基

本的に実行委員会形式で運営されており、主体は町や商工会などに分かれています。そのほか、近隣市町との連

携事業や県交流都市との共同事業があります。 

 町の直営の藤まつりは、和気町のイベントとして も集客力があり、近年５カ年平均で６万１，７５３人と、

多くの観光客に和気町へ来ていただくきっかけとして重要なイベントと捉えております。また、近年は外国人旅

行客が増加しており、平成２９年度から英語ボランティアの方々にも協力をしていただき対応に当たっておりま

す。ほかにも、和気閑谷高等学校の生徒や観光ボランティアの方々、町職員のボランティアの協力がなくてはな

らない状況にあります。 

 佐伯ふるさと夏祭りでは、実行委員を中心に地域の協力を得て実施しており、食べ物出店物の中からＳ－１グ

ランプリを決定するなど、趣向を凝らして手づくり感ある祭りとなっておりますが、より広い年代層に参加して

いただける取り組みが必要となっております。 

 和文字焼きまつりでは、まき組みや駐車場設営など、事前の準備に労力がかかっておりますが、多くのボラン

ティアの協力により実施されております。 

 りんご祭りでは、りんごの収穫時期に合わせて開催しているため、日程が早いうちに決定できない点があり、

周知期間が多くとれないことなどが上げられます。 

 タンチョウフェスタでは、広くＰＲするため、県内関連施設等への連携の打診を行い協力を要請しているとこ

ろですが、イベント等の活動を行ってない団体もあるので、難しい部分もあります。 

 ふるさとまつりでは、会場が和気ドームということもあり天候には左右されにくいですが、広さに限りがある

ので出店に制限が出ております。 

 このように、イベントそれぞれに課題等がありますが、全体としてはボランティアの協力で成り立っていると

ころと毎年恒例のイベントが実施されており、変わらない安心感もあるがマンネリ化している部分、また駐車場
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など物理的に解決しにくい案件もございます。 

 次に、主催者と行政の役割分担は明確になっているかとのご質問でございますが、イベントの多くが実行委員

会形式であるため、役割を決めて委員を中心にそれぞれ対応に当たっています。一例として、和文字焼きまつり

であれば商工会青年部が運営、会場設営を役場、警備体制を消防、警察、地域連携を商店会等の地元が行ってい

ます。実行委員メンバーも高齢化してきており、後継者の育成に苦慮しています。相互に協力、連携しないと実

施しにくくなっている状況があり、行政の果たす役割も増してきていると感じております。 

 次に、補助金の費用と効果の検証についてお答えしたいと思います。 

 平成２９年度予算で言いますと、イベント補助金として５８０万円を予算計上しております。内訳としまし

て、和文字焼きまつり４００万円、もみじ祭り１０万円、ふるさとまつり５０万円、りんご祭り５０万円、佐伯

花火大会７０万円、いずれも補助金により運営がされています。 

 効果、検証についてですが、実績報告等により使途は報告されており、効果、検証の面では各実行委員会によ

る反省会等を行い、よりよい方向に向け話し合いが行われております。しかしながら、ＫＰＩ等の指標の設定が

できてないのが現状でございます。 

 次に、今後の観光イベント等の重点施策は考えているかとのご質問でございますが、これまで述べたイベント

のほかに、和気鵜飼谷温泉、片鉄ロマン街道、三保高原スポーツ＆リゾート、和気アルプス、旧大國家住宅やヤ

クルト工場見学など、観光資源は多くございます。これらをうまく活用したイベントについても検討しておりま

す。特に片鉄ロマン街道がしまなみ海道の次の訪問地として注目を得るべくその特徴をＰＲし、誘客につなげる

活動を強化したいと思っております。 

 また、広域連携として、吉井川流域ＤＭＯや東備広域観光推進協議会といった近隣市と協働で観光地域づくり

やイベント開発も行っていきたいと思っております。 

 観光ＰＲについては、継続的かつ広範囲に周知する必要があります。町外での観光ＰＲにおいて、県内でもま

だ知られてないと感じるところがあり、その必要性を切実に感じております。 

 観光客の近年の動向は、団体客から個人客へ変遷し、代表的な観光地以外に足を延ばしており、国内外を問わ

ずその傾向が強くなっております。そのため、ストーリー性や地域の方々との交流などがより重視されておりま

す。更には、その地域で行われている生活や風習までもが観光の対象となり得る状況にあります。また一方で

は、多くの観光客がまだ訪れたことのないローカルな観光地を人よりも先に訪問し、ＳＮＳ等で発信することが

トレンドとなっております。新たな手法といたしまして、ＳＮＳ等の情報発信を主軸としまして、岡山駅地下街

での映像看板や伝送看板を利用したＰＲ、近年増加傾向にある外国人観光客対策として、特に岡山空港の台湾便

がこの春から毎日就航となりますので、国外に向けたＰＲ活動と和気町の玄関口であるＪＲ和気駅周辺で看板設

置や駅待合室での映像看板による観光ＰＲも行っていきたいと思っております。 

 観光イベント等に携わる人材の確保、観光客の滞在時間の延長、地域消費の拡大への取り組みが重要であるこ

とから、地域団体、商工会、町民の方々と連携し、迎える側としての人材育成や受け入れ態勢を充実させ、おも

てなし力のレベルアップを図り、ＳＮＳを初め様々なＰＲ活動を行い、町民と一体となり観光地づくりやイベン

トを実施したいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 一通りお答えいただきましたけども、まず１番目の方ですけども、やはり全体的にもマ

ンネリ化、それから実行委員の方の高齢化と、そういういろんな問題、これからこういうことを継続していくの

はかなり難しいことだと思います。 

 そういう意味で、今もされてますけども、いわゆる商工会、観光協会、これとの連携強化というのが、私も多
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少の町内のイベントには参画させていただきますけども、全体的に協力体制がやや弱いんかなということで、そ

の辺はこれからも強力に、特に関係団体、やはり商工会、観光協会、これをもっともっと連携を強くしてやって

いくということでしますと、イベントそのもののお客さんの数も増えようし、もう同じことの繰り返しではなか

なか進歩がないんで、やっぱり一年一年積み上げといいますか、そのための検証ですから、当然反省会はされと

んですけども、少し掘り下げた検討をしながら、ある程度の大きさというのは、例えばお客さんの人数なんかを

目標を設定するとか、そういうことを抽象的じゃなしに、具体的な数値である程度目標をこしらえる。そういう

ことも反省の中に加えたらどうかなと思っております。 

 それから、２点目の方ですけども、１点目のイベントの中の６大イベントと言われました。私もこういうとこ

ろが大きなイベントだと思います。 

 それから、今課長の方から、いろんな各種イベントがありますけども、私がここで言いたいのは、町としてや

るというのは、もうあれもこれもやるんじゃなしにもう少しイベントの絞り込み。今言われた６つの６大イベン

ト、これを基本的にはそういうことで、あれもこれもしようとするとやっぱり無理が来るかなと。やっぱり動員

の力も厳しいということで、やはり今言われた６大イベント、藤まつりを初めとした、これなら異論はないと思

いますし、この辺、人、物、金をもう少しここに、いわゆる選択と集中という言葉がございますけども、具体的

にイベントにおいてもそういうことを具体的に実践されたらどうかなということを私は考えております。 

 それから、役割分担の方はもうそれなりにということで、具体的にありましたんで。私が思うのは、ややもす

ると、変な言い方ですけども、産業振興課が窓口になりますけども、結構いろんな場面で産業振興課の方がいろ

んなイベントの下手間と言うたら変な言い方ですけど、結構作業的なことをされとるということで、そらもちろ

んそのことは大事なことなんですけども、そういうことでやっぱり役場の職員の方の役割と、それからその辺の

実行の主体のそういう意味の役割分担ということで、余り細かくは言えませんけども、やっぱり産業振興課の職

員の方も真面目に参画しとんじゃけども、やはりその辺のことをきちっとこれから実行する場合に当然必要と思

いますんで、そういう意味で言わせていただきました。 

 それから、補助金も、これ今回の骨格予算それから本来の予算でもかなりの観光イベント等には予算を投入さ

れております。そういう意味で、費用と効果というのは、観光なんかは数値ではなかなか難しいことだとは承知

しております。しかし、やっぱりこれだけのものをかける以上は、検証して、ただただこれはもう和気町に人が

大勢来るからいいんだといううんぬんじゃなしに、もう少し掘り下げた形、本来の観光の意味、イベントの意

味、そういうこともこれから掘り下げていく必要があるかなというように思っておるところでございます。 

 それから、次の４番目の今後の観光のイベントの重点施策ということですけども、その辺は私は６大イベント

を中心に今言うたようにやっていただくということですが、それとあわせてもう少し、一般的には言われません

けども、和気ドームとか体育館、それからプール、この辺のイベントの誘致といいますか、ご承知のようにこれ

は観光というよりもイベントになりますけども、観光とイベントということですけども、和気ドームなんかもい

ろんな活用方法、例えば一例を挙げれば、毎年ドッグレースといいますか、ドッグショーなんかをやっとんのは

皆さん方はご存じないかもわかりませんけども、これ全国の方から、犬のを毎年開催しておりますけども、結構

中四国から広く来られます。そういうこともありますんで、ドームの活用とか、それだけじゃございませんけど

も、やっぱり和気ドームはもっともっとこれは値打ちのある施設だと思います。それから、体育館も 近では、

立地がいいもんで、いろんな県とかの大きな大会が和気の体育館でされております。といいますのは、団体スポ

ーツですので、例えばバスで来るんであれば和気インターからバスで来て運べる。それから、子供、それぞれの

方は、和気駅から歩いてすぐということで、やっぱりもう少し体育館のＰＲといいますか、この辺のことも、イ

ベント誘致に向けてもう少し大々的にＰＲされたらどうかなというように思っております。その中には民間イベ

ントもありましょう。それから、県とか近隣市町、やっぱりいい財産、施設を持ってんだから、これをもう少し
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近隣の市町にも和気でやろうということをＰＲしてもらっていいと思います。これは自治体同士でできることで

すから、お金もかからんと思います。そういう近隣との意思疎通、県との意思疎通、もっともっとそういう施設

もＰＲということで考えていただければというように思っております。 

 それから、今問題として私が考えとんのは、前後しますけども、今本庁舎と佐伯庁舎でいろいろやられてます

けども、何か旧佐伯の場合は佐伯庁舎ということだけで、もう少しこの今の６大イベント、こういうものを、も

う佐伯とか和気とかそういう障壁は取って、全体として取り組む、そういう体制のものでぼちぼちやっていただ

いて、やはりもっともっと大きなイベントにするというのが。私、例えばタンチョウなんかに行っても、県がや

っとるけども、どうも事業とかは毎年行ってみてももう現状そんなに大きくなってない、もう毎年同じことをや

っとると。やっぱりこれを少しずつレベルアップというんか、そういうボリュームアップするためには、そりゃ

あ一つにはお客さんにＰＲなんかを県との関係でもう少し、あそこをやっとる県の事業団がありますけども、あ

そこなんかとのもうちょっと事前の打ち合わせとかそういうことをして、特にタンチョウなんかというのはこれ

希少な割と趣味の世界で多少一般的なレアとは違いますけども、これは貴重な施設です。これをやっぱり生かさ

ん手はないんじゃけども、どうも、私も毎年行っていますけども、そういう取り組みの体制がやや弱いんかなと

いう気がしております。それも具体的にアクションをとればということで、あそこは県の施設ですから、アプロ

ーチしていただくと。これはそんなお金もかかりません。ぜひそういうことを、佐伯庁舎だけということじゃな

しに、町全体として取り組むということ。 

 それから、佐伯で言えば、もう一つは、これから注力するということで、三保高原のスポーツ＆リゾートとか

がありますけども、これについても、これは意外と皆さん地元の方はそんなに関心持っとられんかもわからんけ

ど、今現在、いろいろ聞いてみますと、県内外からのお客さんが結構おられて、例えばテニスサークルが岡大に

は４つ５つあるらしいですけども、１サークル来たところでも、あそこ６面ありますけども、宿泊されて、テニ

スとか、それからグラウンドゴルフとか、サッカーとかいろんなことでやられておるのが、意外と私らも今回い

ろいろ教えてもらって初めて知ったんですけども、あの貴重な財産、これをもう少し注目せないけんなというこ

とで。 

 まず、ロマンツェ。あそこの場合、ロマンツェは指定管理で別ですね。それから、ロマンツェ一連の指定管理

の部分とりんご祭りがありますけども、その辺をなぜ一体化しないのかなということで、これは指定管理の方と

一緒にするという、その辺のコラボレーションといいますか、その辺もずっとこれからの課題としてはそういう

ことをぜひやって、要はお客さんにどんどん来ていただくというようなことを入れる必要があるかなというよう

に思っております。 

 それから、もう一つは藤まつりです。これも本会議でちょっと言いましたけども、藤まつりも約２週間の藤ま

つりだけというのは余りにももったいないというようなことのいろんな町民の方からの意見がございます。あそ

こも、聞きますと、一部藤まつりのところの山沿いを少し切って広くするということをお聞きしておりますけど

も、立派な芳嵐園もございます。あの芳嵐園を例えばきちっと整備して、私が小さいころはあそこに遠足に行き

ょうったけども、キャンプ地なんかにあそこを活用したらいいかなという人もおられます。いろんな人の考え方

があって、もちろん美しい森がありますけども、あそこはああいういいロケーションですから、そういうことで

もう少し、私もこれといった提案はできませんけども、藤まつりのあの公園、あそこは行ったらいいとこです。

もう少しみんなで知恵を出し合うて、何かこういうことをやろうからいうても、みんなでブレーンストーミング

じゃないけども、お互いに言い合っていい方に持っていくような形でこれから今後進めたらどうかなというよう

に思っておるところでございます。 

 それから、これは既存のもんですけども、１つ、この際ですのでこれからの提案ということですけども、毎年

１０月、１１月の駅前を中心としたものづくり、これを今協働プランでやってますけども、もうご承知のよう
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に、去年、おととしとかなりのイベントになっております。そういう面では、個別には産業振興課長なんかにも

お話をしたことありますけども、何とか町として、もう協働提案では３年ということで期限がございますけど

も、もうかなりのもんで大きくなっております。そういう面では、ちょっと後ろからてこ入れをということで、

少しイベントというのは何もかんも同じことをもう、やっぱりイベントそのものをスクラップ・アンド・ビルド

という言葉があるように、ある程度陳腐化したものはこの際やめると言うたらおかしいですけども、新しいもの

を取り入れると、そういうことで時代の変化に応じた観光イベントも見直していかんといかんということを言い

たいわけです。その辺で考え方がありますれば、多少雑駁になりましたけども、考え方をお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（当瀬万享君） 産業振興課長 万代君。 

○産業振興課長（万代 明君） 失礼します。 

 何点かありましたが、まず商工会、観光協会等ともっと連携をして協力体制をとって事業を進めるべきではと

いうご意見でございましたと思いますが、ぜひより一層連携強化を図って事業を進めていきたいと思っておりま

す。 

 また、そういったイベント等の指標を作成してはということでございます。こちらにつきましても、客観的に

見える数値化できるものをぜひ作成して今後につなげていきたいと思っております。 

 それから、町としてイベントの絞り込みをするべきではないかというご意見がございました。こちらにつきま

しても、今６つの大きなイベントがあります。それ以外についてもスクラップ・アンド・ビルドということで、

先ほどの指標とあわせ持ってまた検討していきたいと思っております。 

 それから、藤まつりの関係で、２週間程度ということで、それ以外に何か活用できないのかというご意見でご

ざいます。周辺整備、来年度予算で藤公園の東側の山際、そちらの木を、ちょっと藤が日陰になりますので、伐

採させてほしい旨予算を計上しております。それとあわせまして、その土地の所有者と話がうまくいけば広げて

いきたいなという構想もございます。 

 また、議員が言われたように、芳嵐園はさくらの名所でございます。それからまた、もみじ山といった周辺に

は観光イベントなるもの、観光施設なるものがございますんで、そちらについても引き続き整備をしていきたい

とは思っております。 

 それから、ものづくりフェスタのことですが、町の玄関口である駅前の商店、旅館、更には空き店舗を有効活

用して今現在ものづくりフェスタが開催されております。このものづくりフェスタは、ワークショップなどもあ

って、来られた方自体も参加する全ての方が魅力あるイベントとなるべくと思っておりますが、こちらについて

は商工会とより一層連携を図っていただいて、もっとレベルアップといったらあれなんですが、引き続き魅力あ

るイベントを実施していただきたいと思っております。今すぐに町が実施するイベントとは今現在は考えてござ

いません。 

 あと、和気ドーム、体育館、プール等を活用してはというご意見でございますが、こちらについてもまた検討

していきたいと思っております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 今それぞれご答弁をいただきました。いずれにしても和気町にとって重要な観光振興で

ございます。ぜひ中身のある議論をしていただいて、大変でしょうけども、大きな観光イベントに、和気町の観

光ということをもっともっと前面に出していただきたいということでお願いしたいと思います。 

 それじゃあ次に、２点目に入りたいと思います。 

 これは、町道等の整備計画ということですが、まず中身的には多少具体的な項目になりますけども、１つは町

道日室７号線改良工事ということで、平成２５年から第１期ということでやっていただきましたけども、あそこ
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の場所を町の担当者の方はわかりますけども、５メートルの立派な道路にしていただいております。約４，００

０万円弱の結構大きな金をかけてやっておりますが、言ってみれば、メートル数で言っても２３４メートル。し

かしながら、これ両方ともちょん切れとんです。そういう意味で、せっかくの道路が、４，０００万円近い金が

言ってみれば死に金と言うたら変な話ですけども、やっぱりもったいない。もったいないというか、こういうの

ではいかんので、道はつないで何ぼということですので、ぜひこの観点から提議させていただいております。こ

れの延伸について、考え方を、１期は終わりましたんで、あと２期をどういうような形でやるのか、時期も含め

てその辺の考え方です。 

 それで、ご承知のように、あそこの日室から日室台、稲坪にかけての、それから 終的にはルート３７４とい

うことでいくわけですけども、交通量も結構多いところでございます。参考までに、あの辺の交通量が把握でき

とれば教えていただきたいと思いますけども。今は、区内の狭い道を結構日室の方はそれこそもう昔の道ですの

で、これは早期にお金が少々かかっても何とか全線開通というのを、これはもう主導命題でやっていただければ

と。そうすれば、藤野の方から橋を渡って、山陽線の下は狭いですけども、あれから３７４にショートカットで

きるということで、かなり私の目では交通量は相当毎朝備前の方へ仕事に行かれる人で多いと思います。そうい

う意味で、交通量の把握もあれば、かなりこれはもう間違いなく交通量も多いです。そういう意味で、これ日室

地区というか、あの辺一帯の長年の懸案でございます。ぜひそういう面では、お金がかかるのはわかっとんじゃ

けど、もうやっぱり全線開通せんとお金が半減してしまうんで――値打ちが――だからそういう意味でぜひ考え

ていただきたいというのがこの趣旨でございます。これは余りあれこれ言う必要はありません。これは、もう町

の方の決断と実行ということしかありません。 

 それから次に、県道和気熊山線の拡張ということですけど、これはご承知のように、金剛川を渡ったら本荘第

２排水ポンプがあるあそこの熊山へ抜けるＪＲと吉井川のあの狭い道ですけど、あそこも昔、これも相当数十年

前からあったと思います。ただ、あそこは拡張というのもなかなか、技術的にはできんこともないんかもわから

んけど、ああいう形状の中で。ですから、私、ここで拡幅というのは、一部待避所、町の方も今まで多分県の方

へ要請しながらされとると思います。私もよく、たまたま近くですので、あそこを通るんですけども、今６カ所

たしか待避所みたいなんがあったと思います。けど、割合と通ってみてそんなにがっちんこになるということは

ありません。しかしながら、もう少しこの待避所、これを今の技術で言えば、待避所ぐらいは、町の方からの働

きかけいかんでは県の方にやっていただけんかなというようなことで思っております。 

 それで、ご承知のように、今あそこを朝、金剛川の土手を通って、３７４に行く人と新しい踏切、あそこを渡

る人と熊山へ抜ける人と、あれからずっと熊山から万富、それでまして、ご承知のように、熊山からはあの土手

がずっとできましたわね、万富までストレートにあんな立派な道ができました。だから、そういう意味で、皆さ

んやっぱりよくなれた人はあそこが近道というのをよう知っとるんで、そういう意味で今回私も一部拡幅という

ことの要請をしたわけでございます。それについての町の方の現状認識と県への要望状況、その辺を答えていた

だければと思っております。 

 それから、３点目は、道路等の行政区、毎年１１月ごろには行政区の方からいろんな要望事項が出ますけど

も、私全部見たわけじゃありませんけども、総じて道路関係の要望が農道を含めて多いと思います。そういう意

味で、町の方は順番として優先順位ということでやるんでしょうけども、特に道路インフラというのは一番生活

にとって大事なとこですので、その辺は、この道路だけ優先ということはございませんけども、その辺を十分配

慮していただいとるとは思いますけども、再度こういう場でお願いしたいということでございます。 

 それじゃあ、時間もありませんので、この辺について町の考え方をお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） それでは、失礼いたします。 
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 居樹議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の町道日室７号線の延伸についてどのように考えているかということでございますが、日室７号

線といいますのは、日室のＪＲのガードから日室台の方へ行く町道がございますが、その町道沿いに日室のコミ

ュニティハウスがございます。日室のコミュニティハウスのすぐ東側にある地区内の生活道路でございます。こ

の道路の拡幅につきましては、地元日室台区より、狭い上に通行しにくいということで拡幅の要望が出されてお

りました。それに伴いまして、町は現地を調査し検討した結果、要望箇所だけではなく、先ほど議員の方がおっ

しゃいましたけれども、投資的効果や将来の交通対策を考え、路線を延長し、日室台方面へ抜けるバイパス的な

道路整備として計画を策定いたしました。総延長は４９４メートル、幅員は５メートルで、工事区間を１期と２

期に分けて、まず地元が要望されておりました約２３４メートルを平成２５年度から４年間かけ、約３，７００

万円を用いまして工事を完成させております。次に、２期工事部分でございますが、日室台付近までの残り２６

０メートルにつきましては、整備に多額の予算を要し、また全額町費であることから、財政状況を十分検討し、

事業の実施年度を決定したいと考えております。 

 また、日室区から追加で要望がなされております。完成しました町道、金剛川の堤防付近でございますが、そ

れからＪＲのガード下までということで約２００メートル、こちらについても整備の要望がございました。とい

うことで、総延長が６９４メートル、これを第３期分として計画をしたいと考えております。この３期部分につ

きましては、家屋や用水路に影響があることから、地権者や関係者のご協力が得られ次第、まず日室台方面への

２期工事部分よりは先にこちら側から事業を進めてまいりたいと思っておりますが、先ほど議員がおっしゃられ

ましたように、全額単独町費ということで多額の費用も要することから、地元と十分協議の上着工時期について

は今後十分検討してまいりたいと思います。 

 それから、２点目でございます。 

 県道和気熊山線の待避所ということでございます。 

 こちらは、先ほどご紹介がございましたように、金剛橋から和気駅前を通りまして熊山方面へ抜ける吉井川沿

いの非常に狭小な県道でございます。拡幅につきましては、山陽本線と河川の間ということで非常に制約がござ

いまして、拡幅は困難となっております。なお、先ほどご紹介がございましたように、数カ所整備をされてはお

りますが、岡山県とも何年も交渉しておるんですけれど、県といたしましてはあの状態で一応完了したという認

識を持っております。しかしながら、住民の安全な通行のために、町といたしましてもまだまだ待避所の新設は

必要だと感じておりますので、今後も粘り強く県に対しまして要望を重ねてまいりたいと思っております。 

 それから、３点目でございます。道路関連の行政区要望に対する対応は十分図られているのかということでご

ざいますが、毎年秋に区から要望をいただいております。この要望書に基づきまして、都市建設課、事業課の方

で全ての箇所の確認に回っております。そうした中で、現地の通行の状況や投資効果、傷みぐあいなどを確認い

たしまして、予算措置の方をいたしております。なお、和気町では、２９年３月末現在で９３１路線、総延長約

３４１キロメートルの町道を管理しております。その多くがかなり舗装の傷みが生じていることから、特に舗装

修繕の要望が多く寄せられております。そうした中で、町の財政事情からも、予算にも制限があるということか

ら、全ての要望を実施することは非常に困難となっております。町民の方々にご不便をおかけするかもしれませ

んが、この限られた予算を有効に使い、道路整備を行ってまいりたいと思っておりますので、ご理解をお願いい

たします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） 考え方はわかりました。 

 後に、１番と２番の観光の分と、それから今の２問目、道路関係を含めて、トータルで総括的に、副町長、
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重要事項ですのでぜひ全体的な考え方をお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） 第１問目の観光イベントにつきましては、先ほども担当課長の方から申し上げたとお

り、６大イベントだと言っておりますけど、これは見直しは時期が来たということも考えておりますので、予算

査定のときに担当課長ともよく話をしまして、今後そういうことを検討する時期に入ったよということも申し上

げておりますので、そういう方向が出てくるんだと思っております。 

 それから、２点目の道路整備については、地元要望等のことには、これからの道路の整備というのは、新しい

ものをつくる時代から維持管理をしていく時代に入ったなという感じがしておりますので、ただ必要性のある道

路整備については、地元要望を踏まえて、投資効果も踏まえながら進めてまいりたいと思いますが、これからの

道路整備は管理をする時代だという認識をいたしております。 

○議長（当瀬万享君） ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） それじゃあ、時間が参りましたので、今総括答弁をいただきまして、ぜひ観光の方も、

それから道路の方も。ただ、こだわるようですけども、たしか道路の方は、日室７号線についてはこれはもう途

中今一部やってますので、２３０メートル、ですからこれを全線通すような形で、これは維持管理の延長という

ことでぜひお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） これで居樹 豊君の一般質問を終わります。 

 ここで１０時３０分まで暫時休憩といたします。 

               午前１０時１５分 休憩 

               午前１０時３０分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、５番 万代哲央君に質問を許可します。 

 ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 

 防災都市公園整備事業につきまして、１２月定例会に引き続き一般質問をいたします。 

 私の主張したいことは、２点あります。 

 １つは、今の和気町に野球場の新設は本当に必要なのか。必要ないのではないかと私は考えております。 

 ２点目は、この事業の決定に至る過程が余りにも一方的、独断的過ぎて、基本計画さえ示さずに拙速過ぎる

点、この２点を念頭に置いて、じゃあどうすればよいかということを考えていきたいと思います。 

 通告に従いまして、まずは当事業に関する概要を知るため質問いたします。 

 １つ目に、事業概要と目的、つまりどんな事業かということです。 

 ２つ目に、事業の要件は何々かということ。 

 ３つ目に、防災といっても、自然災害、水害とか地震を想定してのことか。あるいはまた、政治的な核ミサイ

ル等、人為的災害を想定してのことか。その防災の範囲はどこまでかということをお尋ねします。 

 それから、４つ目に、選定場所を益原地内に決めたその決め手は何かということです。 

 ５つ目に、これは１２月議会でもお尋ねいたしましたけども、当事業を取り組むに至ったきっかけ、これは何

かということです。 

 それから、６つ目、 後に、６月議会で決まった基本設計委託料、この中身について答弁をお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、防災都市公園整備事業に関する概要についてというご質問にお答えをい

たします。 
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 まず、要旨の第１番目です。当該事業の概要説明と事業目的は何かというご質問ですが、現在和気町益原地内

には、温泉客でにぎわう和気鵜飼谷温泉を中心に、テニスコート、屋内ゲートボール場、屋内温水プールなどの

体育施設や和気ドームや遊具を利用できる益原多目的公園が整備されており、今後も和気鵜飼谷温泉を中心とし

た観光及び交流拠点施設として、更なる集客力の向上、交流人口の増加、地域住民の触れ合いの場を創出したい

と考えております。 

 和気町では、これまでまち・ひと・しごと創生総合戦略により、社会動態がプラスに転じるなど一定の成果が

あらわれつつあります。今後、この流れをより推進するため、住み続けたい、住んでみたいといった町の魅力を

向上させるとともに、現在の居住者が住んでよかった、これからも住み続けたいと思える地域住民の望む施設の

整備が必要と考えられます。 

 南海トラフ地震等で想定される大規模災害に対応できる安全・安心な町和気町の実現のため、全庁的な防災体

制を確立し、避難、救援物資の集積等の拠点となる防災施設を併設した防災都市公園整備事業を計画するもので

ございます。 

 次、２点目の要旨、当該事業計画の要件でございますが、地域防災拠点としての機能を有する都市公園とし

て、主として救援、救護活動の前線基地となり、また広域防災拠点や他地域からの救護物資輸送の中継基地とな

る防災拠点としての役割を果たすため、配置については都市の規模または交通、物流の観点から、妥当と考えら

れる配置が求められています。 

 また、配置指針として、広域防災拠点からの支援物資、救援及び救助隊等を受け入れ、各被災地へ迅速かつ効

率よく配給、配備するために、災害が発生した場合においても通行が可能な幅員の広い主要幹線道路等と容易に

アクセスできる場所に配置することや、都市特性、自然特性、他の防災関連施設との連携といった諸条件を踏ま

えるとともに、広域避難地及び一時避難地の機能を有する都市公園との連携を考慮して配置することが求められ

ております。計画面積は、既存施設を含めておおむね１０ヘクタール以上が目安となっております。 

 次、３点目、当該事業の防災の範囲というご質問でございます。 

 新たに防災都市公園として整備する６ヘクと隣接する既存の益原多目的公園２．８ヘクタール及び鵜飼谷温泉

を中心とした５．８ヘクタールの公共用地及び施設を含めた合計１４．６ヘクタールが当該事業の地域防災拠点

としての機能を有する防災の範囲となります。防災とは、災害を防ぐと書くように、災害を未然にあるいは直接

防ぐ様々な行為、取り組みを言います。災害対策基本法における災害の定義は、暴風、豪雨、洪水、地震、津波

などの異常な自然現象または大規模な火事若しくは爆発などにより生ずる被害を言います。先ほど事業目的にお

いてお答えいたしましたが、和気町において想定される災害は、静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけての海

底で発生すると想定されております南海トラフ巨大地震です。 悪の場合、津波と建物の倒壊、火災などで、７

年前の東日本大震災の被害を大きく上回り、全国でおよそ３２万３，０００人が死亡し、２３８万棟余りの建物

が全壊や焼失するおそれがあるという被害想定を国が公表しております。 

 政府の地震調査委員会は、先月これまで７０％程度としてきた今後３０年以内の発生確率を、７０％から８

０％に見直しをしております。当該事業は、これらの災害が発生した場合の被災者の対応に当たる拠点エリアと

して位置づけております。 

 ４つ目のご質問です。 

 当該事業の選定場所、その判断の決め手のご質問ですが、当該事業の計画地選定に当たり、町内６カ所程度の

候補地をプロジェクトチーム内で検討してまいりました。合併後の町の中心に位置する益原地区の選定エリア

は、温泉客、宿泊客でにぎわう和気鵜飼谷温泉を中心に、テニス、ゲートボール、水泳などのスポーツ愛好家が

利用する社会体育施設や、親子連れや和気ドームの利用者が集う益原多目的公園などが集中しています。このこ

とから、観光拠点エリアとの相乗効果が生まれ、今後更なる集客力の向上、交流人口の増加、地域住民レクリエ
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ーションや触れ合いの場を創出することができる都市計画の用途地域に隣接するこのエリアが 適であると判断

いたしました。 

 本防災公園は、国道３７４号線の第１次緊急輸送道路及び県道岡山赤穂線の第２次緊急輸送道路に近接してお

り、第１次防災拠点である和気町役場から約２．５キロと比較的近いため、連携して救援活動等の対応が可能で

あります。また、既存の施設は、ふだんから多くの町民に利用されており、防災意識を啓発する拠点としての役

割を担うことも期待できます。こうした本防災公園への円滑なアクセス性、市街地との近接性及び公園内の既存

関連施設等を踏まえた役割設定が可能なことからも、選定の理由となっております。 

 ５つ目の当該事業を取り組むに至ったきっかけでございますが、当該事業に取り組むきっかけは、環太平洋大

学へ無償貸与した総合グラウンドの代替施設について、跡地利用検討委員会の課題でもあったことから、検討を

重ねてまいりました。昨年の１２月議会定例会において、議員からのご質問に対し答弁もいたしましたが、総合

グラウンドの代替施設の整備に当たっては、財源確保の面から、グラウンド単体としての整備ではなく、社会資

本総合整備交付金を活用できる防災都市公園整備事業で整備する計画が妥当と判断したことになります。 

 後、基本設計委託料の業務内容と成果物は何かというご質問でございますが、本業務は、公園整備に関連す

る他の施策、計画などの動向も踏まえつつ、和気町地域防災計画、和気町都市計画区域マスタープラン、岡山県

地震・津波被害想定調査、岡山県地域防災計画などを参考に、平常時には町民の憩いやレクリエーションの場と

して潤いと安らぎを与える一方、非常時には町民の安心・安全につながる防災公園として整備するための基本計

画の策定を目的とするものです。 

 業務の内容としましては、基本計画を策定するに当たり、必要な地形測量業務及び設計業務としての基本計画

の作成があります。基本計画の作成は、計画区域及び周辺施設等の現況把握を行った上、データの分析、計画地

域の特性をまとめ、整備計画についての問題点等の把握を行います。また、あたえられた条件の整理、計画方針

の設定、ゾーニング等、施設の配置計画を作成し、計画区域において設定した機能及び施設の配置等を平面図と

して取りまとめます。基本計画図に基づき、概算の工事費を算出し、基本計画説明図書として施設計画検討資料

やＰＰＰ、ＰＦＩの導入検討資料、費用便益の算出資料作成及び基本計画に基づいた鳥瞰図の作成などがありま

す。本業務の成果品といたしましては、報告書２部、電子データ２部で、本年３月３１日の完成予定となってお

ります。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 私は、 初に言いましたように、この野球場は必要ないと言いながら、こうやって町が

進めようとしている防災都市公園事業について、あらましを聞くのが礼儀じゃないかと思ってお聞きしたわけで

すけども、今答弁をいただいたことの中できっかけとかいろいろ言われたんですけど、私は必要ないという立場

から、過去をちょっと振り返ってお話をさせてもらいたいと思います。 

 今お答えいただいたように、去年の全員協議会でこういう話があったというのをいろいろ１２月にも話されま

した。私も、全員協議会の記録を全部読み返しました。これだけあります、去年の。 

 去年の１月１９日にまずこういう話があるんですよ。議員の中から、総合グラウンドやテニス場を手渡すこと

になれば、そこを利用していた者の利用ができなくなるので、まず利用状況を調べて、利用者が佐伯グラウンド

やほかのテニス場でよいのかを調べないといけないと、こういう質問をしとんですよ。まず、なくなれば利用者

が困るから、じゃあ佐伯のグラウンドでいいのか、テニス場でいいのか、利用者に聞いてみないといけないねと

言ってるんですよ。そしたら、それに答えて、町内に野球場がないと申しわけない。担当でよそのグラウンドを

視察している。代替施設が必要ということの中で今後検討を加えると、こういう答えなんですよ。つまり１月１

９日の全員協議会でもうこんなことを言ってるんですよ。もう違う新しいグラウンドをつくらにゃいかんという
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ようなことが頭にもあるわけです、去年の１月１９日です。 

 ほんで、今度は５月１５日、この日の５月１６日の全員協議会で、多分５月１５日だったと思いますけど、跡

地の検討委員会があったわけです。総合グラウンドをＩＰＵが使うようになるなら、佐伯グラウンドの照明を整

備して、当面はそこを活用いただいて、近い将来はもっともっと立派な施設を和気町に求めていく。有利な財源

を確保して、町民が利用し、また県など行事にも和気町の施設を使用する、そういった内容を執行部に跡地委員

会として昨日申し入れたと書いてるんですよ、５月１６日ですよ。そしたら、議員が、じゃあ町長はどういう対

応をと言うたんです。そしたら、町長は跡地委員じゃないと答えた。そしたら、町長が自らまだ答申はない、ど

うこう言えないと、こう答えてるんです。つまり５月１６日の時点で、全員協議会のとき、近い将来はもっとも

っと立派な施設をつくって――つくるようにというのは私が入れたんですが――立派な施設を和気町に求めてい

く。有利な財源を確保して、町民が利用、また県など大きな行事にも和気町のつくった施設を使用していくんだ

と。つまり、これはよく言われる、私ほかの雑誌でも見ましたけど、和気町の、これを画期的事業とでも言った

らいいのでしょうか。どっちかというと、今平和で変化のない和気町に、夢が持てるようなとでもいいますか、

そんな考え方、そういうなんが生まれてきたんじゃないんかなとさえ思ったわけです。 

 そして、６月５日に全員協議会をやってるんですよ。この日は５月２９日の跡地委員会の報告です。ＩＰＵが

仮事業者に決定した報告があったときです、６月５日の全員協議会。ある方がこれ語っとんでしょうね、総合グ

ラウンドを占有させるなら、後の総合グラウンドの計画を早急に出すべきという意見が跡地委員会で出たと言っ

てる。この意見を踏まえて、我々検討委員会は１１人で検討してと書いとん。検討委員会は２８人多分おったと

思います。そのうちの１１人で検討して、その結論を出して、それをまとめたものを町長へ答申する。次の言葉

が、もう答申したかと。そしたら、いや、まだですと。６月５日ですよ。答申書は私も持ってますけど、これ５

月３１日付で出ているんですよ。そのときに、その全員協議会のそれから後だと思いますけど、町長が話され

た。町長の話は、教育のまち和気という話をされて、教育のまちの中に大学がある。小学校跡地と総合グラウン

ドをあわせてＩＰＵの進出があるという趣旨の発言をされたその後で、地域の皆さんのスポーツは子供から高齢

者まで健康管理の中で必要である。町には佐伯地域にグラウンドがあるが、いろいろ地域性もあり、今後の構想

としてぜひ皆さんが使えるグラウンドを和気地域で、皆さんの理解が得られれば１つ和気地域でもつくっていく

と。中学校、高校生が使えるグラウンドをつくっていくという方向で跡地の検討も進めていただいておると言っ

てるんですよ。私の記憶違いかもしれませんが、６月５日以降に検討委員会は開かれてもないと思う。理解が得

られるなら、そういう発言があるわけですけど、理解が得られるようなどんな働きをされたというんですか。今

現在、町民の皆様の理解が得られているとでも思っているんですか。そう私は問いたいと思う。どうして全員協

議会を開いて問われなかったんですか。皆さんの理解が得られればと言っておきながら、どうしてこう一方的、

独断的にこの事業を進めていったのですか。 

 １０月１３日の全員協議会、その時点ではもう既に国との約束です。つまり交付金を５年間交付してもらって

野球場を完成させるという、そういう約束を取りつけていたのではありませんか。そういう既成事実をつくって

おいて１０月１３日に説明したって、これは許せるものじゃないです。１０月１３日以降、用地買収だ、国へ申

請だとスケジュールを考えれば、１０月１３日のタイミングで全員協議会で質問して、たった３枚の紙切れを出

して、維持管理費、運営費さえ出ていない。これは協議でないですよ、報告です。報告イコール了解と、以前か

らそんな雰囲気の全員協議会です。予算案を上程する前に説明を施す、そういう全員協議会です。１０月１３日

も全く同様です。これを唐突と言わずして何と言うんですか。いや、私は本当にあきれております。私にとって

はそんな感覚なんです。 

 いいですか。答申書に書いてあると言いますけど、先ほどもそういうような答弁もございましたけども、答申

書を私も読みましたというか、全員協議会でもらいました。表紙を入れて４枚あったと思う。これです、これも
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らったやつ。その一番 後の行にこう書いてあるんです。今後については、利用者と協議を重ね、佐伯グラウン

ドの利用を促進しながら、代替施設も検討願いたいと、一番 後にそう書いてあるん。利用者と協議を重ねっ

て、利用者とどういうような協議をしたんですか。 後に１３文字、代替施設も検討願いたいとあるんです。私

も跡地の委員なんですよ。委員だったんかもしれないんですけど。今 後に言ったようなこのような意見が主流

で、検討委員会の議題の本流であったと、そんな記憶は全くありません。ひょっとしたら、誰かがこういう発言

をされたんかもしらんけど、そういったぐらいの感覚です、私が委員として出席しておって。だから、答申書に

も書いてあるから、代替施設検討やむなしとか、検討委員会から代替施設の話がスタートしているとか、とても

理解できないんですよ。これは理解せよという方がよっぽど唐突ですよ。 

 質問の 初に申しましたこの事業の決定に至る過程が余りにも一方的、独断的で、基本計画さえ示さずに拙速

過ぎるということに関して今ちょっと申し上げたわけでございます。 

 先ほど答弁の中にありましたように、南海トラフ地震の想定それから防災公園化、避難場所としての輸送経路

等々のお話があったと思うんですけど、今後詰めていく課題はたくさんあるんだなという感じがしました。この

ようなことは今後も検討をしていかなければいけないと思いますけど、昨年だって検討する時間はたっぷりあっ

たと、多くあったと思いますよ。議会にも相談すべきではなかったかと、そう思います。もう残念です。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 時間がありませんので、通告の質問の答弁をいただかないと、せっかく用意していただ

いておると思いますので、質問をさせていただきますが、今年の１月に国土交通省に対して交付金交付の申請書

を提出したのだと思うんです。その内容として、総事業費それから平成３０年度の事業費、平成３０年度の業務

計画、これを答弁してください。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） 続きまして、２番目のご質問です。 

 １月に国土交通省に対し交付金交付の申請を提出したかという、その内容の説明と総事業費及び３０年度の事

業費、業務計画についてのご質問でございます。 

 公園の整備目的及び主要施設の整備計画として、先ほども申しました南海トラフ地震等で想定される大規模災

害に対応するため、和気町地域防災計画で急務としております避難、救援物資集積等の拠点となる防災都市公園

を整備するものでございます。本町は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、本事業により備蓄

倉庫、救援物資の集積拠点、ヘリポートを兼ね備えた野球場、そして避難、被災者救援スペースとなる施設周辺

の公園、駐車場の整備を行うことで大規模災害に強いまちづくりを推進するとともに、平常時における住民のス

ポーツ振興、憩いの場を創出しますということで、総事業費は１９億９，０００万円、うち国費が９億３，３０

０万円でございます。平成３０年度事業費は２億７，５００万円、うち国費が１億５００万円の内容でございま

す。本年１月９日に、国土交通大臣宛てに社会資本整備総合交付金の申請を行っております。 

 今後の整備予定は、平成３０年度に用地取得、実施設計、平成３１年度に残りの用地取得、造成工事を行いま

して、平成３２年度以降に本体工事に着手し、平成３４年度事業完了を目指し、平成３５年度に防災都市公園の

供用を開始する計画でございます。５カ年の計画となってございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 答弁いただきました。答弁の中で言われなかったんですけども、来年度以降、申請時に

は総事業費というのは今年申請した事業費と変わってもいいんだというようなこともお聞きしております。 

 費用対効果のこと、もっと真剣な協議が必要だと思います。さらっと流すようなことではないと思っておりま

す。 
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 私は、２月２８日と３月１日に上京しました。町と国土交通省の間で防災都市公園整備事業で今後５年間社会

資本整備総合交付金が出される約束ができているのかどうか確認するために上京しました。１２月の定例会で私

は質問しました。 後に質問したんですけど、町長にしました。社会資本整備総合交付金は、今後この事業に充

てることがもう国と約束ができているのかどうか。それに対しまして、町長がこう答えられた。国土交通省の方

から認められた、期間が５年ぐらいはかかりますよということは言われております。そういった中で、国の許可

は得ておりますと、こういう答弁をされたから、私直接確認に参りました。私が人を介して聞いた国土交通省の

答えも、そういう形で進んでいる、その予定であると確認いたしました。私はもう本当に落胆して帰りました。

大きな政治力が働いているのか、そうも推察いたしました。 

 きのうもテレビで政治評論家が言ってましたけども、官僚の机の上に、政治の「政」それに丸してマル政とい

う案件があると。マル政の案件というのは政治絡みの案件あるいは政治案件、この２つに分類して机の上にある

というふうな話がありました。私は、そういう政治力を働かせることができるんなら、和気町の町民の皆さんの

多くが喜んで賛成してもらえるような、そういうことに働かせればいいのになと勝手に想像しました。 

 今、町民の間では、この野球場建設のことで、それはいいねという人を私自身は余り聞きません。みんながそ

んな大金を使って何で野球場が要るんだと、利用者もそんなにおらんだろうと、ほかにすることがあるだろう

と、そんなことばかりです。先日もある団体の声を聞きました。似たようなものです。つまり町内には、町政に

対するもやもや感、私にも言わせて感、文句言いたい感、そういうのを合わせて閉塞感というんでしょうか、そ

んな空気が充満していると思います。４０億円の貯金があっても基金取り崩しがもう発生しかねない。地方交付

税は５年で５億円減額すると。毎年の公債費は約８億円ですよ。それで今、２０億円ともそれ以上とも言われて

いる投資を野球場につくるような状況に財政的に考えてそんな状況下にあるんですか。将来世代へツケを回す、

そういった痛みを感じないわけにはいかないと思うんですよ。 

 しかし、現実もしっかり見ていかなければいけないと。今や、既成事実として、国と５年での約束、交付金の

支給、これが約束できているという現実がある。私の考えることと相反する現実、この２つをどう埋めていく

か。今答弁をいただきましたけど、３０年度の事業費とかの動き、今後しっかりとした基本計画を立てて、どこ

までの範囲に縮小するかというふうなこと、あるいは財政の見える化ということを図っていくということ、で協

議するというようなこと。そうやって、妥協点はあるかもしれません。総事業費もできるだけ抑える。本当に言

葉だけではなくて、無駄な施設にしない知恵とか方法を考え出すことが必要でしょう。そういう妥協点があるか

どうか。必ずしもあるとは言わない。今後のことだと思います。 

 時間が５分ぐらいになりましたんで、３つ目の通告をしておるんですけども、途中で終わってしまうようなこ

とになりますので、この質問はまた今後質問する機会を得て、協議といいますか、答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 後に、もう一つ言わせていただきます。 

 和気町議会の議決すべき事件を定める条例というのがあります。これは平成２６年６月２３日に交付、施行だ

と存じます。第２条の１号には、総合振興計画基本構想の策定、変更（軽微なものを除く。以下同じ。）と、又

は廃止に関することと規定されております。私は、この振興計画の第５章に、快適で安全・安心なまちづくりと

いうのがありますけど、その中に主な事業の取り組みの表というのがあります。防災都市公園整備の内容という

のをやるんであれば入れるべきだと考えます。つまり変更に該当すると考えます。計画に定めて後に、つまり変

更の議決を経て、その手続をしてから国への申請をするべきであると考える。だから、この条例にこの事業は抵

触するんじゃないかなと思います。どうでしょうか。 

 以上で私の質問を終わります。 
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○議長（当瀬万享君） これで、万代哲央君の一般質問を終わります。 

 ここで１１時２０分まで暫時休憩とします。 

               午前１１時０７分 休憩 

               午前１１時２０分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、８番 西中純一君に質問を許可します。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 私は、まず１番目に、今ソーラー発電、とりわけメガソーラーの発電に対していろいろ

と問題が出てくるということで、このソーラー発電に対して条例をつくるべきではないかということについて質

問をまずさせていただきたいと思います。 

 今、本当にどんどん増えていっているということでございます。町内でも、藤公園の北側、それから益原地区

にも大きいソーラーがあり、そして和気町の所有している土地でも、田原上の町有地にイシンホームのソーラー

発電、これは土地の賃貸借契約でやってもらっているというところもあるわけであります。 

 それから、これは大変気になったものでございましたけど、昨年の初め、平成２９年の初めぐらいからやられ

たと思うんですけれど、清水地区、これが３万４，０００平米ぐらいのかなり広い土地でございますが、そこの

急斜面になっているところ、これは本当に大丈夫かというふうな、かなり斜面の木を切ってるところで非常に気

にしているところでございますが、そういうところにもできている。今後は、クリスタルリンクスのゴルフ場、

これが３年間でやってるんですけど、あと一年ぐらいでしょうか、どれぐらいでしょう。これもかなり土地を広

げているというか、前のゴルフ場についてかなり重機も使ってやっております。 

 それから、今後和気町では、備前ゴルフが昨年１２月で営業停止しておりますので、ここもやっていく。備前

ゴルフについては若干聞いております。地区の方から、用水路というんですか、それがかなり傷んでいるので、

ゴルフの方でやっていただいてたんだけれども、これをこの新しい会社でも改修についてきちんとやってほしい

とか、ある程度のそういう協議というか、それが行われて、どうも進んでいるようでございます。 

 それから、旧佐伯の方では、和気ゴルフというんですか、そこについてもかなり広い地域になると思うんです

けど、これも計画があるというふうなことであります。 

 それで、そういう動きに対して、例えば県内ではいろいろな対策がそろそろでき上がる、あるいは住民運動が

できた。例えば錦海塩田のメガソーラー、これがまた物すごい大きい、本当に全国何番目という分だと思うんで

すが、これが市が業者を募集してプロポーザルでその会社に決まっているようでございますが、この工事はもう

終わったようでございまして、今年の７月か８月にはもう開始するということでございます。これについては条

例はできていませんが、瀬戸内市ではその会社と協定をつくって、堤防の補強工事だとかポンプの増設、それか

ら毎年４億円程度積み立てをすると。つまり廃止したときに、解体とかそういう面の積み立てもしてもらってお

ると、そういうふうなきちっとした約束というか、それができているようでありまして、そういう環境に大きな

悪影響を及ぼさないような努力が行われている。 

 あるいは、真庭市では、市の方で、これは２年前だそうですが、平成２７年ですか、真庭市自然環境等と再生

可能エネルギー発電事業との調和に関する条例というものをつくって説明会を義務づけたり、環境を守るように

努めるように規制をしているということであります。 

 それから、 近新聞に出ました。岡山市では、この２月から３月にわたっても議会しているようでございます

が、この議会に一定規模以上の開発行為を行う事業者に対して、環境アセスメントを義務づける条例案を提出し

ていると。県内で初めてメガソーラーを環境影響評価、環境アセスメントを義務づけるという方針にしたという

ことであります。これ不思議だと思われるかもしれませんけども、岡山県は実は２０１２年に環境影響評価等に
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関する条例施行規則というのをつくっておりまして、その中で実はメガソーラーは環境影響評価、環境アセスの

対象から除外すると、そういうふうなものをつくっているわけであります。それはどうしてかというと、そうい

うメガソーラーを誘致しようという考え方でそれをやっていると。ただ、これは後になって問題が出てきている

んじゃないかなというふうに思うわけで、これについては今後考えていく必要があると思っているんですけれど

も。 

 それで、質問でございますが、そういう中である程度環境を守るという点で、今赤磐市なんかでも池の上にソ

ーラーをつくると、これについての反対運動、請願等が行われたり、あるいは岡山市でも先ほど条例をつくると

いうことではありますが、足守地区にかなり森林を開発して大規模なものをやるというふうな動きがあったりす

るので、いろいろ心配が出てきて、陳情とかそういう動きがいろいろと出てきているということであります。 

 まず、町内でのメガソーラー、それの立地状況というものがどういうふうになっているのか、その数という

か、あるいは面積だとか、あるいは段取りというんですか、いろいろな開発許可とかに対する状況はどうなの

か。その点について教えていただければありがたいと思います。 

 そういうことで、その点、いろいろと環境について、池につくるとかというふうなことは和気町ではまだない

んですけれど、いろいろと問題が起こってくる可能性があるということで、条例をつくって何らかの規制をする

べきではないかということで、その点についてお考えをお聞きしたいというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 失礼いたします。それでは、お答えをしたいと思います。 

 まず、町内でのソーラー発電立地の状況でございます。 

 平成２４年７月に再生可能エネルギーの固定買い取り制度が開始されたのを契機に、その導入が大きく進んで

おり、導入された再生可能エネルギーの９割以上が太陽光発電となっております。太陽光発電の急速な普及は地

球温暖化対策の観点から望ましいことではありますが、大規模な太陽光発電施設においては、地域の自然環境、

生活環境、景観への影響について懸念されるケースも見受けられ、全国的には地域の良好な環境の保全との両立

について問題となっている自治体もあると聞いております。 

 町内のソーラー発電所の設置状況についてでございますが、和気町で把握しておりますソーラー発電所は、平

成２９年１２月１５日現在２２３カ所ございます。そのうち節電コストが高額になり手続が煩雑になる５０キロ

ワット以上のソーラー発電所は７カ所ございます。事業者は、コスト面や手続の煩雑さを考慮し、５０キロワッ

ト未満のソーラー発電所を設置しており、５０キロワット未満のソーラー発電所は今後も伸びていく可能性が高

く、各メーカーや施工、販売会社も新しい商品、保証、サービスを打ち出しておるように聞いております。 

 次に、条例をつくって何らかの規制をするべきではないかとのご質問でございます。 

 現在、和気町では、和気町開発事業の調整に関する条例に基づき、土地の形状変更及び地質変更を伴うものに

対し開発事業許可申請書の提出を求めております。固定価格買取制度が始まった前年の平成２３年度から今年度

までの開発事業許可件数は４３件で、うちソーラー発電事業は７件になってございます。 

 近隣自治体の条例等の状況でございますが、先ほどご紹介がございました、自然環境等と再生可能エネルギー

発電事業との調和に関する条例を定めている自治体は、真庭市等が定めておられます。 

 それで、和気町では、現在景観や豊かな自然環境を守り、安全・安心な生活環境を保全、形成するため、急速

に普及が進む再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、条例による規制及び抑止に向けた検討を行って

おります。一定規模の発電事業に係る町への届け出の義務化、抑止地域の指定等を目指しております。条例の制

定時期につきましては、申請者の正当な開発行為の規制をかけること、地権者の私的財産権の保護等を考慮しな

がら慎重に決めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
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 いわゆる１，０００キロワット以上のメガソーラーの状況でございますが、今現在は備前ゴルフ場の跡地を利

用したものが今動いております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） じゃあ、今言う５０キロワット以上のものは７カ所ぐらいあるということですかね。 

 それから、開発事業の許可、それも全部４３件のうち７件がソーラーだというふうに言われたんで、それに該

当してるんじゃないかなと思うんですけれど、今のところトラブルっていうか、そういうものは全然ないんでし

ょうかね。 

 それと、県の許可も得てやってるっていうことで、清水地区のメガソーラーについても、調整池ですか、そう

いうものもできているとか、そういうことがあるわけでございますが、それにしてもかなり急峻な場所で、洪水

だとか、今後非常な集中豪雨というものが起こるというふうなことで、非常にその点が心配なわけでございま

す。 

 そういう点も勘案して、今言われた規制地域をつくるということと、そういうことを含めたある程度の説明会

をするとか、あるいは変更するときにはどういうことをするとか、そういうふうなものを勘案するんですかね。

アバウトにどういうふうな内容なのか。あるいは、今後開発についてもかなり行われているわけなので、手を招

いていたらすぐ先に実施の方が行われてしまうということで、何年先ぐらいをめどに条例制定というか、そうい

うふうなことを考えられているのかお考えをお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 失礼いたします。 

 ソーラー発電でございますが、開発条例で規制しておるものは、土の切り盛りが５０センチ以上工事をする場

合に規制がございまして、開発条例というのは和気町では１，０００平米以上というのが対象でございますが、

１，０００平米以上土地がございましても、そういった切り土、盛り土がない場合は開発条例が来ませんので、

なかなか把握が難しいというようなこともございます。 

 それから、清水地内のご紹介がありましたが、和気町の開発条例、大規模なものでございますが、必ず地域の

同意というものを求めております。開発地域の隣接者の承諾印、また区長、水利委員等の承諾印をとることを義

務づけておりますので、今許可しておるものにつきましては、全てにおいて地元の同意がとれておるということ

で許可しておるものでございます。 

 それから、条例のところで少し申し上げました抑制区域の指定ということなんですが、町内にたくさんあるん

でございますが、土砂災害の警戒区域とか急傾斜地の崩壊、危険区域とか、そういった災害が起きそうな箇所に

ついては、これも抑制していかなくてはならないのかなと。今現在はそういったものもございませんので、条例

をするんであればそういったものを指定したいとは思っております。 

 条例の制定の時期でございますが、基本的にはやっぱり個人の資産でございまして、私的財産権というのがあ

りまして、平たく言うと、他人に迷惑をかけない限りは自分の土地は自由につけれるといったこともございます

ので、今後弁護士とも相談しながら、３０年度において検討をしていきたいなと、こういうふうに考えておりま

す。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） わかりました。３０年度ぐらいに検討をしていきたいということで、かなり急いでやら

れると。あるいは、地元の同意というんですか、その辺を強化されると。それから、規制地域を設けるというふ

うなことが主な今のところ考えられていることだろうと思います。 

 それから、じゃあちょっと具体的なあれで失礼なんですが、もしわかっておればあれですけれど、備前ゴルフ

については今そういう覚書をつくろうだとか、具体的な地域との話というのが目下いろいろ進んでいるんです
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か。へえで、これは何年ごろから営業しようとか、そういうふうなことは今どういうふうになっているのか教え

てください。 

○議長（当瀬万享君） 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 失礼いたします。 

 備前ゴルフ場跡地のソーラー発電につきましては、地元関係区と協定、覚書を結んでおるように聞いておりま

す。 

 今現在、町の開発条例を通過いたしまして、県の許可でございますので、県に対しての業務を行っておりまし

て、許可が通れば工事に着手ということで、ちょっと今手元に資料がございませんので申し上げれませんが、数

年かかるように聞いております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） じゃあ、ちょっと細かいあれで申しわけないんですけれど、イシンホームとは別にそう

いう町との契約というか、その点、環境だとかに影響、何かあったんですかね。その辺を教えてください。 

○議長（当瀬万享君） 副町長 稲山君。 

○副町長（稲山 茂君） イシンホームの土地につきましては、賃貸契約をしてやっとるというのはさっき議員

の方がおっしゃいましたけど、このことについては地元田原上区とイシンホームがいろいろなお約束事、区に対

しての区費の割当だとか、そういう協議をなさって今現在進んでおりますので、いろんな諸問題が起きたという

ことについてはお聞きしておりません。うまくいってるんだというふうに思ってます。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） じゃあ、次へ行こうと思います。 

 ３０年度には、この条例について検討をしていこうというふうなことで前向きな答弁があったと思います。 

 それから、イシンホームとは契約書があって、契約あれは２０年でしたか、１０年だったか、ちょっと覚えて

ないんですけど、あれじゃから片づけはきちっとしてくれるとか当然あれだったと思うんですけど。それから、

地元との覚書があるということで。それから備前ゴルフについてもそういう覚書ができてるということで、ある

程度の協議が行われているということで、特別心配なあれはないということで、今後とも環境を配慮しながらぜ

ひよろしくお願いしたいということで、次の質問に移らせていただきます。 

 次は国保のことでございます。 

 岡山県国保へ国保が統合されると、４月から移行していくということで、これからは町の方から県の方へ納付

金を納入しなければならなくなるということでございます。いろいろと心配されることというのは、例えば一般

会計からの繰り入れが、和気町は法定繰り入れ以外はしていませんが、非常に赤字が多いところはそういうもの

をやってるとかというところがあって、それができなくなるんではないかとか、あるいは基金が自由に使えるん

かとか、あるいは大阪あたりでは保険料を統合するという動きもあるということで、そういうふうな動きはない

のかとか、いろいろ心配事もあるわけでございますが、その国保の統合でどういうふうになるのか、その点が心

配だということで、以前と変わらないのか、その点心配なところがあるわけです。 

 そして、今回は、国保税は幸いにも引き上げはしないということを大体聞いております。若干基金が５，００

０万円程度でしたか、あったと思ったんですけど、それを使ってそういうふうにされるというふうなことで、３

年間は大丈夫じゃというふうなこともちょっと聞いてるんですけども、国保の今後の運営、それがどうなのかと

いうことについてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 民生福祉部長 青山君。 

○民生福祉部長（青山孝明君） それでは、先ほどの西中議員のご質問について回答をさせていただきます。 

 まず、ご質問の岡山県国保に移管後はどうなるかについてでございます。 
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 質問の要旨といたしまして、まず来年度から国保統合されて岡山県国保になるが、何が変わるのかについてで

ございます。 

 ご承知のとおり、平成３０年４月からの国保制度改正によりまして、今までは市町村が個別に運営をしていた

国民健康保険は、県の方が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の

中心的な役割を担うことになります。具体的には、県は国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化

を推進するとともに、県内市町村の医療費給付、後期高齢者支援金、介護納付金等を市町村にかわって支払うこ

とになります。その財源といたしまして、国や県の公費のほか、市町村毎の納付金を充てることとなっており、

その納付金額を県が算出することとなっております。また、財政安定化基金を設置し、市町村国保の予期せぬ給

付増や保険税の収納不足に対し、貸し付け及び交付を行うことで国保財政を安定化させることとなっています。 

 市町村においては、県に国保事業納付金を納付することとなります。その他、国保税の賦課徴収を初め、資格

管理や保険給付、保険事業の実施等につきましては今までどおりの事務でございまして、何も変わりはございま

せん。 

 続きまして、国保税の引き上げをしなくてよかったが、今後の国保の運営をどのようにしていくかでございま

すが、国民健康保険の運営につきましては、医療費の増加、少子・高齢化等の影響で年々厳しいものとなってお

ります。本来であればこのタイミングで国保税の見直しを検討するべきではありますが、制度改正による精算金

の影響を考慮し、また納付金の不足分についても、繰越金や財政調整基金の取り崩し等で、当面は今の税率で運

営ができると見込まれることから、据え置きといたしております。制度改正後も引き続き厳しい運営状況が想定

されることから、今後は制度改正による影響がなくなる平成３２年度を目途に、国保運営協議会と協議しなが

ら、税率等について検討してまいりたいと考えております。 

 以上、回答とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 大体わかりました。いわゆる納付金を各市町村の国保から県の方へ納付して、それで今

言う高齢者支援金等もそこから出していくというふうなことであります。 

 それで、引き上げについては、当面、３０、３１はしないということですかね。まあ３年間はしないというこ

とで、今後については税率の改定についても検討というか、それをしていくということだと思うんですけれど、

余りあれですけれど、本来国保の問題というのは、国の運営費の補助が８割程度従来はあったと。これが、もう

３０年ぐらい前になるんですが、今は４０％台にたしか下がっていると。そういう国の補助率が下がっていると

いうことだと思うんですけれど、こういうことについてはぜひ国から地方の国保の運営についてもうちょっと援

助してほしいというふうなことをもう地方団体として言われているのではないかなと思うんですけど、その点に

ついて、もし町長、地方団体の方からそういうふうなあれはしてないんですか。その辺がやはり、介護保険もそ

うですけど、国の補助率が非常に低くなっているという点が問題だと私は思ってるんですけど、その点について

も、もし町長がわかりましたらお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） 国の方は、今回の一本化に向けた中で、平成２７年に１，７００億円を各都道府県の方

へ交付していったと。そしてまた、来年度に向けての試算をする中で、また１，７００億円の支援をしてきた

と。そういう中で、できるだけこれが県へ移管したことによって変動が生じないようにということで支援策をし

てきたわけなんですが、岡山県下あたりの町村を見ますと非常にアンバランスになっております、高いところと

低いところになっておるんですが。そういった中で岡山県とすれば一本化をいつするのかというのが、高いとこ

ろの町村が一本化にいつするのかということをいつも知事との懇談会で言われております。ですから、全国的な

流れとすれば、岡山県は今のところ当分の間は一本化しないという知事の方針でございます。ただ、２２都道府
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県が一本化を検討しているというような全国的な状況でございます。ですから、岡山県の状況が一本化しないで

すから、今までのような算定方法、それから国の支援が入ってくる、それによって町村独自の基金とか繰越金を

充当する中で裁量ができていけるという、そういった中で和気町は基金と繰り越しで約２億円ほどの財源を持っ

ているわけなんで、ですからあと３年間ぐらいは、今県が算定する価格でそれに充当しながらここ１０年ほどや

ってきました据え置きを続けてやれるという見通しは立っておりますが、これからの少子・高齢化で人口が減っ

てくる、国保対象者も減ってきますので、そこら辺の社会的ないろんな状況が変わってくることによって今後の

見通しというのは非常に厳しい状況でございます。そこらも含めて、ぜひいい形で、健診あたりの充実をしなが

ら国保の費用を軽減していくという、そういった健診率を上げていくといったようなことが、町村が今後国保を

安定的にやっていくためには必要なんで、ぜひそこら辺の啓もう啓発、そして保健師あたりが巡回をしながらい

ろんな健康の相談をしていくという形で、国保の経費節減につなげていく。それで、今後の国保税を安定化して

いくという方向に向けていきたいというように考えております。ぜひこれも、人口が減るというのが大きなウエ

ートなんで、ぜひその辺は、このところ転入転出では増になっておりますが、出生と死亡では本当にもう太刀打

ちできない今の和気町の状況でございます。ぜひ人口減に対応でき、そしてこれからの国保安定化については健

康管理をやっていくという、これが大きな課題だというように思っておりますので、そういった方向で進めてま

いりたいというように考えております。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） わかりました。３年間はそういうことで頑張って値上げしないように、ぜひともお願い

したいと思いますので、よろしく国保の運営についてお願いしたいと思います。 

 ３番目、時間もございません、学童保育の課題が改善されたのかということで質問させていただきたいと思い

ます。 

 佐伯地域の学童保育の支援員が退職するとかいろいろな悪い状況があったわけですが、その点が今どういうふ

うになっているのか教えていただきたいということと、今後の学童保育に対する町の対応。これは昔は直営で、

佐伯地域は平成２２年ごろから独自の運営協議会になったんですか。それから、和気町も以前、平成１４、５年

ごろまでは多分やってたと思うんですけど、直営で、 近は国の補助も枠を設けたためによくなっていったんだ

というふうに思うんですけども、やはり町の位置づけというか、国の基準よりも上乗せしてある程度援助してい

くと。それで、安定的な運営をしていくべきだろうと思うんですけども、 近保護者と懇談されたというふうな

ことも聞いているんですけど、その点も含めてどうだったのか、よろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 

○教育次長（今田好泰君） それでは、学童保育の課題改善についてお答えをいたします。 

 まず、佐伯地域の学童保育の状況でございますが、佐伯児童クラブの運営に関しまして、昨年支援員の退職に

より新たな支援員の確保が困難な状況となり、運営自体が危ぶまれた時期もございましたが、現状では、平日は

６から８人の利用がありまして、支援常勤１名ほか４名が交代で支援に当たっております。現在、佐伯庁舎分館

２階を利用して活動しておりますけども、児童が戸外で活動しやすい環境にしたいとの要望もありまして、昨年

４月、幼稚園統合によりまして廃園となりました旧佐伯幼稚園の園舎利用について検討をいたしております。 

 それから、今後の学童保育に対する町の対応でございますが、先ほど議員からもお話がありましたが、先月２

月２８日に児童クラブの会長会を開催いたしまして、各クラブの状況や問題点などについても話し合う中で、昨

年の１２月の議会定例会におきましても一般質問がありました児童クラブの充実について、４つの児童クラブを

一緒にした事務局の設置について検討することを説明をいたしました。 

 今後の対応につきましては、各児童クラブの会長、支援員、会計担当及び教育委員会で組織する、仮称でござ

いますが、児童クラブ新体制準備委員会を立ち上げ、平成３０年度中に具体的な体制づくりを検討しまして、平
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成３１年度から新体制でスタートすることについて確認をいたしました。第１回準備委員会を３０年５月中旬に

開催しまして、児童クラブの保護者負担の軽減が図れるよう話し合いを重ね、１２月中には運営方針を取り決め

まして、平成３１年度の各クラブ総会において了承を得た上決定したいと考えております。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 時間がありません。 

 そういうことで新しい体制の検討を、今後事務局をつくるだとかというふうなことで、３０年度に保護者とも

協議しながらそういう新しいことをやっていかれるということで、前向きな動きだと思います。ぜひとも学童保

育に対して、町の方からの援助についてある程度もうちょっと国の補助基準よりも上乗せしてやるべきだと思い

ます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上、質問を終わります。 

○議長（当瀬万享君） これで西中純一君の一般質問を終わります。 

 ここで１３時まで暫時休憩といたします。 

               午後０時００分 休憩 

               午後１時００分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、６番 山本泰正君に質問を許可します。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 議長の許可を得ましたので、私は、防災都市公園事業について、現在の和気町にとって

重要課題であるとの認識で、１２月議会に引き続き再度質問をさせていただきます。 

 なお、同僚議員の質問もありまして重複する箇所が多々あろうかと思いますが、ご了承願いたいと思います。 

 まず、現在の和気町の財政状況でございますが、平成３０年度一般会計予算から見ても骨格予算とのことです

が、例年の和気町予算の約２０％減の７３億５，０００万円。にもかかわらず、今回財政調整基金２億円の繰り

入れを予定いたしており、現実的に非常に厳しい予算であり、財政状況でもあります。また、合併特例の特別交

付金も減額されつつあり、非常に厳しいという認識でありますし、町長の方からもそういう話がたびたび出てお

ります。 

 一方、創志学園、ＩＰＵの無償貸し付けしているグラウンドに先般委員会の方で視察にも行きましたが、非常

にすばらしい。町民にも体験させてやりたいなというようなすばらしいグラウンドに生まれ変わっております。

和気町の大きなスポーツイベントは、地主でありますこの和気町に使用権もあろうかと思います。ぜひこれらを

借用し、平常時には昨年整備した佐伯グラウンドで十分町民の利用に応えられていると、前回の一般質問で社会

教育課長の答弁もあったところでございます。 

 また、国土交通省の防災公園整備の補助要件等を見ると、実際は未計画の部分を追加すれば２５億円とも３０

億円とも言えるような一大プロジェクトであります。前回も申し上げましたが、一歩立ちどまり、町民の理解と

議会の協議を得た上で実施すべき案件でございます。 

 また、昨年１２月議会で防災公園早期実現を求める請願を６対４で不採択とした経緯もございます。にもかか

わらず、国に対して補助申請をしたとのことでございますが、町長の任期もあとわずかでございます。骨格予算

を組んでいるにもかかわらず、なぜ、どのような理由で補助申請をしたのかお尋ねしたいと思います。 

 なお、防災公園の必要性については、同僚議員の質問と重複いたしますので、簡単に回答願いたいと思いま

す。また、再質問の際、対応をしていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 教育次長 今田君。 
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               （６番 山本泰正君「議長、経緯じゃなしに、町長にどうしてしたんかという

んだけ聞きてえんじゃけどな。長々と経緯を聞く必要はありません。通告も

町長にしとる」の声あり） 

 まあとりあえず指名したんじゃけえ、ここへ出て来て。 

○教育次長（今田好泰君） 山本議員のご質問でございますが、私の方から、経緯はよろしいということでござ

いましたが、簡単に１番、２番の要旨についてお答えの方をさせていただきます。 

 南海トラフ地震のことを先ほどからご説明をさせていただいておりますが、和気町において想定される震度は

５強から５弱で、１週間後における避難生活者数が４７６人との想定が出ております。町内の指定箇所は町内に

８地区に１７カ所ありますけども、公民館や小学校、役場、庁舎等で長期的避難生活の場としては機能は難しい

状況と考えております、未曽有の災害は対岸の火事でなく、いつどこで起こるかわかりません。今回計画してお

ります防災公園整備は、先ほどもご説明申し上げましたのは温泉を中心とした観光及び交流拠点施設としての利

活用からの将来を見据えて必要であると考えております。 

 以上、簡単ですけど、経緯とさせていただきます。 

 ２番目の要旨の地域防災計画と補助申請のことが要旨として上がっておりますが、補助申請につきましては、

先ほど万代議員からのご質問に対しお答えしたとおりでございます。地域防災計画につきましては、本年１月に

防災会議に諮りまして、都市防災対策の推進の中の防災空間の確保において次のような追記を行っております。 

 追記の内容について、もう簡単に。内容の１点目としまして、防災拠点や避難所として利用できる防災公園等

の整備を推進するとともに、これらの公園において防災機能の一層の充実を図っていくということを書いており

ます。町は、和気町益原地内にある和気町益原多目的公園や和気鵜飼谷温泉などの施設を活用し、災害時の防災

拠点となるよう、周辺一帯を防災公園として整備に努めるということを追記しております。２点目としまして、

町の備蓄については、役場の本庁舎のほか、佐伯庁舎等、複数の公共施設に分散し、保管、管理を行っている状

況でございます。しかし、被害想定に対応し得る備蓄の整備、保管できるだけのスペースを有していないという

課題がございます。このようなことから、今後町の備蓄の適正管理と充実を図るため、備蓄倉庫の整備に努める

といった内容について、１月の防災会議において追記を行っていることをご報告させていただきます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） 山本議員の質問に答えさせていただきます。 

 まず、防災公園の事業についてということで、山本議員の方から質問があったわけなんですが、先ほど万代議

員のところでいろいろと町のあり方、町のこれまで進めてきた状況については説明しております。そういった中

で、今回の公共施設等総合管理計画の中では、公共施設等の全体の状況を把握しながら、更新や統廃合をして長

寿命化などを計画的に行うことで、地方財政の負担の軽減そして標準化等を図っていくということを総合計画の

中でやっているわけなんですが、施設を新設する場合、既存施設の活用等を検討し、建設、維持管理が将来にわ

たって 小限となるような配慮をした上で、必要性や規模等を慎重に検討するところであります。 

 この防災都市公園の新設は、現在の和気町に必要とされていて、他の必要も兼ね備えている事業であるため、

基本計画の策定に向けて現在取り組んでいるところであります。 

 今後、基本計画策定には、公共施設等総合管理計画の中で、施設のあり方等も含めて、新体制の中で詳細な部

分を検討していかなければならないと考えております。そういう基本的なものを考えながら、なぜ今回の整備事

業が必要かということなんですが、十分な理解が得られないまま３０年１月の本要望は納得がいかないというご

指摘でございます。今整備する必要があるのか、和気町の優先順位として本計画が必要なのかということでござ

います。そして、町の振興計画や総合計画に沿った計画かというような面もあろうかと思います。町の中にスポ
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ーツ施設は必要と考えており、現行対策、施策と並行して進めております和気町振興計画や総合戦略に沿った計

画ではないが、地域おこしの計画的な事業として位置づけているわけでございまして、青少年の健全育成を図る

町の使命と考えております。 

 そして、何で益原なのかということもあろうかと思いますが、町内のいろいろな場所を検討してまいりまし

た。しかし、今回の財政的な面やいろいろな面から、国の補助金を受けていくためには、社会資本整備の総合の

事業を採択していかなければ財政的にもやっていけないということから、それにはやはり周辺施設が整備されて

いるというのが大きな条件でございます。それですから、そういったことも十分加味しながら、いろいろスーパ

ーバッグのあたりとか、それからその他のところも、本荘それから大田原のところ、中学校の東、いろいろ検討

をいたしました。しかし、既存施設を含む１０ヘクタール以上の規模を有する社会資本総合整備の交付金、防

災・安全交付金に対する考え方からすると、現在検討をいたしております益原の地域だというように位置づけを

しているわけでございます。 

 今さら何故野球場が佐伯のグラウンドがあるのになぜ必要かということなんですが、今検討している総事業費

等も含めながら、野球場はある方がいいだろうということから、野球場新設の賛否を問えば反対が多いと認識し

ているが、公共性とか公益性が低いとか、佐伯のグラウンドの整備だけでは不十分じゃないかと。それから、石

生のグラウンドを環太平洋大学と共同利用してはどうかというような案もあろうかと思います。しかし、佐伯球

場の整備にしてもそれだけでは十分ではなく、佐伯、石生のグラウンドの代替施設は跡地検討委員会で検討課題

である。野球場は利用がない場合、人工芝の公園として一般開放する予定でありますので、その辺で使えるとき

もあるわけなんですが、十分それぞれが利用計画の中でやっていくとすると非常に厳しい状況だということでご

ざいます。 

 なぜ防災公園かというのがあるわけなんで、南海トラフとか、これから大規模な災害が発生するという避難機

能を有した備蓄機能、そして救援部隊等の受け入れ機能ができる防災公園という形で検討をいたしたわけでござ

います。各区において、一時指定とか避難の機能等として、大規模災害発生後の一時避難はもとより、仮設の住

宅そして建設用地として計画している規模は、岡山県の地震・津波被害想定調査報告書に想定されております和

気町全域の避難所の生活は４７６人を設定をしているわけで、公園内には避難者が利用できるような耐水性の貯

水槽、防災トイレ等を整備を計画いたしておりますが、備蓄機能としては、岡山県地域防災計画で定められてい

る 低３日間、そして推奨できる１週間分の食料、飲料水等、トイレットペーパー等の生活必需品、ブルーシー

ト等、土のう等も水防資材として備蓄するという、和気庁舎、佐伯庁舎、そして佐伯のコンポストの跡地等へも

備蓄倉庫を持っておりますが、これだけでは十分ではないということで、備蓄品の防災公園への避難者及び物資

の中継基地として町内全域に避難者が利用可能とするような計画の中で、救援部隊の受け入れ機能そして多目的

な広場も拠点場所として計画している。主に自衛隊、消防、警察、災害発生の救援活動及び災害発生の１週間後

の復旧等についても、これから大規模災害で大量に発生する産業廃棄物の一時保管等としても、クリーンセンタ

ーとあわせて対応していくということから、今回この場所への計画も進めてきたわけでございます。 

 決定されないままの地権者との接触というのはおかしいじゃないかというようなこともあろうかと思います。

いろいろとご指摘をされておりますので、時間の都合がありますので後は省略をさせていただきますが、今後議

員の十分なるご理解をいただいて、今計画をしていることはまだまだチェックをしながら整備を縮小したり、そ

して除外していくことができるように、それは双方で十分協議をしながら、本当に適切、必要な施設にしていく

ということを今後も十分協議をさせていただきたいというように考えておりますので、いろいろな面で執行部の

考え方、そしてこの進め方についての異論はあろうかと思いますけれども、ぜひこの事業として現在計画を進め

ているところでありますので、十分ご検討もいただきながら、今後の進めができるような形での協議ができます

ようによろしくお願い申し上げて、私の答弁とさせていただきます。 
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○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 理由は簡単でいいということを言うとったんですけど、同じことを聞かされましたが。 

 検討してください、検討してくださいとは言ようるものの、資料提供もなしにどんどん進んで、我々補助申請

をしているのを、勉強不足のとこもあったんかもわかりませんが、全く知りませんでした。８１１万円の予算で

益原地内へ業者委託で位置決定した理由、これ先ほどの町長の説明にもありましたが、温泉、ドームなどを含め

て１０ヘク以上の土地が必要というのは理解ができます。町長も地元だから十分認識されとると思うんですけ

ど、あの地が防災公園に本当に適地だという認識を持っとられるんですか。というのが、私もあっこをよく通り

ますが、鵜飼谷川、これ天井川です。吉田組の合材所の上２０メートルか２５メートル程度の辺へ井堰のような

ものがありまして、そこらあたりからは計画地よりも河床の方が高い地域でございます。それから、田原井堰の

左岸を高くした。これも、益原側へ水が流れ込んではいけないということもあったかと思います。鵜飼谷川へ流

入をしない西側地域、この排水も吉井川の水位が上がればゲートを閉めるわけです、逆流を防ぐためにそのゲー

トが当然できているわけでございます。これは地元の方のお話です。あそこは遊水池だったんだという声も聞い

ております。なるほど吉井川の堤防あるいは鵜飼谷川の堤防の高さ、これを見ると当然遊水池になる地域だとい

うのは、誰が見てもわかる地域でございます。ということは、防災公園にはふさわしくない地域であることは明

白でございます。 

 以前、父井原の工業団地、あんだけの埋め立ての要るとこはだめじゃないかということも申し上げましたが、

あっこが適地だということで進められました。で、途中で実現できなかった。今回も同様の思いでございます。 

 町民の安全・安心の施設であれば、和気町において南海トラフのような地震を想定するよりも、現在集中豪雨

あるいはゲリラ豪雨等と言われる中で、消火栓等の氾濫等は多々あろうかと思います。旧小学校区ごとに防災拠

点を整備すべきではないかというふうに思っております。 

 また、本当に皆さん見とられるんかどうか不安なんですけど、国土交通省の公園と緑、これに出とる防災公園

の整備という要綱です。ここらを見ると、かなりの経費がまだまだかかるんじゃないかというふうに私は見ま

す。 

 それから、この地域防災計画に位置づけられる都市公園というのが採択の要件になっとります。その地域防災

計画、和気町の中には定められてない。そのような現状の中でどんどんどんどん進められる。議会にも協議はし

ない。で、補助申請もする。どういう方向へ進んどんかなという感じがしております。町長は、前回の私の一般

質問に対しても、議会とも十分なコンセンサスを得ながら進めたいというような答弁もございました。全く無視

されているような状況でございます。日本は民主国家でございます。和気町も同様だと私は信じております。 

 現在、国会においても森友問題で大揺れしておりますが、こういう状況の中で進めると、和気町においても同

様の事態になりかねないのではないかというふうに私は思っております。先ほど質問した中、地元からの請願、

６対４で不採択になった件、この回答もございませんが、町長も副町長も議会事務局長を長くされた方でござい

ます。十分そのあたりは認識されているというふうに私は思っておりますが、また町長は町民の信頼を受けて３

期１２年を迎えようとしております。この計画地内に町長の土地もあり、よからぬうわさも出ておりますという

ようなこともありますし、議会軽視にもつながりかねないこの計画、進め方は町長の名誉にもかかわる問題では

ないかなというぐらいに私は思っております。今回、さらりと流そうかと思っていたんですが、同僚議員の回答

等を聞いていると、非常に私は腹立たしさを感じております。 

 この問題が和気町にとって 優先課題だというような議会での報告がありましたが、私は日笠小学校、山田小

学校の跡地問題、これらを置き去りにしてこの事業を 優先課題だという執行部の考え方は考え直していただき

たいと強く思っております。再度町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 町長 大森君。 
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○町長（大森直徳君） あの場所が遊水池だというご指摘をされました。それは、鵜飼谷がショートカットする

以前の問題でございまして、それからできて初めてドームもでき、交通公園もできてきたと。それはいわゆるシ

ョートカットをしたからあの土地が有効に使えるようになったということから、ああいうふうなドームそれから

交通公園もできてきた。そして、あの周辺のいろいろな農地も、以前は本当に非常に悪い土地だというように言

われておりましたが、今はもう完全な本当に優良農地になっておりますし、そういうことからして今回の計画は

鵜飼谷川が完成後の今の状況での計画でございます。以前、ショートカットができてなかった場合には、本当に

益原地域というのは浸水の地域であって、今の状況からすると一変しているわけなんですが、そういった一つの

いろんな鵜飼谷川の改修をし、そしてそれぞれの設備をしてきた中でのあの土地でございます。そういったこと

も含めて、今回ここでやる社会資本整備事業というのは周辺整備ができてなければ補助金の対象事業にはならな

いというのが大きなハードルでございます。周辺整備というのはどこまでが周辺整備かというと、まだ国土交通

省といいますか、国の方は、今の状況ではこれで周辺整備ができたところへこれから防災公園をつくっていくと

いうことはなかなか厳しいということでございました。しかし、それをクリアしてきて今進めをさせていただい

ているところなんですが、そういった状況も含めて、いろいろと以前の状況そして今の現状とはだんだんと状況

が変わってきておるということも一点あると思います。 

 それから、私が無理やりにこの事業をこうやって進めてきておるという判断を、議員の皆さん、今回の防災公

園で請願が否決されたということは、町長の不信任だというぐらいに思っておられると思います。それはそれな

りに私も謙虚に受け止めておるところでございますけれども、やはり我々も何も無計画で計画を進めているわけ

じゃなしに、いろいろと学校跡地という問題から今日こういうふうに至ったまでの経緯については、本当に各場

所、それぞれのところで説明もしながら進めてまいりました。そういったことが十分議員の皆さんに届いてない

というご指摘でございますけれども、我々も全員協議会、そういった場でもいろいろと説明もさせていただいて

今日を迎えているわけでございます。何も相談しないでこの事業ができていくと、行政のルールとしてそんなこ

とができるわけでもございませんので、いろいろと協議をしてきた中で、ご理解をいただいた中で進めてきてい

るわけなんで、そんなときに全員協議会ですから賛否はとらないということが原則だろうと思いますけれども、

大筋で合意という中での全員協議会等を進めてきています。 

 それから、当初計画の昨年の６月議会で予算を組んだ計画経費についても、予算は通っているわけでございま

して、それは計画を進めていくということでの計画案をつくるということでの予算でございます。そういったこ

とも含めて、もう全然相談もなしに、町長が単独でやってきたんだという解釈でございますけれども、我々はそ

れぞれのところで協議もし、そして今日を迎えたと考えております。 

 その中で、今後の進めなんですが、当然まだまだ反対だと、請願が通らないんだから事業執行は停止すべきだ

というご意見でございます。請願が通らなかったら、これから事業執行できないというように判断するならば、

それは謙虚に受け止めて、その辺のご理解が得られるまで待つということしかないのかなとは思いますけれど

も、そういうことで請願１つが不採択になれば後は事業はもう停止だということになる。それが法的根拠になる

ならば、それはもう前へ進まないというように考えますけれども、それはやはりそれぞれ住民からの要望が出て

きた、それは不採択であったという解釈になるのかと思います。その辺も踏まえて、我々も謙虚にこの事業の取

り組みについては提案もし、そして説明もしながら今日を迎えているわけでございます。その辺のご理解はいた

だきたいというように思っております。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 計画をしているとか、計画どおりとかというような話ですが、無計画そのものじゃない

ですか、この事業は。なぜ和気町の地域防災計画へも載ってない、地域振興計画、まち・ひと・しごと、ここら

あたりにも何も載ってませんよ。それを順次やってきたと今になって居直ったような言い方をされる、私はもう
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町長と議論するのも 後だと思っておりましたから穏やかにお願いだけしてと思っておりましたが、そちらが正

当性を言うんなら、ちょっと私も言わざるを得ないというふうに思います。私も、請願が採択になったからやら

なくてはならない事業、不採択になったからやってはいけない事業、そんな認識はありません。その程度のこと

は私もわかっております。しかし、これも議会の声だという認識は執行部はしてくださらないと、参考にはして

もらわにゃいけんというふうに私は思っております。これじゃあ、６人の不採択に賛成した人が、予算が出てき

たときに果たして賛成できますか。それは、人間として、議員として、町民の代表として出てきた人間としては

できない。そんたくや損得で動くことは我々議員はできません。余りにも議会軽視に近い流れになっているとい

うこと。 

 それと、鵜飼谷川をショートカットしたから、和気地域はよくなってます。それは私も認めます。しかし、今

のドームのあるあたり、建設部長、どの程度の差か見たことはありますか。どこから天井川になっているか。吉

井川と益原地域の河床との差、見たことありますか。ちょうど中段ぐらいが吉井川と益原地域の計画地との水平

ラインだと思います。 

 それから、鵜飼谷川は完全に吉田組の合材所があった上付近でレベルの状態、そこから上は鵜飼谷川の方が高

くなってます。ゲリラ豪雨等で防災公園がつかったんじゃてえというような話になったら、とんでもない話じゃ

ないですか。私は現状を見て、吉井川の堤防の方からも見渡しました。両方から見て、適地だとは考えられませ

ん。そこらあたりも十分調査もしてほしかったし、それからこれあそこは遊水池になると、今でも排水が十分じ

ゃないんだという声は地元の意見ですから、町長、地元の方の。土地のある人は全員賛成だそうです。けど、な

い人の中には反対が益原地域にもかなりあるというふうに聞きました。ちょうど町長にも会いましたけど、地元

でじかに私は歩きました。 

 そういうことなんで、今までの流れ、議会に対して正しい流れで来たとは私は当然思えません。議論もしなが

ら、いい、悪い、町民の声を聞きながら進めていただきたい。何があっても佐伯のグラウンドよりはいいグラウ

ンドが和気にも欲しいという気持ちは町民の多くが持っているかもしれません。しかし、今の財政状況を考えた

ときに、３０億円もかけて、２５億円で済むかもわかりません、それから１７億円と言ってたんが今日は既に１

９億何千万円というような数字に変わってます。我々はその報告も何も受けてません。十分全員協議会等で協議

をしているというふうに町長は言われますが、実際は何も我々は受けてませんので。一部の人とは話をされとん

かもわかりませんが、正式にそういう話があったんであれば議事録を持ってきてください。同僚議員かなり厳し

く調べた結果を言ってましたが、私はこの問題一歩立ち止まって考えるべきだというふうに思っております。 

 時間もなくなりました。 

○議長（当瀬万享君） ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 非常に私も、町長の答弁、経過等につきましては怒りも感じました。本当に和気町の財

政状況、野球場の必要性、防災公園の必要性、計画地が適地かどうか、そして補助申請を計画的にやったと言わ

れるんですが、全く計画的にはやっておりません。計画性のなさ、本当に問題が多い事業でございます。町長の

任期前にこういう大きな事業をぶち上げてやるということは、非常に私は責任ある行動とは思えませんし、再度

執行部の町民に対しての良心に期待して、一般質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（当瀬万享君） これで山本泰正君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問は全て終了しました。 

 あす３月１５日は休会とし、３月１６日の午後１時から本会議を再開しますので、ご出席方よろしくお願いし

ます。 

 本日は、これで散会します。 
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 ご苦労さまでした。 

               午後１時３９分 散会 
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               午後１時００分 開議 

（開議の宣告） 

○議長（当瀬万享君） 皆さん、ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は、９名です。遅参申し出１名です。 

 したがって、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 なお、議会事務局職員に写真撮影の許可をいたしておりますので、ご了承を願います。 

（議事日程の報告） 

○議長（当瀬万享君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。ご了承願います。 

 ここで、３月１４日、議会運営委員会を開き、協議した結果について委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長 山本君。 

○議会運営委員長（山本泰正君） ご苦労さまでございます。 

 それでは、議会運営委員会委員長報告を行います。 

 去る３月１４日午後１時５５分から本庁舎３階第２会議室におきまして、議会運営委員全員、各特別委員長、

執行部からは町長、副町長、担当部・課長出席のもと、各委員会での付託案件の審査結果、追加議案等の取り扱

いについて協議をいたしました。その結果を報告いたします。 

 各常任委員長、各特別委員長から付託案件の審査結果の報告を受けました。この後、各委員長から報告がござ

います。 

 また、今期定例会に提出された議案について、反対討論の申し出が３件ございます。協議の結果、反対討論を

行うことといたしております。 

 次に、執行部から追加議案の提出があり、協議の結果、本日の日程に加えております。 

 次に、発議第１号については、万代議員から条例改正の提出がございます。協議の結果、本日の日程に加える

ことといたしております。 

 次に、選挙第２号については、現在欠員になっております和気老人ホーム組合議会議員の補欠選挙を行うもの

でございます。これも日程に加えることといたしました。 

 以上、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

（日程第１） 

○議長（当瀬万享君） 日程第１、議案第１号から議案第４５号までの４５件及び請願１件を一括議題とし、総

務文教及び厚生産業の各常任委員長、ごみ処理施設整備事業、和気鵜飼谷温泉事業、和気町学校・園再編成整備

事業の各特別委員長に審査の結果の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長に報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 万代君。 

○総務文教常任委員長（万代哲央君） 皆様、ご苦労さまでございます。 

 総務文教常任委員会の委員長報告をさせていただきます。 

 平成３０年第１回和気町議会定例会におきまして、当委員会に付託されました議案８件につきまして、去る３

月１２日月曜日午後１時から和気町役場３階第１会議室におきまして、委員６名全員出席、執行部より町長、副
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町長、教育長、各担当部長、課長出席のもと、慎重に審査いたしました。その結果と経過をご報告いたします。 

 議案第１号和気町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変更については、特に質疑

もなく、全会一致で原案は可決されました。 

 次に、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）については、全会一致で原案は可決されま

した。 

 審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。総務費国庫補助金のうち、地方創生推進交付金が１，８

５０万円余り減額になっているが、主な減額は何かという質疑に対し、減額の主なものは都市計画総務費の中で

調査委託料１，０００万円の２分の１の５００万円、立地適正化計画策定事業の委託がなされなかったこと、住

宅費、住宅管理費のうち調査委託料３００万円の２分の１の１５０万円、これは公営住宅の適地調査委託等とい

うことであったが、その事業まで至らなかった。また、総務費、自治振興費のうち、公共交通実証実験運行委託

料３００万円の２分の１の１５０万円、これらが減額となった主なものであると答弁がありました。 

 続きまして、議案第１８号和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

は、特に質疑もなく、全会一致で原案は可決されました。 

 次に、議案第１９号和気町公民館条例の一部を改正する条例については、特に質疑もなく、全会一致で原案は

可決されました。 

 次に、議案第２０号和気町公民館使用条例の一部を改正する条例についても、特に質疑もなく、全会一致で原

案は可決されました。 

 次に、議案第２１号和気町立体育館条例の一部を改正する条例については、特に質疑もなく、全会一致で原案

は可決されました。 

 次に、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算については、全会一致で原案は可決されました。 

 審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。平成３０年度当初予算、骨格予算であるにもかかわら

ず、繰入金、財政調整基金繰入金を２億円計上している。５年先、１０年先の財政計画見通しを検討してのこと

かという質疑に対しまして、平成２９年度当初予算では財政調整基金を４億５，０００万円繰り入れた。平成３

０年度では２億円計上しているが、国からの地方交付税も合併算定替えで平成３０年度から５割に、平成３３年

度まで残りあと３年で完全に算定替えもなくなり、厳しい状況になってくる。一方で、公債費のうち下水道債等

の償還が減額になってくる。下水道会計等の繰り出しも減ってくる。しかし、厳しいことに変わりなく、今後５

年間の中期財政計画を立て、財政運営の指針としたい。資料も、提出できるものは議会に示せるように考えてい

くと答弁がありました。 

 また、別の委員より、総務管理費の委託料のうちハザードマップ修正委託料１４０万円について質疑がありま

した。ハザードマップの修正というのはどの部分かという質疑に対しまして、現在岡山県では土砂災害の特別警

戒区域の見直しを小学校区単位で行っている。これまでに本荘地区と山田地区の見直しが行われ修正があったの

で、本荘地区と山田地区の住民の方に修正分を配布するその委託料である。なお、平成３２年度までかけて順次

小学校区単位で見直しを行っていくので、見直しが済めば全て修正済みのハザードマップを町内全戸に配布する

予定であると答弁がありました。 

 次に、別の委員より、教育費、保健体育総務費の総合型地域スポーツクラブ補助金４０万円に関しての質疑が

ありました。現在は補助金が４０万円という厳しい状況の中での運営である。なかなか臨時職員が雇えない状況

なので、電話の対応にも事欠く状況にある。そこで、電話の対応や事務的なことに体育館に勤務する方の協力が

不可欠と考えるが、どのような見解かという質疑に対しまして、今体育館には２名の臨時職員がいる。そのうち

１名は８時からの受付対応の仕事も協力して行っている。また、４月以降もできるだけのことは対応、協力して

いきたいと答弁がありました。 
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 また、同じ委員より、保健体育費のうち海洋センター管理費について次のような質疑がありました。１２４万

３，０００円の支出のうち１万１，０００円の使用料収入しかない中での運営と見受けられるが、実態を教えて

ほしいという質疑に対し、利用者の大半は各小学校の児童であり、約２００人が利用しているのが実態であり、

活動として、カヌー体験に加えて、平成２９年度は町を含め３団体が連携して乗馬体験に取り組んだ。平成３０

年度でも引き続き行うか検討中である。有益な活動ができるよう取り組んでいきたいと答弁がありました。 

 また、別の委員より、保健体育費の学校給食共同調理場費のうち運搬委託料１８４万２，０００円に関し、次

のような質疑がありました。学校給食の運搬で年間この値段で全部運搬できるのかという質疑に対し、平成２９

年度までは運転手を町で臨時職員として雇用していたが、３０年度からは給食の運転の方をシルバー人材センタ

ーへ委託する。１人当たり１，０２０円の時給である。保険等も掛ける必要がない。費用に人件費のみ時間給

で、委託金の方が安いと答弁がありました。 

 次に、別の委員より、平成３０年度当初予算の財政調整基金のことに関し、次のような質疑がありました。骨

格予算にもかかわらず２億円の財政調整基金の繰り入れだが、歳出で普通建設事業費の単独事業費として３億

３，０２７万円余りが計上されている。これの財源として２億円の財政調整基金繰り入れと理解してもよいかと

いう質疑に対し、骨格予算に伴い普通建設事業が落ちてきている。その中で単独事業への充当額としての影響は

大きいと答弁がありました。 

 また、その他の審査の中で、次のような質疑がありました。日笠小学校跡地で消防が練習している。管理は町

が行い、照明の使用、グラウンドの使用はこれまでどおりでよいかという質疑に対し、３月１６日、学校の校庭

開放に関する会議がある。日笠小学校跡地、日笠幼稚園跡地については、平成３０年度以降も使用賃貸借等が発

生するまでは今までと変わりなく行っていく考えを持っている。幼稚園、小学校跡地は現在普通財産ということ

で町の財産であり、今後公募等で新たな利用が決まるまでは町の財産として管理していくと答弁がありました。 

 続きまして、議案第３４号平成３０年度和気町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算については、特に質疑も

なく、全会一致で原案は可決されました。 

 以上で総務文教常任委員会の委員長報告といたします。 

○議長（当瀬万享君） ただいま柴田議員が出席されましたので、出席議員数は１０名になりました。 

 ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第１号、議案第１８号から議案第２１号及び議案第３４号の６件は、討論の申し出がありませんの

で、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第１号、議案第１８号から議案第２１号及び議案第３４号の６件を一括して採決したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第１号和気町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変更について、議案第１８

号和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第１９号和気町公民

館条例の一部を改正する条例について、議案第２０号和気町公民館使用条例の一部を改正する条例について、議

案第２１号和気町立体育館条例の一部を改正する条例について、議案第３４号平成３０年度和気町住宅新築資金
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等貸付事業特別会計予算について、以上６件に対する委員長の報告は、可決であります。６件は、委員長の報告

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号、議案第１８号から議案第２１号及び議案第３４号の６件は、委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、厚生産業常任委員長に報告を求めます。 

 厚生産業常任委員長 山本君。 

○厚生産業常任委員長（山本 稔君） それでは、厚生産業常任委員会委員長報告をさせていただきます。 

 去る３月１３日午後１時から和気町役場の３階第１会議室において、厚生産業常任委員会委員全員、町執行部

からは町長、副町長以下、関係部・課長出席のもと、本委員会に付託された議案３４件、請願１件について慎重

に審査いたしました。 

 まず、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）についてでありますが、全会一致で原案可

決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。老人措置費の減額理由についての質疑に対し、

当初６２名であったものが５３名に減ったことによるものと答弁がありました。 

 また、人・農地プラン交付金の減額理由はとの質疑に対し、当初予定から辞退者１名と、離農者１組があった

ことによるものとの答弁がありました。 

 住宅管理費の工事請負費の減額内容についての質疑に対し、宮田住宅の４棟分が住み替え施策による引っ越し

先の修繕等のおくれにより、解体工事費２棟分を減額したとの回答がありました。 

 次に、議案第４号平成２９年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、これ

については、特に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第５号平成２９年度和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）についてであります

が、これも特に意見もなく、全会一致で原案可決となりました。 

 次に、議案第６号平成２９年度和気町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、特

に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第７号平成２９年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、これも特

に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 続きまして、議案第８号平成２９年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでありますが、特に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第９号平成２９年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、

全会一致で原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。室原浄化センター廃止後の利用についての質疑に

対し、防災倉庫としての利用を検討しているとの答弁がありました。 

 次に、議案第１０号平成２９年度和気町駐車場事業特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、特に

意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第１１号平成２９年度和気町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）についてでありますが、

特に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第１２号平成２９年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてで

ありますが、これも特に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 
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 次に、議案第１５号平成２９年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、全

会一致で原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。公有財産購入費の減額理由についての質疑に対

し、矢田工業団地の用地購入の執行残であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１６号平成２９年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、特に意見

もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第１７号平成２９年度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、特に意

見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第２２号和気町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、全会一

致で原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。他県の住所地特例対象施設へ転出した被保険者の

資格の取り扱いについての質疑に対し、今後は住所地特例者として引き続き岡山県の後期高齢者医療の被保険者

とするとの答弁がありました。 

 次に、議案第２３号和気町介護保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、賛成多数で原案どおり

可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。６５歳以上の第１号被保険者の保険料の負担割

合についての質疑に対し、４０歳から６４歳の第２号被保険者数とのバランスの変化により、負担割合が増加し

てきているとの答弁がありました。 

 次に、議案第２４号和気町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の制定についてで

ありますが、特に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第２５号和気町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定についてでありますが、全会一致で原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。条例に定める基準は国に準じているのか、町独自

で設定しているのか等の質疑に対しまして、基本的に国に準じているが、文書の保存年限のみ長く設定している

との答弁がありました。 

 また、サービス事業所の充足状況についての質疑に対し、特養等の入所系サービスは充足しているが、在宅サ

ービスについては拡充すべきものがあると考えているとの答弁がありました。 

 次に、議案第２６号和気町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてであ

りますが、特に意見もなく、全会一致で可決であります。 

 次に、議案第２７号和気町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、これも全会一致で原案

可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。条例に定める基準の対象についての質疑に対

し、地域包括支援センターの運営等に関する基準であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算についてでありますが、全会一致で原案可決でありま

す。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。土木費、橋梁点検委託料８６０万円は何かとの

質疑に対し、平成２６年度から国の指導により５年に１度、橋長２メートル以上の橋梁を点検しているが、平成

３０年度は和気地区、石生地区の点検を行うものとの答弁がありました。 
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 次に、住宅管理費の工事請負費１，３５０万円は何かとの質疑に対し、宮田団地２棟と朝日団地１棟の合計３

棟分を取り壊すため予算計上したものとの答弁がありました。 

 次に、生産物売払収入について、現在の特産品に加え、りんごを加工してりんご酢など、新たなものを開発し

てはどうかとの質疑に対し、特産品づくりについては商工会等とも連携をとり、取り組んでいきたいとの答弁が

ありました。 

 次に、道路維持費の工事請負費３，２００万円の内容はとの質疑に対し、町道の維持工事費で主に舗装の修繕

で路肩の補修なども対応するとの答弁がありました。 

 次に、和気町の障害者の就労支援の施設について、施設数や運営状況に関する質疑に対し、Ａ型１施設、Ｂ型

２施設があり、経営状態が特に厳しいという情報はないとの答弁がありました。 

 次に、和気町の高齢者の健康増進や生きがいづくりに老人クラブとの連携が有効ではないかとの意見に対し、

医療費等の抑制も期待できることから、連携に向けた取り組みを考えていきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第２９号平成３０年度和気町国民健康保険特別会計予算についてでありますが、全会一致で原案可

決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。保険料の滞納処分に係る差し押さえについての質

疑に対し、納税相談を通して滞納者の実情を把握した上で、国税徴収法にのっとり適正に行っているとの答弁が

ありました。 

 また、特定健診の受診率向上に向けた対策についての質疑に対し、電話勧奨や受診期間の拡大等で受診率の向

上が見られることから、今後も積極的に対応していきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第３０号平成３０年度和気町国民健康保険診療所特別会計予算についてでありますが、全会一致で

原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。医療機器の借り上げについての質疑に対し、心電

計や超音波診断装置を医師の要望で導入し、より詳しい診断ができるようになったとの答弁がありました。 

 次に、議案第３１号平成３０年度和気町後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、全会一致で原案

可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。保険料率の見直しについての質疑に対し、保険

料の見直しにより保険料が下がったが、要因としては余剰金を充当しているとの答弁がありました。 

 次に、議案第３２号平成３０年度和気町介護保険特別会計予算についてでありますが、これは賛成多数で原案

どおり可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。介護給付費についての質疑に対し、施設サービス

や地域密着型サービスの給付費については、それぞれ実績に基づき予算計上していることや、高額介護サービス

費の自己負担限度額は、それぞれの所得段階に応じて定められているとの答弁がありました。 

 次に、議案第３３号平成３０年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算についてでありますが、特

に意見もなく、全会一致で可決であります。 

 次に、議案第３５号平成３０年度和気町農業集落排水事業特別会計予算についてでありますが、これも全会一

致で原案可決であります。 

 次に、議案第３６号平成３０年度和気町駐車場事業特別会計予算についてでありますが、全会一致で原案可決

であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がありました。駅前の駐車場は常に満車に近い状態であるため、

定期駐車と一般駐車のバランスをとっていってはどうかとの質疑に対し、平成２９年度に定期駐車を４６台から

３４台に減らした。平成３０年度も状況を見て対応を検討するとの答弁がありました。 
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 次に、駅南駐車場の違法駐車の車両についての質疑に対し、執行部から、現在違法駐車車両３台について対応

中であり、引き続き対応していくとの答弁がありました。 

 次に、議案第３７号平成３０年度和気町公共下水道事業特別会計予算についてでありますが、特に意見もな

く、全会一致で可決であります。 

 次に、議案第３８号平成３０年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算についてでありますが、特

に意見もなく、全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第４１号平成３０年度和気町地域開発事業特別会計予算についてでありますが、これも特に意見も

なく、全会一致で可決であります。 

 次に、議案第４２号平成３０年度和気町上水道事業会計予算についてでありますが、これも特に意見もなく、

全会一致で可決であります。 

 次に、議案第４３号平成３０年度和気町簡易水道事業会計予算についてでありますが、これも特に意見もな

く、全会一致で可決であります。 

 次に、議案第４４号権利の放棄についてでありますが、これも全会一致で原案可決であります。 

 次に、議案第４５号和気町道路線の認定についてでありますが、全会一致で原案可決であります。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑及び答弁がありました。町道の認定基準についてどのようなものがある

かとの質疑に対し、集落間を結ぶ路線や開発により造成された道路、３戸以上の住宅が隣接している道路など、

７項目の要件があるとの答弁がありました。 

 次に、請願第１号ＮＰＯ法人和気サンシュユの会が進める薬木山茱萸の事業推進に関する請願書であります

が、全会一致で採択といたしました。 

 なお、審査の過程で、次のような意見がありました。耕作放棄地対策としてはすばらしい取り組みではある

が、平成２５年度から３年間の協働提案事業で取り組んでおり、協働事業は３年経過すれば後は独自運営で行う

というのが本来の姿である。なかなか運営が厳しいので補助金をという内容のようであるが、執行部の方で検討

いただいて判断していただきたいとの意見がありました。 

 以上、厚生産業常任委員会委員長報告とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第４号から議案第１２号、議案第１５号から議案第１７号及び議案第２２号の１３件は、討論の申

し出がありませんので、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第４号から議案第１２号、議案第１５号から議案第１７号及び議案第２２号の１３件を一括して採決した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第４号平成２９年度和気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、議案第５号平成２９年度

和気町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）について、議案第６号平成２９年度和気町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について、議案第７号平成２９年度和気町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について、議案第８号平成２９年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）について、
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議案第９号平成２９年度和気町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、議案第１０号平成２９

年度和気町駐車場事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第１１号平成２９年度和気町公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）について、議案第１２号平成２９年度和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）について、議案第１５号平成２９年度和気町地域開発事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、議案第１６号平成２９年度和気町上水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第１７号平成２９年

度和気町簡易水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第２２号和気町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例について、以上１３件に対する委員長の報告は、可決であります。１３件は、委員長の報告の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号から議案第１２号、議案第１５号から議案第１７号及び議案第２２号の１３件は、委員

長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号和気町介護保険条例の一部を改正する条例についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 議案第２３号和気町介護保険条例の一部を改正する条例について、反対でございますの

で、討論をさせていただきます。 

 今回のこの介護保険料の料率の改定は、３年に１度の定期改定で、基準保険料が現在５，０００円でありま

す。これが４月１日から５，９００円に、率で１８％もの引上げであります。前回の１１．９％に比べると大変

大きな引上げで、１号被保険者であります６５歳以上の高齢者、主に年金暮らしの方にとっては、これは来年の

消費税の引上げ、これも相まって生活を困難にする、破壊される大変な事態になると思います。そういうこと

で、反対であります。 

 また、介護保険は平成１２年から始まってもう１８年になるとは思うんですが、制度はある程度意義があった

わけでございますが、今回のこの介護報酬の改定も今年は医療報酬の改定と同時で、ヘルパーさんの利用抑制が

行われたりするということもあるわけであります。そういう意味で、介護の質も悪くなり、二重の意味で今回介

護の質が切り下げの方向になってきているということで、これでは困る。 

 そういう意味もあって、以上のような理由により、この条例改正案には反対であります。よろしくお願いしま

す。 

○議長（当瀬万享君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２３号和気町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２３号に対する委員長の報告は、可決であります。議案第２３号は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立多数です。 

 したがって議案第２３号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号から議案第２７号、議案第２９号から議案第３１号までの７件は、討論の申し出がありま

せんので、討論を省略します。 

 議案第２４号和気町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の制定について、議案第

２５号和気町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、
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議案第２６号和気町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第２７

号和気町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第２９号平成３０年度和気町国民健康保険特別会計

予算について、議案第３０号平成３０年度和気町国民健康保険診療所特別会計予算について、議案第３１号平成

３０年度和気町後期高齢者医療特別会計予算について、以上７件に対する委員長の報告は、可決であります。７

件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２４号から議案第２７号、議案第２９号から議案第３１号までの７件は、委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第３２号平成３０年度和気町介護保険特別会計予算についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 議案第３２号平成３０年度和気町介護保険特別会計について、この引上げで、先ほど申

しました平均５，０００円を５，９００円に上げると。この保険料引上げによって５，２００万円ほど会計収入

が増えるということですが、被保険者の生活というものはたまったものではないというふうに思います。介護保

険法の改正によるヘルパーさんの利用抑制等でサービスがよくなるということにはなりません。保険があっても

親切な介護と言えることにならないのではないでしょうか。経営されている介護事業所の方の経営も大変なよう

でございます。これでは、本当にこれから団塊の世代が介護を受けるようになる、このようなことであります

が、大変でございます。 

 以上のようなことから、この介護保険特別会計予算には反対であります。 

○議長（当瀬万享君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３２号平成３０年度和気町介護保険特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３２号に対する委員長の報告は、可決であります。議案第３２号は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立多数です。 

 したがって議案第３２号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号、議案第３５号から議案第３８号、議案第４１号から議案第４５号までの１０件は、討論

の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第３３号、議案第３５号から議案第３８号、議案第４１号から議案第４５号までの１０件を一括して採決

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第３３号平成３０年度和気町合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について、議案第３５号平成３０

年度和気町農業集落排水事業特別会計予算について、議案第３６号平成３０年度和気町駐車場事業特別会計予算

について、議案第３７号平成３０年度和気町公共下水道事業特別会計予算について、議案第３８号平成３０年度
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和気町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について、議案第４１号平成３０年度和気町地域開発事業特別

会計予算について、議案第４２号平成３０年度和気町上水道事業会計予算について、議案第４３号平成３０年度

和気町簡易水道事業会計予算について、議案第４４号権利の放棄について、議案第４５号和気町道路線の認定に

ついて、以上１０件に対する委員長の報告は、可決であります。１０件は、委員長の報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３３号、議案第３５号から議案第３８号、議案第４１号から議案第４５号までの１０件は、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、請願第１号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略し、これから採決します。 

 請願第１号ＮＰＯ法人和気サンシュユの会が進める薬木山茱萸の事業推進に関する請願書について、請願第１

号に対する委員長の報告は、採択であります。請願第１号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって請願第１号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

 次に、ごみ処理施設整備事業特別委員長に報告を求めます。 

 ごみ処理施設整備事業特別委員長 居樹君。 

○ごみ処理施設整備事業特別委員長（居樹 豊君） それでは、ごみ処理施設整備事業特別委員会におけます審

査経過をご報告させていただきます。 

 去る３月９日午前９時から和気町役場３階第１会議室におきまして、委員１０名、町長、副町長、総務部長、

地域審議監並びに関係部・課長のもと、当委員会に付託されました議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正

予算（第９号）について、議案第１４号平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）

について、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算について、議案第４０号平成３０年度和気町ごみ焼却

施設解体事業特別会計予算についての４件につきまして、慎重に審査をいたしました。 

 まず、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）についてですけども、特に質疑もなく、原

案のとおり全会一致で可決しました。 

 次に、議案第１４号平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）については、これ

も原案のとおり、特に質疑もなく、全会一致で可決しました。 

 次に、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算については、原案のとおり全会一致で可決しました。 

 なお、審査の過程において、次のような質疑、答弁がございました。来年度稼働する焼却施設の燃料及び物品

等の購入について、長期包括的運営事業者が納入業者を選定するのかという問いに対し、長期包括的運営事業で

は燃料などの納入業者選定については運営事業者が行うが、納入業者については町内業者を優先するとの運営事

業者提案があり、毎年度計画及び実績の確認を行うものであるとの回答がありまして、あわせて長期包括的運営

事業のモニタリング項目についても説明がありました。 

 次に、議案第４０号平成３０年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計予算については、原案のとおり全会一

致で可決しました。 

 なお、審査の過程において、次のような質疑、答弁がございました。平成３０年度の決算をもって解体基金の

残金を和気、赤磐及び備前で案分して返金するのかという問いに対し、適正閉鎖時まで本特別会計で、管理を行

うとの回答がありました。 
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 以上、ごみ処理施設整備事業特別委員会委員長報告とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 議案第１４号は、討論の申し出がありませんので、討論を省略し、これから採決します。 

 議案第１４号平成２９年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第１４号

に対する委員長の報告は、可決であります。議案第１４号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１４号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算についての討論を行います。 

 反対討論の通告がありました西中君に発言を許可します。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算について、反対でありますので、討論を

させていただきます。 

 和気町公式のホームページのリニューアルや地域交通網の実施検証業務委託料、そして成年後見制度の支援や

全国瞬時警報システムの更新事業、そして老人福祉費や障害者福祉費、スクールバスの置き場の整備等、住民に

大変役立つ大切なことをなすために各種施策について意義あることと思います。そういうところは評価するわけ

でございますが、残念ながら和気町は岡山県内で特異でございまして、依然として隣保館管理費１，５００万円

以上、人権啓発推進費約１，１００万円、集会所管理費約３００万円等を含めて、約３，０００万円を人権事業

として計上。特に運動団体の補助金３００万円、その研修等の旅費が約２００万円については、事業が終わって

内容が初めてわかるというふうな、そういう地域任せというか、そういうことで大変不透明であり、もうこの県

内でも廃止している自治体がこれはほとんどである、そういう事業であります。 

 平成２８年、部落差別解消推進法が制定されましたが、その差別は解消に向かっているという現実、それに逆

行するような動きで、大変この法律制定については懸念があるというふうに私は思っております。和気町では以

前の特別措置法が終わった段階で人権条例を別途つくって独自にいろいろ事業をやっているわけでございます

が、かなり社会的には解消に向かっているにもかかわらず差別を残す作用がある、そういう事業、これはやめて

しまって、本当に真っすぐに解消に向かう和気町にするべきだと思います。そう思いますので、この一般会計に

は反対であります。 

○議長（当瀬万享君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２８号平成３０年度和気町一般会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２８号に対する各委員長の報告は、可決であります。議案第２８号は、各委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立多数です。 

 したがって議案第２８号は、各委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、議案第４０号については、討論の申し出がありませんので、討論を省略し、これから採決します。 

 議案第４０号平成３０年度和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計予算について、議案第４０号に対する委員長

の報告は、可決であります。議案第４０号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４０号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、和気鵜飼谷温泉事業特別委員長に報告を求めます。 

 和気鵜飼谷温泉事業特別委員長 安東君。 

○和気鵜飼谷温泉事業特別委員長（安東哲矢君） それでは、和気鵜飼谷温泉事業特別委員会委員長報告をさせ

ていただきます。 

 去る３月９日午前９時４５分より役場３階第１会議室において、委員全員、執行部より町長、副町長以下、関

係部・課長出席のもと、慎重に審査をいたしました。 

 本委員会の付託案件は、２件でございます。 

 初めに、議案第１３号平成２９年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第３号）については、全会

一致で原案可決といたしました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がございました。歳入が１，４００万円程度減っているが、もっ

と集客に力を入れるべきとの問いに、ＩＰＵの野球部の監督を通じてＰＲをさせていただいている。また、多目

的ホールも使っていただくよう、ダンス部の方にも声かけをしているとの答弁がございました。 

 また、食事料と利用料が１，７４０万円程度減額しているが、どのような分析をされているのか。また、薬膳

料理はどうなっているのかとの問いに、宿泊がビジネス系の形が多くなっており、５０％を超えるような状況に

なってきている。また、温泉の利用率が減っているため、売店またレストランの売り上げが少し落ちている。薬

膳料理については今後料理長と検討したいとの答弁がございました。 

 また、２９年度は約１，０００万円の赤字が見込まれているということだが、許容範囲はどれくらいかとの問

いに、今の交流人口をぜひ増やしていきたいという観点から、許容範囲は持っていないとの答弁がございまし

た。 

 また、責任者を専任体制にできないかとの問いに、その分営業利益を上げないといけない。現在、専任は考え

ていないとの答弁がございました。 

 次に、議案第３９号平成３０年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計予算については、全会一致で原案可決と

いたしました。 

 なお、審査の過程で、次のような質疑、答弁がございました。修繕料の６００万円を計上しているが、和室等

の改造を考えているのかとの問いに、集客に向けての部屋の改修も今後検討していきたいとの答弁がございまし

た。 

 また、この特別委員会に支配人の代理を出してほしい。 

 また、ポンプの故障があったため２９年度は収入が減っているが、今年度は頑張ってほしいとの要望がござい

ました。 

 以上、簡単ですが、和気鵜飼谷温泉事業特別委員長報告といたします。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 
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 委員長、ご苦労さまでした。 

 次に、議案第１３号及び議案第３９号の２件は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第１３号及び議案第３９号の２件を一括して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第１３号平成２９年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計補正予算（第３号）について、議案第３９号平

成３０年度和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計予算について、以上２件に対する委員長の報告は、可決でありま

す。２件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１３号及び議案第３９号の２件は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、和気町学校・園再編成整備事業特別委員長に報告を求めます。 

 和気町学校・園再編成整備事業特別委員長 万代君。 

○和気町学校・園再編成整備事業特別委員長（万代哲央君） 和気町学校・園再編成整備事業特別委員会の委員

長報告をさせていただきます。 

 去る３月９日金曜日午前１０時４０分から和気町役場３階第１会議室におきまして、委員全員出席、執行部か

ら町長、副町長、教育長及び関係部・課長出席のもと、当特別委員会に付託されました議案第２号、議案第３号

について慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案第２号和気町立学校・園統廃合整備基本計画の変更については、全会一致で原案は可決され

ました。 

 委員から、児童の安全面からスクールバス車庫の周囲にフェンスは計画しないのかとの質疑に対しまして、校

庭の周囲にフェンスが設置されており、隣接する駐車場のフェンスまでは予定していないとの答弁がありまし

た。 

 これに対し、同じ委員から、洗車用の水道設置も考えられる。また、休日の管理面からも施錠などの対策につ

いて検討してほしいという質疑があり、これに対して、洗車用の水道設置については、洗剤を使用した場合は農

業用水に流れ込むため下水へ流す必要があることから、今後検討すると答弁がありました。 

 また、別の委員より、低水圧改善工事について、統合により児童数が増えたことが要因なのか、概要を教えて

ほしいという質疑があり、人数が増えたことも要因の一つである。加えて、昭和５５年建築であるため、３５年

余り経過しているので配管が劣化しており、平成２９年度においても管の詰まりが発生し、その都度詰まり抜き

作業を行っているのが現状である。改善については、高架水槽の位置をできるだけ高くし、水圧が下がらないよ

う階層を分けて配管する計画であるが、改善方法については設計委託業者と再検討の上実施すると答弁がありま

した。 

 同じ委員より、建築年数が経過すれば配管も劣化するが、ほかの学校は問題ないのかとただしたのに対し、佐

伯小学校で下水管が詰まり、切断してみると汚物が固形化した状態で発見されたことから、管の取り替えと同時

に、あわせてトイレを洋式にする経費を修繕費で計上している。平成３０年度、長寿命化計画を策定し、各学校

のトイレの洋式化を検討して、計画的に改修を行っていきたいと答弁がありました。 

 また、別の委員より、和気小学校の新たな駐車場について、校門前の駐車場は隣が畑で段差もある。西側駐車

場もコンクリート張りのみで、バックする際危険である。また、和気小学校体育館のくすんだ外壁の改修はいつ

改修するのかという質疑があり、校門前の駐車場については車止めを早急に設置する。西側駐車場についても検
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討する。また、体育館の外壁の改修については、補正予算または来年度当初予算要求で対応を考えると答弁があ

りました。 

 次に、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補正予算（第９号）については、特に質疑もなく、全会一致で

原案は可決されました。 

 その他で、委員より発言があり、公共交通としてスクールバスを運用する考えはあるのかとただしたのに対し

て、スクールバスについては地域公共交通会議の中でも検討項目として上がっているが、登下校便以外に臨時便

の運行も増えていることから、現状では公共交通としての利用は難しいと考えていると答弁がありました。 

 また、同じ委員より、土日の休みに祭り事、イベント等に利用することは契約上可能なのかとただしたのに対

し、振り替えによる土日運行もあり、可能と考えている。現在、年に数回は大型免許所有の職員でイベント対応

の運行を行っていると答弁がありました。 

 以上、簡単でございますが、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 委員長、ご苦労さまでした。 

 議案第２号及び議案第３号の２件は、討論の申し出がありませんので、討論を省略します。 

 お諮りします。 

 議案第２号及び議案第３号の２件を一括して採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第２号和気町立学校・園統廃合整備基本計画の変更について、議案第３号平成２９年度和気町一般会計補

正予算（第９号）について、以上２件に対する各委員長の報告は、可決であります。２件は、各委員長の報告の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号及び議案第３号の２件は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

 ここで２時３０分まで暫時休憩といたします。 

               午後２時１４分 休憩 

               午後２時３０分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（日程第２） 

○議長（当瀬万享君） 日程第２、議案第４６号工事請負変更契約の締結についてを議題とし、提出者の説明を

求めます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、追加議案にしております議案第４６号の工事請負変更契約の締結についてで

ありますが、平成２８年度農業用施設災害復旧事業、万能池災害復旧工事の施工に伴い、堤体の基礎処理の追

加、築堤土のセメント改良工及び土捨て場の変更が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号及び和気町の

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 
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 以上、説明いたしましたが、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、ご審査、ご議決賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、議案第４６号の細部説明を求めます。 

 産業建設部長 南君。 

○産業建設部長（南 博史君） 議案第４６号説明した。 

○議長（当瀬万享君） これから議案第４６号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４６号を会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４６号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 議案第４６号を討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認め、これから採決します。 

 議案第４６号工事請負変更契約の締結については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

（日程第３） 

○議長（当瀬万享君） 日程第３、発議第１号和気町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例

についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 

 ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） それでは、説明をさせていただきます。 

 お手元に１ページ、２ページ、３ページとございます。 

 １ページ、発議第１号和気町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例についてということで

ございます。 

 上記の議案を地方自治法第１１２条及び和気町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出する。

平成３０年３月１６日。和気町議会議長当瀬万享様。提出者、和気町議会議員万代哲央。賛成者、和気町議会議

員山本泰正。 

 ２ページをお開きください。 

 この条例につきましては、平成２６年６月２３日に、条例第１１号で公布されております。 

 ３ページの方を見ていただきたいと思います。 

 ３ページに新旧対照表をつけておりますが、こちらをごらんいただきまして説明をさせていただきます。 

 表の左側、現行では第２条に議決すべき事件といたしまして、第１号、町における総合的かつ計画的な行政の

運営を図るための総合振興計画基本構想の策定、変更（軽微なものを除く。以下同じ。）又は廃止に関するこ
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と、第２号といたしまして、町立学校・園統廃合整備基本計画の策定、変更又は廃止に関することであります。 

 今回提出いたしました案では、表の右側に改正後の案としてつけております第１号、第２号に追加いたしまし

て、第３号といたしまして、防災都市公園整備基本計画の策定、変更又は廃止に関することでございます。この

規定を追加するものでございます。 

 現在、町が計画している防災都市公園整備は、町にとっても、町民にとっても重要な公の施設に位置づけられ

ると考えます。したがいまして、整備基本計画、財政計画は議会の議決に付するに相当する事件と考え、この条

例に追加することが妥当と判断し、提案するものでございます。 

 以上が提案理由でありますけど、できれば少し丁寧に提案理由を聞きたいという方もおられますので、少し追

加して提案理由を述べさせていただきます。 

 一昨日の一般質問におきましても、この事業に関しまして私と同僚議員が質問しましたが、私は一層質問によ

りましてこの事業の問題点が浮き彫りにされたと気づいたところであります。これにつきましては、詳しくは今

述べませんけども、町の一般会計予算規模の２割以上にもなろうかとするこの事業、たとえ進めるにしても基本

計画、財政計画を見える化していくというのが、この事業の出発点になるのではないかと考えます。そして、町

民の皆様にその基本計画、財政計画を示していくと、そういうところが出発点であると考えます。町民の多数が

賛成するのか見きわめることが大切だと考えます。また、費用対効果がつり合うのか、また維持管理費のこと

等々、これから議論、検討を深めていくことが何より大切と考えます。条例化した上で、今後議員全員が議論、

検討を 終的には基本計画の賛否を問うという形で議会としてチェック機能を果たすということが我々議員の役

割と私は考えます。 

 以上、提案理由といたします。 

○議長（当瀬万享君） ここで暫時休憩といたします。 

               午後２時４３分 休憩 

               午後３時３５分 再開 

○議長（当瀬万享君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 次に、発議第１号の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 私は、どちらかといいますと、この防災都市公園整備計画については賛成できない、反

対の立場なんですよ。それで、以前の学校統合についても基本的には反対だったんです。このもとの議案ができ

るときに、私はこういう議案ができると町立学校うんぬんと、こういう条例をつくると前へ進めることになる

と。現実には、ああいう形で、町民の声をほとんど聞かないで学校統合は進められていった、それが現実だと思

うんです。だから、ここへまたこれをやったところで、それが一向に計画に対する反対論のくさびにも何にもな

らないんじゃないかなという気がするんですけれど。要するに条件変更、条件闘争するだけだというふうに思い

ます。それよりは、私はもうむしろ住民投票条例をするとかそういうのがあるし、それから現に政治戦、町長選

挙があります。ないと思われている人が多いですけど、恐らくその方が町民にこの争点について聞くという姿勢

で選挙をやられるようですので、それを含めて後で推進する方があれば、これをどんどん条例をもっとするとか

というふうにしてもいいわけなので、どうも私はこれは焦って拙速に止めなきゃいけないからということでこれ

を出してきたと、そういう感じです。私はもちろん賛成ではないんですけれど、反対の立場なんですけれども、

これをやると一歩前に進めることになるというふうな気がするので、どうも賛成できないんですけれども、その

辺をもう一度、コメントがあればお答えいただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 
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○５番（万代哲央君） 西中議員の質問というよりは、考え方をお聞かせいただきました。 

 私が西中議員に申し上げたいのは、西中議員は今学校・園統廃合、これを議会の議決すべき事件として、これ

は町側が提案してきたことですよ。それで、西中議員の考えとは違ったかもしれないけど、今のような統廃合が

できています。しかし、この私が提案させていただいた防災公園につきましては、議員発議でやらせてもらった

んですよ。今の西中議員の発言にもございましたけども、これから賛成とか反対とかということを 終的に意思

を表明するのは各議員じゃないですか、１人ずつじゃないですか。それは、今までの１号、２号とはまた違っ

て、議員が積極的にこれを発議してこの条例に加えようと、そして自分たちの意見、考えをやろうと、そういう

場をつくろうと、町の執行部と議員との間で基本計画、財政計画を一つのたたき台といいますか、土壌に置いて

そこから始めようと言っとるわけです。 

 だから、西中議員の今の発言の中には、２号で自分は反対したけども、進めるその要因にこの２号が加担して

いるようなご意見かと思いますけども、私は３号におきましてはそういうんでなくて、議員の発議でやるわけで

すから、その辺のところのご理解をいただきたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 残念ながら、条例は条例だというふうに私は思います。それが条文としてできたら、そ

れはそのまま自然にそういう方向にというか、執行者がどういう姿勢であるかによるわけですけど、そういうふ

うに進められるように思いますので、私はちょっとここでは待った方がいいんじゃないかなというふうに思いま

す。それは見解の相違だとおっしゃると思いますけれど。まあ何かあれば。 

○議長（当瀬万享君） 万代君、答弁あります。 

 ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 今、西中議員はそういうふうに言われましたが、私はその考えと全く逆です。条例は、

町側が出せますけど、議員が発議して出せるんですよ、今までやってないだけで。大きな権利じゃないですか。

そういう面を議員としてやるべきじゃないんですか。つくって、これが一つ基本計画を進めていく、前進してる

というんじゃなくて、そうじゃないんですよ。そこから始めようというんです、出発点として。そうじゃないと

土壌がないじゃないですか、話をする。条例化したら、それは町の思うようになるとか、そういう発想じゃあち

ょっと違うんじゃないかなと思います。条例は、地方自治法に書いてあるとおり、議員の発議、これは大きな意

味があるんじゃないですか。 

               （８番 西中純一君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番 山本君。 

○３番（山本 稔君） 万代議員にちょっとお伺いしたいんだけど、この提出は今議会でないといけないという

ふうに思われて出されたと思うんですが、そこら辺のことをちょっと聞かせてください。先ほども言われたよう

に、新しい町長が決まってからこういうのを出されても僕は遅くはないと思うんですが、そこら辺の考えをお聞

かせください。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 言葉をお返しするわけにもまいりませんけど、今回こういう条例を出したことが、表現

は悪いかもしれませんけど、決して早過ぎるとは思いません。実際に国土交通省の方へもう補助申請を１月にや

っとるわけですから。そういう現実が今あって、先ほどもこういう条例を出すんだったら時期があるような話が

ありましたけど、時期はもう既にいつやっても遅いぐらいじゃないんですかと私は考えてます。賛成とか反対と

かというよりも、今の現実を直視すれば、実際にこうやってもう動いて内示まで来るような状況になっておる中

で、何も町民は知らされてないわけですよ。で、財政計画が１９億円幾らと言われましても、その中身さえわか
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らんわけですよ。防災公園のその規模さえもわからない。どういう機能を持ったものかも。そういう中で、誰が

町長であっても、それから少なくとも、理屈かもしれませんけども、こういうことは平成２９年度からもう既に

始まっているわけですから、それは行政は継続であればそれこそ一日でも早くこのことについて町と議会の間あ

るいは町民の間で話し合うべきであると思います。したがって、時期とかというのは、私もさっき聞いてたらよ

くわからない、意味が。そら現実を見れば、今でこそというか、今が一番早い時期、大切なとき、適正な時期だ

と思います。 

               （３番 山本 稔君「わかりました」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） 賛成者が提出者に質問するんですか。質問するんじゃな。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 一昨日ですか、一般質問でもいろいろお話がありましたが、ぜひこれは必要だという判

断で出されたもんですが、ここで仮に出さなかったとしても、もしそれができるのであれば補助申請をやめても

らうとかというようなことをしてもらわない限り、議会には全く補助申請をするという話はないままに補助申請

もしとる、それから請願に対しても６対４という議会の――これは議決ではありませんが、拘束力はありません

が――そういう結果がある。その中で、補助申請をするというのは非常に執行部の独断で、走ったことと言わざ

るを得ない。その中で、執行部の暴走をセーブするためにもこの条例は必要であるという考えで私は賛成いたし

ておりますので、質問とは違いますかもしれませんが、私の考えを述べさせていただきました。 

○議長（当瀬万享君） 万代君の答弁要ります。いい。 

               （６番 山本泰正君「よろしい」の声あり） 

 １１番 柴田君。 

○１１番（柴田淑子君） 第２条というのがありまして、２条の３号のところに今のが出とるわけですが、第２

条の１というのを入れて、柱だけを入れまして、議員発議という括弧の中に入れといて、そして今このままでは

第３号になっておりますが、その第２条の１の後に防災都市公園整備基本計画の策定又は廃止に関することとい

うのを入れたら、この条例としては議員発議というのが出てきてわかりやすうなるんじゃないかなと思うんです

が、どうでしょうか。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 今、柴田議員が言われたのは、総合振興計画と関係があるからその後にというふうな意

見かなと思いますけど、第２条の１号と２号は定まったもんですから３号以外に入れるところはないと私は思い

ますが。また、条例ですから、別に議員発議とかなんとか書くものでもないんじゃないかなと。よく私も詳しく

はわかりませんが、そう思います。 

○議長（当瀬万享君） 柴田さん、いいですか、もう。 

               （１１番 柴田淑子君「あのう……」の声あり） 

 あのうじゃなくって…… 

               （１１番 柴田淑子君「いいんですか」の声あり） 

 いやいや…… 

               （１１番 柴田淑子君「条例のつくり方として……」の声あり） 

 席順とお名前を言って発言してください。 

 １１番 柴田君。 

○１１番（柴田淑子君） 済みません。第２条の１というのを入れて、括弧の中に柱書きを入れますと、３項の

分を全部取ってしもうて議員発議というのを柱に入れといて、そのまま続けていくことができると思いますが、

そうしたらどうでしょうか。 
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○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） ちょっとよく理解できんとこもありますけど、効力としては一緒じゃないんでしょう

か、効果としては、条例の。そういう意味じゃないん。どういう意味でしょうか。 

               （１１番 柴田淑子君「条例のつくり方……」の声あり） 

○議長（当瀬万享君） 柴田さん、待ってください。 

 １１番 柴田君。 

○１１番（柴田淑子君） 法律の文章のつくり方というのを見ますと、第２条の１号、２号がありますが、その

後に第２条の１というのを入れることができます。３条も次々あると思うんですが、第２条「の」というのは平

仮名で１としといて、そこにこの３号の文章をそのまま入れていくんです。第２条の１の後に柱書きを入れるも

のが、例えば第２条の前に議決すべき事件というのがありますが、そういうふうな形で議員発議というのを入れ

ていきますと、文章として整った文章になるんじゃないかなと思います。 

○議長（当瀬万享君） ５番 万代君。 

○５番（万代哲央君） 私そこら辺のつくり方はちょっとよくわかりませんけども、普通は第２条の１とか２と

かがありますけど、それは２条に関係したことをまた書くんが普通じゃないんかなと思うんですけど。今私が提

案させてもらっております（３）といいますか、第３号という形でも効力は一緒じゃないかなと思いますけど。

あとちょっと詳しいことはよくわかりませんが。 

○議長（当瀬万享君） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 質疑なしと認め、発議第１号の質疑を終わります。 

 万代君、ご苦労さまでした。 

 お諮りします。 

 発議第１号を会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって発議第１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 発議第１号を討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 反対討論をお願いしたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） 異議がありますので、これから発議第１号に対する討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許可します。 

 １０番 安東君。 

○１０番（安東哲矢君） 発議第１号和気町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例につい

て、反対でありますので、討論をさせていただきます。 

 この条例は、先ほど町長からもお話がございましたように、平成２３年５月に地方自治法の一部改正により、

基本構想を定めるための議決の義務づけは廃止されましたが、総合振興計画の基本構想は従来からの町の総合的

かつ計画的な行政運営の指針を示すものであり、町民にまちづくりの長期的な展望を示すものであることから、

法的な策定義務はなくなっても策定すべきであり、まちづくりのビジョンである基本構想は町民の代表である町

議会の議決を経ることで、町全体の総意により策定、変更または廃止すべき事項であるため規定されました。 
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 また、町内の教育環境の整備指針である町立学校・園統廃合整備基本計画についても、町民の代表である町議

会の議決を経ることで、町全体の総意により策定すべきであると考えるため、議決すべき事件として規定をされ

ました。 

 今回提出しております防災都市公園の整備基本計画の策定、変更または廃止に関することについては、和気町

の 上位計画であります第１次和気町総合振興計画の枝葉の部分である基本計画に掲載すべき事項であります。

したがって、議決事項の対象外であり、執行権の侵害のおそれもあるのではないかと考えられます。 

 また、来月には町長選挙も執行される予定でありますので、新しいリーダーが決まってから議論すべきであ

り、時期尚早であると考えます。 

 以上の理由により、発議第１号に反対であります。議員の皆様の賢明なご判断をお願いいたします。 

 以上で反対討論といたします。 

○議長（当瀬万享君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

 ６番 山本君。 

○６番（山本泰正君） 私は、賛成の立場で討論させていただきます。 

 今までの経緯、学校統合からひっかけまして、跡地利用の件、ここからスタートした案件のようになっており

ますが、私も一般質問を１２月、今定例会と２回させていただきました。状況というのは、環太平洋大学が本当

にすばらしい球場もつくっていただいております。和気町は地主であります。年に５回や６回、大きい大会をあ

そこでやらせてもらうのは十分できること。佐伯のグラウンドも整備した。野球チーム、ソフトボールチーム等

も少なくなって、利用者からの不平不満はないという現状の中で、一歩立ち止まって球場等はやってもいいんじ

ゃないんかという話の中で、防災都市公園で２分の１の補助があるからということで急きょ出てきた話であり、

和気町の財政状況、今年度の当初予算においても、骨格予算とはいえ２億円の基金の繰り入れをする。そして、

佐伯町との合併の特別交付税は３年で０になります。このような状況を考えたときに、本当に和気町に球場が必

要なのかと私は思っております。 

 それから、防災面は、いつ、どこで災害が起こるかわからない。亜熱帯に近い気候になってきて、ゲリラ豪雨

等で大変なことになる可能性もある。それは十分認識しますし、防災対策であれば、各地域でしっかりしたもの

をつくっていけばいい。前回の一般質問でも申し上げましたが、現計画地域は非常に適地ではないという判断を

私もいたしております。といいますのも、鵜飼谷川は、 下流を除いてはほぼ天井川に近い状態で、吉井川の水

位が上がればゲートを閉める、遊水池になりかねない状況だということも申し上げたと思います。 

 それより何よりも、請願を６対４で不採択になったこの現状を踏まえて、議会には何も報告も相談もなしに１

月に補助申請をした。こんなことが議会で許されるんでしょうか。私は非常に立腹しております。執行権の濫用

としか言いようがない。議会軽視としか言いようがない状況でございます。町長にもうここまで言いますが、任

期がまだあれば不信任あるいはリコールに匹敵する問題だというぐらいに私は思っております。これを許してい

けば、どういう状態に今後もなるかわかりません。議会の面目を保ち、そして執行部の暴走を止めるためにも、

この条例は必要であるという認識で、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（当瀬万享君） ほかに討論はありませんか。 

 ８番 西中君。 

○８番（西中純一君） 私も、万代議員と同じように、この防災都市公園については反対で、万代議員はただ条

件闘争を今考えられとんのかなという感じがしてきましたけれども、それでうまく学校統合も切り抜けたらよか

ったのかもしれませんけれども、私についてはちょっとそういうふうに理解できなかった。 

 今回も、残念ながら、執行部はもう補助金申請までして、もうどうも箇所づけまでされてるんじゃないかなと

いう状況でございます。ただ、地権者はまだ理解されてない方もいる。そういう現状であります。その中でどう
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すればいいかと。それから、町長選挙がある。それも考えますと、ここで拙速に、その条例にそこを付加して文

章を変えるということをしたからといって歯止めにも何もならないし――歯止めという言葉がおかしいですけれ

ども――私自身は、町民にきちっと聞いて、それを判断をしていくと。恐らく町民の方は、１９億円うんぬんと

いうものは必ずしも理解されないんじゃないかなというふうに思っております。そういう点ではある程度意見が

一致したわけなんですけど、前の請願の件では。ただ、今回のこの条例制定については、これが条例として防災

都市計画、そういうものがそこに盛られるということになると一歩進めるというふうに私には思えるので、私は

賛成いたしかねます。ぜひそのように賢明に議員諸氏もご判断をいただいた方がいいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（当瀬万享君） ほかに討論はありませんか。 

 ４番 居樹君。 

○４番（居樹 豊君） それでは、反対討論が複数出られたんで、私も賛成といいますか、考え方を。 

 皆さん方、先ほど別室で言うたけども、私総括的に言うたつもりだけども、今回の条例というのは、今答えを

先読みしてやる、やらんとかということとチャンポンで考えるとおかしいことになる。西中議員も言われたけ

ど、これをやるから推進とか推進せんとかということとは、これよく読んだら、あくまでも条例で深く議論しま

しょうということを言うとんで、だから、議員たる者、これに基本的に反対はないというのが普通です。熟慮し

ょうと、議会と執行部で十分、それも小さいちんけなことはいいけども、大きな問題はやっぱりもうちょっとと

いうことで、先ほど言うたばあじゃけども、その辺は私の説得力がないんですけども、やはりこれは条例ですか

ら、執行部と大きな問題はやりましょうということで、そのことの理解をしないと、皆さんの結論ありきみたい

な、する、せんとかということとちょっと切り離して、まだそういう段階でもないし。ただ、確かに今回手順と

いいますか、１月中旬に出されたというようなことを漏れ聞きましたけども、だからそれができたということ

は、基本計画たるものは形として、正式な提示を私らも見てないですけども、概略は規模とかありましたけど

も、だから今段階でもそら確かに時期は、本当はこういうのが昨年の９月段階からこれたしか発したと思うんで

す。その辺でから、あるいは委員会でも、たしかに時期的にはちょっと時期を逸してるけども、もうここでこう

いうことで条例が可決されれば、改めて基本計画を皆さんに再度周知されたらいいんじゃないんですか。別に何

も問題あらへんと。恐れることはないです。きちっとやっぱり町として自信と確信を持って詳しく説明する。た

だ、今中身が消化不良じゃからこういうことになってる。そこんところが皆さんいろんな考え方で、１０人おれ

ば考え方は違うけども、やはりこれ先ほど言いましたが、少し立ち止まって考えないと、基本計画というのはも

うこれはここまで来たらできとんじゃろうけども、前後するけども、改めて知っていただくと。 

 それから、次の手順として、例えば国の予算がついたとします。それはもう時期的に現体制ではできないです

よ。新しい執行体制の中でやるしかない。これは当たり前のことです。それと、今回の議員発議の先延ばしとい

うんとはちょっと違うんです。それはまだ決まってねえものを今言うてもできんのじゃから、今できることは、

十分議論しましょうということはもう、これは議会にとってそんな問題があることとは思えません。先読みして

というのが、さっきの学校問題ではトラウマかもわかりませんけど、それはそれぞれ考えがありますけども、こ

れはその場その場できちっとした議論をして、正々堂々と物を言うというのが我々議員の役割じゃから、そうい

うふうにぎくしゃくした形じゃなしに、もうちょっとそれこそ冷静にこの議論というのは議会でもう少ししっか

り話し合おうと、単純に言えばそういうことですわ。余り複雑に考えるよりも、きちっとそういうことで、条例

という形で多少枠組みをつくった方がよりいいんじゃねえかなということで、別に町に対する不信感でつくった

わけじゃない。そういう大きなことはやっぱり、先ほど言いましたが、まだ町民どころか、区長さん方も十分詳

しいことは、我々より少し落ちるけども、まだそういう段階ですので、余り先々先々言ようるとあれなんで、や

からちょっと混同しとるという感じがしないでもないんだけども。だから、もうちょっとシンプルに、議会と十
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分話をしょうということで、反対しょうりゃあ別じゃけども、一言で言やあそういうことで、この条例の改正は

十分に熟慮して、議会ともうちょっとタイムリーに。確かに今この時期というのは、今回時期がおくれとるから

出たんかもわからんけども、やっぱりそれはもう一回やりましょうよということで、基本的に反対しとる人はい

ないと思うん。ということで、言いたいことはまだありますけども、この辺で終わりたいと思います。 

○議長（当瀬万享君） ほかに討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 以上で討論を終わります。 

 これから発議第１号の採決を行います。 

 この採決は、起立によって採決します。 

 発議第１号和気町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。 

               〔賛成者起立〕 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございます。起立少数です。 

 したがって発議第１号は、否決されました。 

（日程第４） 

○議長（当瀬万享君） 日程第４、選挙第２号和気老人ホーム組合議会議員の補欠選挙について、選挙を行いま

す。 

 ここで事務局長に簡単に説明させます。 

 事務局長 田村君。 

○事務局長（田村正晃君） 選挙第２号説明した。 

○議長（当瀬万享君） お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、私が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって、私が指名することに決定しました。 

 選挙第２号和気老人ホーム組合議会議員の補欠選挙について、和気老人ホーム組合議会議員に広瀬正男君を指

名します。 

 お諮りします。 

 ただいま私が指名しました広瀬正男君を和気老人ホーム組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませ

んか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました広瀬正男君が和気老人ホーム組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました広瀬正男君に、会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 
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 当選されました広瀬君に当選の承諾及び挨拶を自席からお願いいたします。 

 ９番 広瀬君。 

○９番（広瀬正男君） このたび議長の推薦また議員の皆様のご賛同をいただき、ありがとうございました。和

気老人ホーム組合議会議員として、老人ホームの健全育成、それから利用者の安心・安全のためにしっかり全力

で頑張っていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（当瀬万享君） ありがとうございました。 

 以上で選挙第２号和気老人ホーム組合議会議員の補欠選挙についてを終わります。 

（日程第５） 

○議長（当瀬万享君） 日程第５、議会閉会中の調査研究の申出書についてを議題とします。 

 皆様のお手元に配付のとおり、議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会より、議会閉会中の調査研究

の申出書が提出されております。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会が、議会閉会中においても調査研究できるよう承認すること

に、ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（当瀬万享君） 異議なしと認めます。 

 したがって議会運営委員会及び常任委員会並びに特別委員会が、議会閉会中においても調査研究できることに

決定しました。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、全て終了しました。 

 閉会に当たり、町長から挨拶がございます。 

 町長 大森君。 

○町長（大森直徳君） それでは、閉会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

 平成３０年第１回和気町議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今回提案いたしました諮問２件、計画変更２件、補正予算１５件、条例制定及び改正１０件、当初予算１６

件、権利放棄１件、道路認定１件、そして本日追加提案をいたしました工事請負変更契約１件につきまして慎重

にご審査をいただき、ご議決を賜り、まことにありがとうございました。 

 今議会におきましていろいろとご議論とご指摘をいただきました当面の課題であります今後の行政運営等につ

きましては、これまでの成果等の検証を行い、評価結果を十分に踏まえながら、行政運営並びに諸事業の検討、

効率化に努めてまいります。 

 本町の平成２９年度、本年３月１日現在の人口動態ですが、転入者から転出者を引いた社会動態はプラス８１

となり、今年度としては１６年ぶりの転入超過という傾向になっております。その一方、出生から死亡を引いた

自然動態はマイナス１５８と、減少の一途をたどっております。結果的に見れば、人口減少に歯止めがかかりつ

つあるものの、町全体の人口は依然として減少が続いておるという状況でございます。 

 こうした状況を踏まえて、引き続き教育や子育て環境の充実などによる、移住・定住促進施策並びに地元で働

く場の確保等、本町で安定した生活環境が出生率を向上、ひいては自然動態の超過にも結びつくというように、

関連施策を強力に進めることで人口の減少問題の克服につながるものと確信いたしております。 

 次に、平成２８年度から県からの派遣により、本町の地方創生の推進に陣頭指揮をとっていただきました野津

地方創生課長が３月末をもって県の方へ復帰します。野津課長には２年間、まち・ひと・しごと総合戦略に掲げ

る政策につきまして、行動力とリーダーシップをもって取り組んでいただき、厚くお礼を申し上げるとともに、

今後のご活躍をお祈りいたします。そして、この後、野津地方創生課長の退任の挨拶の場を、議長のご配慮をい
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ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 そして、 後になりましたが、３期１２年、議員の皆さん、町民の皆さんには大変お世話になりました。今後

も、地方創生の取り組みが本町への新しい人の流れとなりますよう、ますますの町の活性化につながることを期

待いたしております。 

 議員の皆様におかれましては、健康に留意されまして、ますます町政発展のためにご活躍されますようお祈り

いたしまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。本当に、３期１２年間ありがとうございました。 

○議長（当瀬万享君） ここで野津地方創生課長から挨拶の申し出がありますので、許可します。 

 地方創生課長 野津君。 

○地方創生課長（野津浩之君） 議長からお許しをいただきましたので、 後のご挨拶ということでさせていた

だきたいと思います。 

 本年度 後の議会の場でご挨拶の機会を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 平成２８年４月より人事異動で岡山県庁から和気町地方創生課課長を拝命いたしまして、人口減少対策という

地方自治体における喫緊とも言える課題に当たらせていただきました。私の中では、特に公営塾の開校やオンラ

イン英会話の開設、佐伯地域におけるコンビニエンスストアの出店、更には移住者に向けたお試し住宅の整備な

ど、和気町の魅力及び利便性を町外の方に知っていただき、町内への移住・定住に結びつけるための事業が非常

に印象深く感じられております。 

 この２年間を振り返りますと、１年目は、先に本町から国に復職されました小西総合政策監を中心に、役場の

スタッフの皆様と一丸となりまして、それこそがむしゃらに戦略等を進めてまいりました。２年目は、いささか

役不足ではありますが、私なりに政策監退任後のこれまでの取り組みをどのように全町に浸透し継続させていけ

るかということに主眼を置きながら職務に当たってまいりました。こうした取り組みによりまして、町の人口動

態、とりわけ社会動態は、先ほどの町長のご挨拶にもございましたが、転入超過に転じることができました。こ

れは、これまで取り組んできた施策に一定の結果が出たものと感じております。それもこれも、町議会議員の皆

様方並びに執行部の先輩諸氏のご指導によるものとただただ痛感しておる次第でございます。転入超過とはいえ

自然動態による減少はまだ激しく、人口増加という 終目標にはまだ道半ばであります。 

 また、地方創生課の取り組みだけで社会動態が転入超過になったわけではないとも考えております。こうした

取り組みを更に前に進めていくことこそが、人口減少に歯止めをかける大きな要因の一つであるということも事

実でございます。和気町が全国に先駆けました地方創生の成功例と言われるよう、県庁に帰りましても一生懸命

応援してまいります。 

 ２年間という短い期間ではありましたが、ここで培いました皆様とのご縁を大切にし、県政に邁進したいと思

います。大変ありがとうございました。 

○議長（当瀬万享君） 閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆様方におかれましては、今定例会に付されました案件につきまして、終始熱心かつ慎重に審査を重ねられ、

大変お疲れのことと存じます。 

 また、執行部の皆様には、誠意を尽くした説明をいただき、ありがとうございました。 

 ただいま大森町長から、閉会のご挨拶とあわせまして、本議場では 後にあるとの思いの中から、議員皆様に

お別れのご挨拶がございましたので、議長といたしまして一言申し述べさせていただきたいと思います。 

 ３期１２年という長い間、和気町の発展のために頑張っていただきましたことを、議会を代表いたしまして厚

くお礼を申し上げます。平成１８年３月、旧佐伯町と旧和気町の合併により新和気町が誕生し、新たな町のかじ

取りを任されたわけでございます。その間、和気駅周辺整備事業、光ファイバーによる情報通信網の整備、株式

会社岡山和気ヤクルト工場誘致、小学校・幼稚園・保育園の統廃合、公営塾を初めとする教育の取り組み等、多
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くのご功績、ご努力に深く敬意と感謝の意を表するものでございます。町長、十分余力を残しながら惜しまれて

の勇退でございます。残された任期中はもちろんのこと、ご勇退後におきましても更なる和気町の発展のために

大所高所からご指導いただきますことを申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。本当に長い間あり

がとうございました。 

 また、先ほど挨拶がありました野津地方創生課長におかれましては、２年間という短い間ではございました

が、和気町の地方創生の取り組みにご尽力いただきまして大変ありがとうございました。新任地におかれまして

も、ますますご活躍くださいますようご祈念申し上げます。 

 議員各位におかれましては、常に住民の目線に立った議会活動に邁進していただき、町政発展のために皆様方

の一層のご協力とご努力をお願いいたします。これから春めいてまいりますが、お体にはご自愛していただくと

ともに、健康にご留意され、議員活動にご精進していただきますようお願い申し上げまして、まことに簡単でご

ざいますが、閉会の挨拶といたします。 

 これをもちまして平成３０年第１回和気町議会定例会を閉会します。 

 大変ご苦労さまでした。 

               午後４時２４分 閉会 
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